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- 1 -

第１章 総則

第１章 総 則

第１節 計画策定の目的

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき妹

背牛町防災会議が作成する計画で、妹背牛町の地域に係る防災に関し、妹背牛町及び妹背

牛町の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の

大綱及び妹背牛町の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及

び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の受令及び伝

達、避難、消火、救護、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関すること、

又はそれに伴う労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信

等に関することなど災害対策等を実施するにあたり、防災関係機関がその機能のすべてを

あげて町民の生命、身体及び財産を災害から保護するための対策について定め、本町防災

の万全を期することを目的とする。



- 2 -

第１章 総則

第２節 用語の定義

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

(1) 基本法 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）をいう．

(2) 救助法 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）をいう。

(3) 水防法 水防法（昭和２４年法律第１９３号）をいう。

(4) 町防災会議 妹背牛町防災会議条例（昭和４０年妹背牛町条例第２２号。以下「防

災会議条例」という。）第１条に規定する妹背牛町防災会議をいう。

(5) 本部 妹背牛町災害対策本部条例（昭和３８年妹背牛町条例第１６号。以下「災害

対策本部条例」という。）第１条に規定する妹背牛町災害対策本部（以下「本部」と

いう。）をいう。

(6) 町防災計画 防災会議条例第２条第１号に規定する妹背牛町地域防災計画をいう。

(7) 防災関係機関 防災会議条例第３条第５項各号に掲げる委員の属する機関をいう。

(8) 災害 基本法第２条第１号に規定する災害

(9) 防災 基本法第２条第２号に規定する防災

第３節 計画の修正要領

防災会議は、基本法第４２条に定めるところにより計画に随時検討を加え、おおむね次

に掲げるような事項について必要があると認めるときは、修正の基本方針を定めこれを修

正するものとする。

(1) 社会、経済の発展に伴い計画が社会生活の実態と著しく遊離したとき。

(2) 防災関係機関が行う防災上の施策によって計画の変更（削除）を必要とするとき。

(3) 新たな計画を必要とするとき。

(4) 防災基本計画の修正が行われたとき。

(5) その他防災会議会長が必要と認めたとき。

なお、軽微な修正（組織の機構改革による名称変更、人口、面積等の数量的な変更

等）については、北海道知事との協議及び防災会議の採決を要せず、その結果を北海

道知事及び防災会議構成団体等に報告するものとする。
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第４節 防災機関等の処理すべき事務又は業務の大綱

町防災会議の構成機関及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の防災上処理す

べき事務又は業務の大綱は、次のとおりである。

１ 妹背牛町

(1) 町長部局

ア 町防災会議に関すること。

イ 本部の設置及び組織の運営に関すること。

ウ 住民の自主防災組織の育成に関すること。

工 地震防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。

オ 防災訓練及び地震防災上必要な教育の実施に関すること。

力 災害に関する情報の伝達、収集及び広報並びに被害状況の調査に関すること。

キ 防災に関する食糧、資材及び機器の備蓄及び供給に関すること。

ク 災害応急対策、特殊災害対策及び災害復旧対策の実施に関すること。

ケ 避難の勧告又は指示に関すること．

コ 被災者に対する救助並びに救護及び救援に関すること。

サ 災害時の交通及び輸送の確保に関すること。

シ 被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広報に関すること。

ス 避難行動要支援者の擁護に関すること。

セ その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関すること。

(2) 教育委員会事務局

ア 災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教育の実施に関すること。

イ 文教施設の被害調査及び報告に関すること。

ウ 文教施設及び文化財の保全対策等に関すること。

２ 指定地方行政機関

(1) 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部深川道路事務所

ア 所轄国道の維持管理及び災害応急対策並びに災害復旧に関すること。

イ 災害時における所管国道の交通の確保に関すること。

ウ その他所有物件の管理に関すること。

(2) 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部滝川河川事務所

所轄河川の維持管理及び災害応急対策並びに災害復旧に関すること。

(3) 農林水産省北海道農政事務所地域第１１課

ア 災害時における米穀の確保、応急配給及び緊急輸送に関すること。

イ 災害応急飼料対策に関すること。
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(4) 厚生労働省北海道労働局滝川労働基準監督署

事業場、工場等の産業災害の防止対策に関すること。

(5) 厚生労働省北海道労働局滝川公共職業安定所深川出張所

ア 被災地域における労働力の供給に関すること。

イ 被災失業者の職業紹介に関すること。

ウ 労働力需要情報の収集及び関係機関との連絡に関すること。

工 災害時における求職者給付の支給の特別措置に関すること。

３ 自衛隊（陸上自衛隊旭川駐屯地第２特科連隊）

災害派遣要請権者の要請に基づく人命又は財産保護のための救護活動及び応急復旧活動

に関すること。

４ 北海道

(1) 空知総合振興局

ア 防災に関する食糧の供給、資材及び機器の備蓄及び供給に関すること。

イ 災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。

ウ 市町村及び防災関係機関が実施する防災事務又は業務の総合調整に関すること。

エ 災害時の交通及び輸送の確保に関すること。

オ 災害時におけるボランティア活動に関すること。

カ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

キ その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関すること。

(2) 空知総合振興局札幌建設管理部深川出張所
ア 水防技術の指導に関すること。

イ 所轄道路及び河川についての維持管理及び災害応急対策並びに災害復旧に関する

こと。

ウ 災害時における道道の交通情報の収集及び交通路の確保に関すること。

(3) 空知総合振興局保健環境部深川地域保健室（深川保健所）
ア 医療施設及び衛生施設等の被害報告に関すること。

イ 災害時における医療救護活動の推進に関すること。

ウ 災害時における防疫活動に関すること。

エ 災害時における給水等環境衛生活動の推進に関すること。

オ 食品衛生の指導及び監視に関すること。

(4) 空知農業改良普及センター北空知支所
ア 農作物被害に対する応急措置及び対策の指導に関すること。

イ 被害地の病害虫防除の指導に関すること。

(5) 北海道企業局鷹泊発電管理事務所
ア 所轄のダム施設等の防災管理に関すること。

イ ダムの放流等に関し、町及び関係機関との連絡調整に関すること。
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５ 深川警察署

ア 災害時における住民の避難誘導及び被災者の救出救助並びに緊急交通路の確保に

関すること。

イ 災害の気象予報（注意報を含む）、警報並びに情報等の伝達及び災害情報の収集

に関すること。

ウ 被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること。

エ 犯罪の予防、取締り等に関すること。

オ 危険物に対する保安対策に関すること。

カ 広報活動に関すること。

キ 自治体等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること。

６ 深川地区消防組合深川消防署妹背牛支署

ア 消防活動に関すること。

イ 水防活動に関すること。

ウ その他災害時における救急救助活動に関すること。

７ 指定公共機関

(1) 北海道旅客鉄道株式会社旭川保線所深川保線管理室
ア 災害時における鉄道による輸送の確保に関すること。

イ 災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送について関係機関に支援を

行うこと。

(2) 郵便局株式会社北海道支社妹背牛郵便局
ア 郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動に関すること。

(3) 郵便事業株式会社北海道支社旭川東支店
ア 災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務運営の確保に関すること。

イ 郵便の非常取扱いに関すること。

(4) 北海道電力株式会社深川営業所
ア 電力供給施設の防災対策に関すること。

イ 災害時における電力の円滑な供給を行うよう努めること。

(5) 日本通運株式会社深川支店
災害時における救援物資の緊急輸送等の支援に関すること。

(6) 東日本電信電話㈱北海道支店
災害時における電気通信の確保に関すること。

(7) 株式会社 NTT ドコモ北海道支社・KDDI 株式会社・ソフトバンクモバイル株式会社
緊急速報メールに関すること。

８ 指定地方公共機関

(1) 深川土地改良区及び秩父別土地改良区
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ア 水門、樋門、導水路及び溜池の防災対策に関すること。

イ 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。

(2) 深川医師会
災害時における医療関係機関との連絡調整並びに応急医療及び助産、その他救助

の実施に関すること。

(3) 空知歯科医師会深川地区

災害時における歯科医療活動に関すること。

９ 公共的団体及び防災上重要施設の管理者

(1) 北いぶき農業協同組合

ア 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。

イ 被災組合員に対する融資及びそのあっ旋並びに生産資材、生活物資及び家畜飼料

等の確保に関すること。

ウ 保険金や共済金支払の手続に関すること。

(2) 妹背牛商工会

ア 災害時における救援用物資及び復旧資材確保についての協力に関すること。

イ 被災商工業者の経営指導及び復旧資金のあっ旋に関すること。

(3) 妹背牛建設業協会

災害時における応急土木工事の支援活動に関すること。

(4) 空知中央バス株式会社深川営業所

災害時におけるバス等による輸送の確保に関すること。

(5) 運送事業者

ア 災害時における救援物資及び応急対策用物資の緊急輸送等について関係機関の支

援と行うこと。

イ 災害による復旧資材の輸送について協力すること。

(6) 危険物関係施設管理者

災害時における危険物の保安と供給の確保に関すること。

(7) 電気通信事業者

災害時における電気通信の確保に関すること。
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第５節 妹背牛町の地勢と災害の概要

１ 妹背牛町の地勢及び位置

本町は、北海道の中央西部に位置し、東は深川市、南は石狩川を隔てて滝川市に、西は

雨竜川を堺にして雨竜町及び北竜町に対し、北は秩父別町に対している。

山や丘陵地帯は全くなく、池や沼地の少ない平坦で肥沃な土地は農耕に適しており、そ

の７２％が農耕地である

東端 東経 141° 59’58”
西端 西経 141° 53’43”
南端 南緯 43° 35’53”
北端 北緯 43° 44’47”

面積 総面積 ４８．６４k㎡

地質 未固結砂礫、粘土質からなる第４紀更新世の沖積層及び第４機更新世の洪積層、

そして透水層、帯水層である第３紀鮮新世の深川層群が分布している。

２ 気象

本町の平均気温は６℃前後であるが、夏季の気温は３０℃を超えることもあり、また冬

季には零下２０℃に達することもしばしばある。

降水量は、年平均 1,000㎜前後で、道内各地と大差はない。
冬期間の降雪は比較的多く、４月中旬頃、ようやく融雪をみる。

３ 災害の記録

本町地域内に発生した過去の主なる災害は、次の表のとおりである。

(1) 風水害

災害
発 生 年 月 災 害 概 要

種別

昭和５６年８月 集中豪雨 被害総額 ４５４，４８１千円

水 床上浸水 ２８戸

害 床下浸水 １１４戸

農業被害 １，４３２ ha



- 8 -

第１章 総則

災害
発 生 年 月 災 害 概 要

種別

昭和６３年８月 集中豪雨 被害総額 ５３０，０８１千円

水 床上浸水 ４０戸

床下浸水 １２５戸

害 農業被害 ８１０ ha
土木被害 ７ヶ所

平成１４年１月 強風 被害総額 １０４，９０９千円

住宅被害 ３１戸

風 非住宅被害 ２９棟

平成１６年９月 台風 被害総額 ６０８，９８２千円

住宅被害 一部破損 ８７戸

非住宅被害 全・半壊 １８８棟

害 農業被害 水稲 １，９４７ ha
小豆 ３３．７５ ha
その他 ２９．９４ ha
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第２章 防災組織

災害の予防、応急対策及び復旧等の防災活動に即応する体制を確立し、災害対策の総合

的運営を図るため、防災に関する組織及びその運営、災害に関する情報及び気象予報（注

意報を含む）、警報、並びに情報等の伝達並びに災害時における広報活動等に関する事項

を定め、災害対策の実施体制の確立を図るものとする。

第１節 防災会議

防災会議は、町長を会長とし、基本法第１６条第６項の規定に基づく妹背牛町防災会議

条例第３条第５項に掲げる者を委員として組織するものであり、その所管事務は、本町に

おける防災計画を作成し、その実施を推進するとともに、災害情報の収集、機関相互の連

絡調整を行うものである。

北いぶき農業協同組合妹背牛支所長

公共的団体及び防災上重要施設の管理者 妹背牛商工会長

民生委員協議会長

深川消防署妹背牛支署長

東日本電信電話株式会社北海道支店設備部災害対策室長

深川土地改良区理事長

指定地方公共機関 秩父別土地改良区理事長

深川医師会長

妹背牛建設業協会長

町教育委員会の内部の職員 教育長

深川地区消防組合の職員・団員 妹背牛消防団長

北海道旅客鉄道株式会社深川駅長

郵便局株式会社北海道支社妹背牛郵便局長
指定公共機関

北海道電力株式会社深川営業所長

北海道知事の内部の職員
企業局鷹泊発電管理事務所長

空知総合振興局札幌建設管理部深川出張所

空知総合振興局保健環境部深川地域保健室長

妹
背
牛
町
長

北海道警察の警察官 深川警察署長

町長の内部の職員 副町長・建設課長

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部
深川道路事務所長

指定地方行政機関の職員
国土交通省北海道開発局札幌開発建設部
滝川河川事務所長

自衛隊の部隊又は機関 陸上自衛隊第２特科連隊長

空知総合振興局地域政策部主幹
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第２節 災害対策本部

町長は、町の区域内に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合で必要があると認め

るときは、基本法第２３条第１項及び災害対策本部条例に基づき、災害対策本部を設置し、

強力に防災活動を推進するものとする。

１ 本部の組織

災害対策本部の組織は、別表第１のとおりとする。

別表第１

組織

総務班
（班長）総務課長

財政班
（班長）出納室長

民生班
（班長）健康福祉課長

農政班
（班長）農政課長

土木班
（班長）建設課長

教育班
（班長）教育課長

教育委員会事務局

農政課農政グループ

深川消防署妹背牛支
署妹背牛支署長

農業委員会

深川地区
消防組合

建設課  管理グループ
妹背牛消防団

消防団長
建設課　維持グループ

住民課　保険グループ

健康福祉課　健康グループ
本部長 副本部長

本部員会議（課
長・局長・室長）

健康福祉課　福祉グループ
（町長）

（副町長）
（教育長）

健康福祉課　保育グループ

総務課　総務グループ

総務課　税務グループ

企画振興課　企画振興グループ

議会事務局

総務課　財務グループ

住民課　住民グループ
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２ 本部の設置基準等

(1) 本部の設置基準

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、次の各号のいずれ

かに該当し必要と認めるときは、基本法第２３条第１項の規定に基づき、災害対策本部

を設置し災害応急対策を実施する。

ア 大規模な災害が発生するおそれがあり、その対策を要するとき。

イ 災害が発生し、その規模及び範囲から判断して特に総合的な対策を要するとき。

ウ 暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水その他気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）

に基づく警報が発表され、災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。

エ 町内に震度５弱以上の地震が発生したとき、若しくは地震による大規模な被害が発

生したとき、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 本部の設置

本部を設置したときは、直ちに全職員に電話等で周知する。

(3) 本部の廃止

町長は、予想された災害の危険が解消したとき、又は災害発生後における災害応急

措置が完了したときは、本部を廃止する。

３ 本部の設置又は廃止の通知及び公表

本部を設置又は廃止したときは、関係機関（指定地方行政機関、指定公共機関、警察署、

消防機関等）に対して通知することとし、住民に対しては報道機関等により周知する。

４ 運営

本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、災害対策の基本的な事項について

協議するものとする。

(1) 本部会議の協議事項

ア 本部の配備体制の切り替え及び廃止に関すること。

イ 災害情報・被害状況の分析と、それに伴う対策活動の基本方針に関すること。

ウ 自衛隊等関係機関に対する応援の要請及び救助法適用の申請に関すること。

エ その他災害対策に関する重要な事項

(2) 本部会議の開催

ア 本部会議は、本部長が必要に応じ招集する。

イ 本部員は、それぞれ所管事項について会議に必要な資料を提出しなければならな

い。

ウ 本部員は、必要により所要の職員を伴って会議に出席することができる。

エ 本部員は、会議の招集が必要と認めるときは、総務班長にその旨申し出るものと

する。

(3) 会議事項の周知

会議の決定事項のうち、本部長が職員に周知する必要があると認めたものについては、

速やかにその徹底を図るものとする。
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５ 本部設置における事務分掌

本部設置時における事務分掌は、次のとおりとする。

〔総務班〕

分　　　　担　　　　業　　　　務

１　災害対策の総括に関すること。

２　災害対策本部の設置及び運営に関すること。

３　防災会議に関すること。

４　防災会議及びその他関係機関との連絡調整に関すること。

５　気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等の収集及び伝達に関すること。

６　災害時の非常通信計画の作成及び実施に関すること。

７　被害状況及び措置概要の取りまとめ並びに報告に関すること。

８　庁内の非常配備体制に関すること。

９　各班との連絡調整に関すること。

10　自衛隊派遣要請に関すること。

11　職員の非常招集に関すること。

12　職員等の食糧・寝具等の調達及び配布に関すること。

13　職員の被害状況調査に関すること。

14　車の借上及び町有車両の運行管理に関すること。

15　災害時の輸送計画及び車両の運行実施に関すること。

16　班内の連絡調整に関すること。

17　住民組織の出動要請に関すること。

18　関係河川の水位雨量の情報収集に関すること。

19　災害日誌及び記録に関すること。

20　気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等の広報に関すること。

21　被害情報の発表等の報道機関との連絡に関すること。

22　災害情報記事の災害写真の撮影・収集に関すること。

23　被災地の巡回公聴活動に関すること。

24　一般的被害（人的被害・住宅被害・非住宅被害）の調査に関すること。

25　被害者名簿の作成に関すること。

26　救助法の適用業務に関すること。

27　避難勧告又は指示の発令に関すること。

28　災害補償に関すること。

29　炊き出し及び食品給与に関すること。

30　災害時の防犯に関すること。

31　災害時における交通安全に関すること。

32　商工業者の被害調査及び災害復旧対策に関すること。

33　被災商工業者の援護及び経営指導に関すること。

34　災害時の消費物価の確保に関すること。

35　災害時の物価対策に関すること。

36　労務相談及び労務者の雇い上げに関すること。

37　災害時の危険物の保安に関すること。

38　その他各班に属さないこと。
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〔財政班〕

〔民生班〕

分　　　　担　　　　業　　　　務

１　住民の避難誘導に関すること。

２　要支援者の避難誘導に関すること。

３　避難施設の設計計画及び実施に関すること。

４　義援金品の受付、配布に関すること。

５　救援物資に関する調達、給与に関すること。

６　被災相談に関すること。

７　保育所園児の避難誘導及び災害時の保育所の管理運営に関すること。

８　福祉施設等の被害調査及び応急対策に関すること。

９　行方不明者の捜索に関すること。

10　死体の火葬に関すること。

11　日赤救助機関との連絡調整に関すること。

12　被災地の環境衛生に関すること。

13　班内の連絡調整に関すること。

14　保健所及び医療機関等との連絡調整に関すること。

15　災害時の医療及び助産に関すること。

16　災害時の防疫に関すること。

17　被災地の死亡獣畜の処理等に関すること。

18　災害時の公害発生予防及び応急措置に関すること。

19　医療施設の被害状況及び応急対策等に関すること。

20　被災者の医療品その他衛生資材の確保及び供給に関すること。

21　被災者の健康管理指導に関すること。

22　医療対策本部の設置における医療部隊の編成及び巡回診療等運営に関すること。

23　医療救護所の設置運営に関すること。

24　医療部隊の出動等、医療活動を実施した際の「救急医療活動報告書」の作成に関

　すること。

25　班内の連絡調整に関すること。

分　　　　担　　　　業　　　　務

１　災害予算及び決算に関すること。

２　災害応急及び復旧対策に要する資金計画に関すること。

３　災害応急対策等に要する資材・物品の購入及び経理に関すること。

４　町有財産の被害調査及び復旧対策に関すること。
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〔農政班〕

〔土木班〕

分　　担　　業　　務

１　農業施設及び農作物等の被害調査及び応急対策等に関すること。

２　農地及び農業施設の災害復旧対策に関すること。

３　被災農家の援護に関すること。

４　農作物の防疫に関すること。

５　農業協同組合等との連絡調整に関すること。

６　家畜の被害調査及び応急対策等に関すること。

７　家畜の防疫及び衛生に関すること。

８　土地改良事業の被害調査及び災害復旧対策に関すること。

９　災害時の応急食糧の確保・供給に関すること。

10　その他農業被害に関し各班に属さないこと。

分　　担　　業　　務

１　道路橋りょう及び河川の被害調査、応急対策及び災害復旧に関すること。

２　交通不能箇所の調査及び運行路線の確保に関すること。

３　除雪に関すること。

４　障害物の撤去に関すること。

５　災害応急資材の確保、輸送及び配分に関すること。

６　建築物の被害調査及び災害復旧対策に関すること。

７　応急仮設住宅の設置に関すること。

８　災害時における住宅等の応急修理に関すること。

９　災害時の建築用資材の確保、供給に関すること。

10　被災地の住宅建築指導に関すること。

11　土木建設用機械の確保・運用に関すること。

12　内水排除活動及び連絡調整に関すること。

13　内水排除に要する応急資器材の調達・配置・保管等に関すること。

14　班内の連絡調整に関すること。

15  災害時における非常応急給水に関すること。

16　水道施設の被害調査及び災害復旧対策に関すること。

17　被災地の水道料金等の減免等に関すること。

18　下水道施設の被害調査及び災害復旧対策に関すること。

19　班内の連絡調整に関すること。
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〔教育班〕

分　　担　　業　　務

１　災害時における児童・生徒の避難誘導に関すること。

２　教育施設の被害調査及び災復旧対策に関すること。

３　災害時の応急教育に関すること。

４　被災児童・生徒に対する学用品・教科用図書等の給与に関すること。

５　被災学校の医療及び防疫等に関すること。

６　災害時の学校経営指導に関すること。

７　社会教育施設入場者の避難誘導に関すること。

８　社会教育施設の被害調査及び災害復旧対策に関すること。

９　文化財等の保護及び応急対策等に関すること。

10　災害時における学校給食の確保に関すること。

11　共同給食調理施設の被害調査及び災害復旧対策に関すること。

12　班内の連絡調整に関すること。
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第３節 本部の配備体制

１ 非常配備の基準

本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進

を図るため、非常配備の体制をとるものとする。ただし、本部が設置されない場合であっ

ても、非常配備に関する基準により配備の体制をとることがあるものとする。

非常配備の種別・配備内容・配備時期等の基準は、次のとおりとし、配備の決定は本部

長が行う。

（備 考） 災害の規模及び特性に応じ、上記基準によりがたいと認められる場合におい

ては、臨機応変の配備体制を整えるものとする。

２ 本部各班の動員

(1) 動員（招集）の方法は次のとおりとする。

ア 総務グループは、本部長の非常配備決定に基づき本部員及び各班長に対し、本部

の設置及び非常配備の規模を通知するものとする。

イ 上記の通知を受けた各班長は、配備要員に対し当該通知の内容を通知するものと

する。

ウ 各班長より通知を受けた配備要員は、直ちに所定の配備につくものとする。

エ 各班においては、あらかじめ班内の動員（招集）は、本計画の定めに準じて行う

ものとする。

区　分 配備の時期 配備の内容 任務 担当課

第１非

常配備

１　気象業務法に基づく気象に関する情報又は

　警報が発表され、災害の発生が予想されると

　き。

２　町内に震度４の地震が発生したとき。

３　その他本部長が必要があると認めたとき。

　

１　情報連絡のため総務課があたる。

２　情報連絡のため各課長等をもってあ

　たるもので、状況により次の配備体制

　に円滑に移行できる体制とする。

１　情報の収集

２　関係機関と

　の連絡

総務課

各課長

第２非

常配備

１　局地的な災害の発生が予想されるとき又は

　災害が発生したとき。

２　町内に震度５弱又は５強の地震が発生した

　とき。

３　その他本部長が必要があると認めるとき。

災害応急対策に関係のある各班の所要人

員をもってあたるもので、災害の発生と

ともにそのまま直ちに非常活動が開始で

きる体制とする。

１　情報の収集

２　関係機関と

　の連絡

３　応急措置の

　実施

全職員

第３非

常配備

１　広域にわたる災害の発生が予想される場合

　または被害が甚大であると予想される場合、

　これらの被害が発生した場合において、本部

　長が当該非常配備を指令したとき。

２　町内に震度６弱以上の地震が発生したと　

　き。

３　予想されない重大な災害が発生したとき。

４　その他本部長が必要があると認めるとき。

本部全員をもってあたるので、状況によ

りそれぞれの応急活動ができる体制とす

る。

災害業務全般の

実施

全職員
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オ 本部が設置されていない場合における職員の動員（招集）は、本計画の定めに準

じて行うものとする。

３ 非常配備体制の活動要領

(1) 本部の活動開始及び終了

ア 活動の開始

災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合、本部の設置基準により本部が

設置されたとき、本部はその一部又は全部が活動を開始する。

イ 活動の終了

本部長は、予想された災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害発生後

における応急措置がおおむね完了したと認められるときは、本部の活動を終了し解

散するものとする。

(2) 非常配備体制下の活動

ア 第１非常配備体制下の活動

第１非常配備体制下における活動の要点は、おおむね次のとおりとする。

(ｱ) 総務班長は、気象台その他関係機関と連絡をとり、気象情報の収受・伝達等を

行う。

(ｲ) 総務班長は、雨量・水位等に関する情報を関係先から収集する。

(ｳ) 関係各班長は、総務班からの情報又は連絡に即応し、情勢に対する措置を検討

するとともに、随時待機職員に必要な指示を行うものとする。

(ｴ) 第１非常配備につく職員の人数は、状況により各班長において増減する。

イ 第２非常配備体制下の活動

第２非常配備体制下における活動の要点は、おおむね次のとおりとする。

(ｱ) 本部長は、本部の機能を円滑にするため、必要に応じて本部員会議及び班長会

議を開催する。

(ｲ) 各班長は情報の収集伝達体制を強化する。

(ｳ) 総務班長は関係班長及び防災会議構成機関と連絡を密にして客観情勢を判断す

るとともに、その状況を本部長に報告する。

(ｴ) 各班長は次の措置をとり、その状況を本部長に報告する。

a 事態の重要性を班員に徹底させ、所要の人員を非常業務につかせること。

b 装備、物資、資機材、設備、機械等を点検し、必要に応じて被災現地（被災

予想地）へ配置すること。

c 関係班及び災害対策に関係ある外部機関との連絡を密にし、活動体制を整備

すること。

ウ 第３非常配備体制下の活動

第３非常配備が発令された後は、各班は災害対策活動に全力を集中するとともに、

その活動を随時本部長に報告するものとする。



- 18 -

第２章 防災組織 第３節

(3) 本部連絡員及び本部情報収集責任者

本部長は、必要に応じ情報の収集及び連絡事項の伝達を円滑にするため、本部連

絡員及び情報収集責任者を置くものとする。

ア 本部連絡員

(ｱ) 本部長が必要と認めるときは、本部連絡員は総務班を当てる。

(ｲ) 本部連絡員は、各班の災害に関する情報及び応急対策の実施状況をとりまとめ

て本部に報告するとともに、本部からの連絡事項を各班に伝達するものとする。

イ 情報収集責任者

(ｱ) 本部の設置後、必要に応じて本部情報収集責任者を置く。

(ｲ) 本部情報収集責任者は、職員のうちから総務班長が指名する。

(ｳ) 本部情報収集責任者は、災害情報の収集及び本部からの連絡事項の伝達に当た

る。

４ 本部を設置しない場合の準用

町長は、本部の設置に至らない小規模災害等で、次の各号のいずれかに該当するとき

は、本節１から３までの規定を準用して、災害対策を実施するものとする。

(1) 風雨、風雪、大雨、大雪等の注意報等が発令され、気象の推移により災害対策を必
要とするとき。

(2) 局地的に比較的軽微な災害が発生し、災害対策を必要とするとき。
(3) 本部の設置前又は本部の廃止後において、なお災害対策を必要とするとき。（町長
が招集する対策会議は、本部が設置された場合の本部員会議に準じて対策を行う。）
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第４節 住民組織等への協力要請

１ 住民組織等の協力

災害時において、各住民組織や団体に対して協力要請する事項は、おおむね次のとお

りである。

(1) 災害時における住民の避難誘導、救出及び被災者の保護に関すること。
(2) 緊急避難のための一時避難場所と、被災者の収容のための避難所の管理運営に関す
ること。

(3) 災害地の公共施設等の保全に関すること。
(4) 災害情報の収集と本部への連絡に関すること。
(5) 災害情報等の地域住民に対する広報に関すること。
(6) 避難所内での炊き出し及び被災者の世話に関すること。
(7) 災害箇所の応急措置に関すること。
(8) 本部が行う人員、物資等の輸送に関すること。
(9) その他救助活動に必要な事項で、本部長が協力を求めた事項

２ 協力要請先

(1) 住民組織及び団体

住民組織及び団体

第１区

第２区

第３区

第４区

第５区

第６区

第７区

第８区

第９区

第１０区

第１１区
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第３章 災害情報通信計画

災害関係の気象予報（注意報を含む）、警報並びに情報等の伝達及び情報の収集、災害

応急対策に必要な指揮命令の伝達について、次のとおり定める。

第１節 気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等の伝達計画

１ 気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等の種類及び発表基準

(1) 注意報発表基準

(2) 警報発表基準

暴風（平均風速） １８ｍ/ｓ以上

暴風雪（平均風速） １６ｍ/ｓ以上　雪による視程障害を伴う

大雨 １時間雨量 ５０ｍｍ以上

洪水
１時間雨量 ５０ｍｍ以上

流域雨量指数基準 大鳳川流域＝１２

大雪 ５０ｃｍ以上　現地の12時間降雪量の深さ

風雪（平均風速） １０ｍ/ｓ　雪による視程障害を伴う

強風（平均風速） １２ｍ/ｓ　

大雨

１時間雨量 ３０ｍｍ以上

３時間雨量 ５０ｍｍ以上

土壌雨量指数基準 ９２以上

洪水 流域雨量指数基準 大鳳川流域＝６以上

大雪 ３０ｃｍ　現地の１２時間降雪の深さ

雷 落雷等により被害が予想される場合

乾燥 最小湿度３０％以下、実効湿度６０％以下

濃霧（視程） 陸上２００ｍ以下

霜（最低気温） ３℃以下

低温
５月～１０月（平均気温） 平年より５℃以上低い日が２日以上継続

１１月～４月（最低気温） 平年より８℃以上低い

着雪 気温０℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続

融雪 ７０ｍｍ：２４時間雨量と融雪量（相当水量）の合計

記録的短時間大雨情報 １時間雨量：１００ｍｍ
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(3)特別警報発表基準
ア 気象に関する特別警報の発表基準

警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こるおそれ

が著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報。

現象の種類 基 準

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想さ

大 雨 れ、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧に

より、大雨になると予想される場合

暴 風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により、暴風が

吹くと予想される場合

暴風雪 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により、雪を伴

う暴風が吹くと予想される場合

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

イ 地震（地震動）に関する特別警報の発表基準

地震については、従来からの警報のうち、危険度が非常に高いレベルのものを特別警報

に位置づけられる。

具体的には、地震については「緊急地震速報」（震度６弱以上を予想したもの）を特別

警報に位置づけられる。この特別警報は、名称に「特別警報」は用いず、従来どおりの名

称で発表する。

現象の種類 基 準

地震（地震動） 震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合

（緊急地震速報（震度６弱以上）を特別警報に位置づける）



- 22 -

第３章 災害情報通信計画 第１節

(4)特別警報の種類と概要

特別警報の種類 概 要

大雨が特に異常であるため、重大な災害が発生するおそれが著し

大雨特別警報 く大きいときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土

砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸

水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。

大雪特別警報 大雪が特に異常であるため、重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに発表される。

暴風特別警報 暴風により、重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに

発表される。

暴風雪特別警報 雪を伴う暴風が特に異常であるため、重大な災害が発生するおそ

れが著しく大きいときに発表される。「暴風による重大な災害」に

加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ

れについても警戒を呼びかける。

(5)緊急地震速報
緊急地震速報の発表等

気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対

し、緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通

じて住民に提供する。なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地

震動特別警報に位置づけられる。

(6)緊急地震速報で用いる区域の名称

都道府県名 緊急地震速報で用いる 緊急地震速報や地震速報 郡市区町村名

区域の名称 で用いる区域の名称

北海道 北海道道央 空知地方北部 妹背牛町

(注)緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を

解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知

らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わないことがある。
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２ 気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等の伝達系統及び方法

札幌管区気象台等の発する気象、水防等に関する気象予報（注意報を含む）、警報並

びに情報等の伝達方法は、予警報伝達系統図（別紙１）に基づき最も有効な方法により

通報し、又は伝達するものとする。

(1) 注意報及び警報は、通常の勤務時間中は総務課（総務グループ）が、勤務時間外は
宿日直業務員が受理する。

(2) 注意報及び警報を受理した場合は、気象情報等受理簿に記載し、直ちに総務課長に
連絡し指示を受け、必要に応じて関係課長に連絡するものとする。

気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等伝達責任者

伝 達 先 伝達責任者 伝 達 方 法 備 考

庁内関係各課等 口頭・庁内放送

庁外関係各課等

深川地区消防組合深川消防署妹背牛支署 総務課長

関係機関・団体 電話・口頭

区長

保育所 住民課長

各学校・幼稚園 教育課長

(3) 夜間、休日等において宿日直業務員が気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情
報等を受けたときは、気象情報等受理簿に記載するとともに、次に掲げる警報につい

ては総務課長（不在のときは、総務課防災担当）に連絡し、当直明けの際に気象情報

等受理簿（様式第１号）を総務課長に提出するものとする。

ア 気象警報等

暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水

イ 各種警報

浸水、洪水、水防

ウ その他特に重要と認められる各種注意報

気象注意報及び各種注意報で情報の伴うものについては、直ちに総務課長（不在

のときは、総務課防災担当）に連絡するものとする。

気象注意報及び各種注意報で情報の伴わないものについては、当直明けの際に気

象情報等受理簿を総務課長へ提出するものとする。
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様式第１号

気象情報等受理簿

受信方法
午前

年 月 日 時 分
午後 電話・無線・その他

発信者 受信者

予警報 発 表 午前
時 分

の種類 時 刻 午後

受 理

事 項

処 理
方 法
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別紙１

気象予報（注意報を含む）、警報並びに情報等伝達系統図

札幌管区気象台

北海道開発局札幌開発 空知総合振興局 ＮＴＴ東日本 報
建設部滝川河川事務所 地域政策課 (仙台センタ） 道

0125(76)2211 0126(20)0033 機
関

空知総合振興局 妹背牛町役場 町長・副町長
札幌建設管理部 総務課又は当直職員 教育長
深川出張所

0164(22)1411

札幌開発建設部 妹背牛 庁 内 教 育 関 係 機
深川道路事務所

0164(25)1155 消防 各課長等 委員会 関･団体

北電深川営業所 消防団 職 員 各学校
0164(22)4111

深 川 警 察 署 児 童
0164(23)0110 生 徒

自衛隊旭川駐屯地
（第２特科連隊） 一 般 住 民

洪水予報伝達系統図

（1）北海道開発局と札幌管区気象台が協同で発表した場合

札幌管区気象台 北海道開発局

自衛隊 北海道警察 北海道 ＮＨＫ 報道機関
空知総合 ＮＴＴ東日本
振興局 （仙台センタ）

妹背牛町役場
総務課又は当直職員

妹背牛消防

※印は警報発表時のみ

Ｆ

Ａ

Ｘ

広

報

車

警報

一 般 住 民

※
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水防警報伝達系統図

（1）北海道開発局が発表した場合

空知総合振興局札幌建設
管理部深川出張所

北海道 北海道警察旭川方面本部
北海道開発局 (危機対策局) 深川警察署

札幌開発建設部 空知総合振興局 陸上自衛隊第２特科連隊

関係開発建設部 札幌管区気象台 水防管理者 妹背牛消防
（妹背牛町長）

（2）北海道が発表した場合

北海道(危機対策局） 北海道警察旭川方面本部
深川警察署

空知総合振興局札幌 空知総合振興局 陸上自衛隊第２特科連隊
建設管理部深川出張所

出張所等出先機関 開発建設部 水防管理者 妹背牛消防
（妹背牛町長）

北海道開発局

札幌管区気象台
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第２節 災害通信計画

災害時における情報の収集及び伝達並びに災害応急対策に必要な指揮命令の伝達等を迅

速確実に行うための方法については、この計画の定めるところによる。

１ 公衆通信施設の利用

災害時における通信方法は、公衆電気通信設備を主通信系統とする。なお、「非常扱

いの通話」及び「緊急扱いの通話」の取扱いは、電気通信事業法第８条の規定により、

市外電話交換取扱局からあらかじめ承認を受けた番号の加入電話をもって、所轄ＮＴＴ

（１０２番）に「非常」又は「緊急」の旨を告げて通話を請求し、関係機関等に通知す

るものとする。

２ 専用無線施設の利用・整備

妹背牛町行政防災無線（移動局を含む。）を利用して、現地情報の収集及び応急措置

命令の連絡通信を行う。また、災害時の伝達手段として、防災行政無線（戸別受信機）

の整備を進め、高齢者や障がい者等の災害時要援護者にも配慮したわかりやすい多様な

伝達手段の整備に努めるものとする。

３ 専用通信施設の利用

深川警察署の専用電話又は無線電話をもって、通信相手機関に最も近い警察機関を

経て行う。

４ 通信途絶時の連絡方法

災害により通信が不可能になった場合には、アマチュア無線に協力を要請するととも

に、自動車、オートバイ、徒歩等で伝達員を派遣し、口頭等により連絡するものとする。

災害時優先電話番号

Ｎｏ． 電話番号 設置場所

１ ０１６４（３２）２２９０ 妹背牛町役場総務課

２ ０１６４（３２）２０３１ 妹背牛町役場総務課

３ ０１６４（３２）３２０５ 妹背牛町役場総務課

４ ０１６４（３２）２５６０ 妹背牛町役場建設課

５ ０１６４（３２）２４５７ 妹背牛小学校

６ ０１６４（３２）２４４６ 妹背牛中学校

７ ０１６４（３２）２４１４ 妹背牛町役場総務課

８ ０１６４（３２）２４１０ 妹背牛町役場総務課

９ ０１６４（３２）２０８１ 町民会館

10 ０１６４（３２）２５０１ 認定子ども園妹背牛保育所
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第３節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画

災害予防対策及び災害応急対策の実施のため、必要な災害に関する情報、被害状況報告

等の収集及び通報等を円滑に行うための計画である。

１ 異常現象発見時における措置

(1) 発見者の通報義務
災害が発生した場合又は発生するおそれのある異常現象を発見した者は、速やかに

町（役場総務課）、警察署又は消防機関（消防支署）のうち最も近いところに通報す

るものとする。

(2) 警察官等から町への通報
発見者から通報を受けた警察署、消防機関等の各機関は 、その内容を確認し直ち

に町役場（総務課）に通報するものとする。

(3) 町から各機関への通報及び住民への周知
町長は、災害発生又は異常現象発見の通報を受けたときは、災害の規模、内容等に

より各関係機関に通報するとともに住民に周知するものとする。

住民への周知徹底は、次に示す「災害情報連絡系統図」及び「本章 第１節中の気

象予報（注意報を含む）、警報並びに情報等伝達系統図」により行うものとする。

(4) 通報の取扱
(1)により通報を受理したものは、通報及び災害情報、被害状況等を総務課長又は

総務課防災担当へ報告し、その指示により事務処理に当たるものとする。

休日、夜間にあっては、日直者又は夜間警備員が受理し、総務課長又は総務課防災

担当へ報告し、その指示を受けるものとする。
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災 害 情 報 連 絡 系 統 図

異 常 現 象 発 見 者

深川警察署 妹背牛町役場 深川地区消防組合

妹背牛警察官 総務課 深川消防署妹背牛支署

駐在所

休日・夜間・日

直者・夜間警備

員

町長 防災会議

空知総合 副町長 災害対策 消防団

振興局 教育長 本部及び

関係課長 関係機関

北海道 関係職員

一 般 住 民
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２ 災害情報等の収集及び報告

(1) 情報の収集
災害が発生し又は発生のおそれがあるときは、速やかに災害情報を収集し、所要の

応急対策を講ずるものとする。被害状況の把握及び応急対策の実施状況等の調査収集

は、各班が所管事項について責任をもって行い、集計等は総務班で取りまとめ、常に

災害情報等を把握しておく。また、災害情報等の調査収集に当たって必要なときは、

関係地区の情報連絡責任者を通じて迅速に調査収集するものとする。

(2) 情報の報告
災害が発生してから応急措置が完了するまでの情報の報告は、次に定める「災害情

報等報告取扱要領」に基づき、その状況を北海道知事（空知総合振興局長）に報告す

るものとする。また、消防庁即報基準に該当する火災・災害等のうち、一定規模以上

のもの、（「直接即報基準」に該当する火災・災害等）を覚知した場合、第一報につ

いては、 直接消防庁にも報告するものとする。なお、消防庁長官から要請があった

場合については、第１報後の報告についても、引き継ぎ消防庁に報告するものとする。

また、通信途絶等により北海道知事に報告することができない場合は、直接、国（消

防庁経由）に報告するものとする。また、特に関係のある公共機関、団体等に対して

も連絡するものとする。

（災害情報等報告取扱要領）

災害が発生し又は発生するおそれがある場合、次に定めるところにより災害情報及び被

害状況報告（以下「災害情報等」という。）を空知総合振興局長に報告するものとする。

１ 報告の対象

災害情報等の報告は、おおむね次に掲げる場合に行うものとする。

ア 人的被害、住宅被害が発生した場合

イ 救助法の適用基準に該当する程度の場合

ウ 災害に対し、国及び道の財政援助等を要すると思われる場合

エ 災害が当初軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合、又は広域的

な災害で、妹背牛町が軽微であっても総合振興局地域全体から判断して報告を要す

ると認められる場合

オ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響からみて、報告の必要があると認められ

る場合

カ 地震が発生し、震度４以上を記録した場合

キ その他特に指示があった場合

２ 報告の種類及び内容

(1) 災害情報
災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、災害情報（様式第２号）により速
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やかに把握すること。その場合、災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告するもの

とする。

(2) 被害状況報告
被害状況報告は、次の区分により行うものとする。ただし、指定行政機関及び指定

公共機関の維持管理する施設等（住家を除く。）については除くものとする。

ア 速報

被害発生後直ちに被害状況報告（別紙第３号）により件数のみ報告すること。

イ 中間報告

被害状況が判明次第、被害状況報告（別紙第３号）により報告するものとし、報

告内容に変更が生じたときは、その都度報告するものとする。

ウ 最終報告

応急措置が完了した後、１５日以内に被害状況報告（別紙第３号）により報告す

る。

(3) その他の報告
災害の報告は、(1)及び(2)による他、法令等の定めに従いそれぞれ所要の報告を行

うものとする。

３ 報告の方法

(1) 災害情報及び被害状況報告（速報及び中間報告）は、電話又は無線により迅速に行
うものとする。

(2) 被害状況報告のうち最終報告は、文書（別紙第３号）により報告するものとする。
４ 被害状況判定基準

被害状況の判定基準は、別紙のとおりとする。
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様式第２号

災 害 情 報

報 告 時 限 月 日 時現在 発受信日時 月 日 ：

発 信 機 関 受信機関

発信担当者 受信担当者

１ 発生場所

２ 発生日時 月 日 ： ３ 災害の原因

４ 雨量、河川の
水位等の状況

５ 交通、通信及
び水道等の状況

(1)災害対策本
部の設置 月 日 時 分 設置

(2)災害救助法 地区名 被害棟数 被災世帯 被災人員
の適用状況

(救助実施内容）

(3)避難命令勧 （地区名） （避難場所） （人員） （日時）
告等の状況

自主

勧告

指示

(4)自衛隊派遣
要請の状況

(5)応急措置の
状況

(6)応急対策出 （ア）出動人員 （イ）主な活動状況
動人員 町 職 員 名

消防職員 名
消防団員 名
そ の 他 名
計 名

７ その他 今後の見通し等

６

災
害
に
対
し
て
と
ら
れ
た
措
置
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別紙第３号

                 被 害 状 況 報 告（ 中間 ）

件数等 被害金額(千円) 件数等 被害金額(千円)

人 河　　川 箇所

人 道 海　　岸 箇所

人 工 砂防設備 箇所

人 事 地すべり 箇所

人 急傾斜地 箇所

棟 道　　路 箇所

世帯 橋　　梁 箇所

人 小　　計 箇所

棟 河　　川 箇所

世帯 道　　路 箇所

人 橋　　梁 箇所

棟 小　　計 箇所

世帯 箇所

人 箇所

棟 箇所

世帯 箇所

人 箇所

棟

世帯 箇所

人 沈没流出 隻

棟 破　　損 隻

世帯 計 隻

人 箇所

棟 箇所

棟 箇所

棟 件

棟 件

棟 件

棟

流失･埋没等 ha 林　　地 箇所

浸冠水 ha 道 治山施設 箇所

流失･埋没等 ha 有 林　　道 箇所

浸冠水 ha 林 林 産 物 箇所

ha そ の 他 箇所

ha 小    計 箇所

箇所 一 林　　地 箇所

箇所 般 治山施設 箇所

箇所 民 林　　道 箇所

箇所 有 林 産 物 箇所

箇所 林 そ の 他 箇所

小    計 箇所

箇所

月　　日　　時　　分

受
信

月　　日　　時　　分 受信日時

機関(市町村)名

      月　　日　　時　　分現在 

全　　壊

半　　壊

⑤
土
木
被
害

一部破損

床上浸水

床下浸水

⑦
林
業
被
害

農作物
田

畑

②
住
家
被
害

③
非
住
家
被
害

④
農
業
被
害

計

農地

計
公共建物

発
信

農業用施設

共同利用施設

営農施設

畜産被害

田

畑

①
人
的
被
害

その他

      計 計

そ　 の 　他

その他 計

半壊
公共建物   漁　具 （網）

その他 水 産 製 品

⑥
水
産
被
害

漁
船

漁 港 施 設

全壊
公共建物 共同利用施設

その他 その他 施設

計

下 水 道

公  　園

崖くずれ

軽　　傷

計

市
町
村
工
事

港　　湾

漁　　港

職・氏名 職・氏名

項　　目　 項　　目

死　　者

行方不明

重　　傷

速報 最終

災害発生日時 月　　日　　時　　分 災害の原因

災害発生場所

機関(市町村)名

発信日時
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件数等 被害金額(千円) 件数等 被害金額(千円)

箇所 箇所

公 立 箇所 公　立 箇所

個 人 箇所 法　人 箇所

一般廃棄物処理 箇所 計 箇所

し尿処理 箇所 箇所 －

箇所 箇所

箇所 隻

件 箇所

件 戸 －

件 回線 －

件 戸 －

箇所 戸 －

箇所 箇所 －

箇所 箇所

箇所 －

箇所

団体 建 　物 件

世帯 危険物 件

人 その他 件

人 人

廃止日時

　　・自衛隊の派遣要請、出動状況

　　・災害ボランティアの活動状況　　ほか

　　・避難の勧告・指示の状況

　　・避難所の設置状況

　　・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

補足資料（※別葉で報告）

　○災害発生場所

　　・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

　○災害発生年月日

　○災害の種類概況

　○人的被害（個人別の氏名、性別、年令、住所、職業、被災場所、原因）→個人情報につき取扱い注意

　○応急対策の状況

災害対
策本部

の設置
状況○

道（総合振興局）

災害救助法
適用市町村名

被　害　総　額

消防団員出動延人数

火災発生

設置日時市町村名 名　称

電　　話

電　　気

ガ　　ス

ブロック塀等

都市施設

計

計

消防職員出動延人数

⑪社会教育施設被害

⑫社会

福祉
施設等

被害

⑬

そ
の

他

鉄道不通

鉄道施設

被害船舶(漁船除く)

空　　港

水　　道工　　業

そ の 他

公共施設被害市町村数

罹災世帯数

罹災災者数

小 学 校

中 学 校

高　　校

⑩

公立文教

施設被害
その他文教施設

計

水      道

⑧

衛
生

被
害

病 院

清 掃
施 設

火  葬  場

計

⑨

商
工

被
害

商　　業

項　　　　　目   項　　　　　目
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別紙

被害状況判定基準

被 害 区 分 判 定 基 準

死 者 当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの。又は死体を確

認することができないが死亡したことが確実なもの。

(1)当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者
とする。

① (2)Ａ町のものがＢ町に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、
Ｂ町の死亡者として取り扱う。（行方不明、重傷、軽傷について

も同じ。）

人 (3)氏名、性別、年齢、職業、住所、原因を調査し、市町村と警察
機関の調査が一致すること。

的 行方不明 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるも

の。

(1)死者欄の(2)(3)を参照
被

重 傷 者 災害のため負傷し、１ヵ月以上医師の治療（診断後入院、通院、

自宅療養等）を受け、又は受ける必要のあるもの。

害 (1)死者欄の(2)(3)を参照

軽 傷 者 災害のために負傷し、１ヵ月未満の医師の治療（診断後入院、

通院、自己療養等）を受け、又は受ける必要のあるもの。

(1)死者欄の(2)(3)を参照

住 家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家

であるかどうかを問わない。

② (1)物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなす。
(2)商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商

住 品倉庫、管理人宿舎ともに半壊した場合、住家の半壊１、商工被

害１として計上すること。

家 (3)住家は社宅、公宅（指定行政機関及び指定公共機関のもの）を
問わず全ての住家とする。

被

世 帯 生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他こ

害 れらに類する施設に宿泊する者で共同生活を営んでいる者は、原

則としてその寄宿舎等を１世帯とする。

(1)同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、
２世帯とする。
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被 害 区 分 判 定 基 準

全 壊 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、

住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊

が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、

② 具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積が

その住家の延床面積の 70％以上に達した程度のもの、又は住家の
主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、

その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの。
(1)被害額の算出は、その家屋（畳・建具を含む。）の時価とし、
家財道具の被害は含まない。

住 半 壊 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、す

なわち、住家の損害が甚だしいが補修すれば元通りに再使用でき

る程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20
％以上 70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害
を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％
以上 50％未満のもの。
(1)被害額の算出は、その家屋（畳・建具を含む。）の時価に減損

家 耗率を乗じた額とし、家財道具の損害は含まない。

一部損壊 全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、

建物の一部が破損した状態で、居住するためには、補修を要する

程度のもの。

(1)被害額の算出は、その家屋（畳・建具を含む。）の時価に減損
耗率を乗じた額とし、家財道具の損害は含まない。

被

床上浸水 住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時

的に居住することができない状態となったもの。

(1)被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む。）
が破損した部分の損害額とし、家財道具の被害、土砂及び汚物等

の除去に要する経費は含まない。

害 床下浸水 住家が床上浸水に達しないもの

(1)被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害
額とし、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。
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被 害 区 分 判 定 基 準

③ 非 住 家 非住家とは住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さ

ないものとする。これらの施設に人が居住しているときは、当該

非 部分は住家とする。

(1)公共建物とは、役場庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供
住 する建物をいう。なお、指定行政機関及び指定公共機関の管理す

る建物は含まない。

家 (2)その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。
(3)土蔵、物置等とは、生活の主体をなす主家に付随する建物の意

被 味であって、営業用の倉庫等はその倉庫の用途に従って、その他

の項目で取り扱う。

害 (4)被害額の算出は、住家に準ずる。

農 地 農地被害は、田畑が流失、埋没等のため農耕に適さなくなった

状態をいう。

(1)流失とは、その畑の筆における耕土の厚さ 10 ％以上が流失し
④ た状態をいう。

(2)埋没とは粒径 1 ㎜以下にあっては 2 ㎝ 、粒径 0.25 ㎜以下の土
砂にあっては 5㎝以上流入した状態をいう。
(3)埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没又は干ばつ等を
いう。

農 (4)被害額の算出は農地の原型復旧に用する費用、又は農耕を維持
するための最小限度の復旧に要する費用とし、農作物の損害は算

入しない。

農 作 物 農作物が農地の流出、埋没等及び侵冠水・倒伏によって生じた

業 被害をいう。

(1)侵冠水とは、水、土砂等によって相当期間（24 時間以上）作
物等が地面に倒れている状態をいう。

(2)倒伏とは、風のため相当期間(24 時間以上)作物等が地面に倒
れている状態をいう。

被 (3)被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろ
う金額を推定積算すること。

農業用施 頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農

設 地保全施設の被害をいう。

害

共同利用 農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、

施設 共同作業場、産地市場施設、種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧

施設家畜診療施設等及び農家の共同所有に係る営農施設の被害を

いう。
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被 害 区 分 判 定 基 準

営農施設 農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機

④ 械類、温室、育苗施設等の被害をいう。

農

業 畜産被害 施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。

被

害 そ の 他 上記以外の農業被害、果樹（果実は含まない）、草地畜産物等

をいう。

河 川 河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止め又は沿岸を

保全するため防護することを必要とする河岸等で復旧工事を要す

る程度の被害をいう。

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
⑤

海 岸 海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護す

ることを必要とする海岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
土

砂防設備 砂防法第１条に規定する砂防施設、同法第 3 条の規定によって
同法が準用される砂防の施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要

とする程度の被害をいう。

木 (1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。

地すべり 地すべり等防止法第２条第３項に規定する地すべり防止施設で

防止施設 復旧工事を必要とする程度の被害をいう。

被 (1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。

急傾斜地 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条第２項に

崩壊防止 規定する急傾斜地崩壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被

害 施設 害をいう。

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。

道 路 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第 2
条の道路の損壊が、復旧工事を要する程度の被害をいう。

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
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被 害 区 分 判 定 基 準

橋 梁 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第 2
⑤ 条の道路を形成する橋が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度

の被害をいう。

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
土

港 湾 港湾法第２条第５項に基づく水域施設、外かく施設、けい留施

設等で復旧工事を要する程度の被害をいう。

木

漁 港 漁港法第３条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重

要な輸送施設

被

下 水 道 下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水道

害 公 園 都市公園法施行令第３１条各号に掲げる施設（主務大臣の指定

するもの（植栽・いけがき）を除く。）で、都市公園法第２条第

１項に規定する都市公園に設けられたもの。

漁 船 動力船及び無動力船の沈没流出、破損（大破、中破、小破）の

被害をいう。

(1)港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であ
⑥ れば破損として取り扱う。

(2)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。

水 漁港施設 外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管

理に属するもの。

産 共同利用 水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設

施設 で漁業者の共同利用に供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さ

ばき所、養殖施設、通信施設、給水施設、給油施設、製氷、冷凍、

被 冷蔵施設・干場・船揚場等をいう。

その他施設 上記施設で個人（団体、会社も含む）所有のものをいう。

害

漁具（網） 定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。

水産製品 加工品、その他の製品をいう。
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被 害 区 分 判 定 基 準

⑦ 林 地 新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。

林 治山施設 既設の治山施設等をいう。

業 林 道 林業経営基盤整備の施設道路をいう。

被 林 産 物 素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等をいう。

害 そ の 他 苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設（飯場、作業

路を含む。）等をいう。

水 道 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送

⑧ 水施設及び配水施設をいう。

衛

生 病 院 病院、診療所、助産所等をいう。

被

害 清掃施設 ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。

火 葬 場 火葬場をいう。

⑨ 商 業 商品、原材料等をいう。

商工

被害 工 業 工場等の原材料、製品、生産機械器具等をいう。

⑩公立文教施設 公立の小、中、高校、中等教育学校、大学、盲学校、ろう学校、

被害 養護学校、幼稚園等をいう。（私学関係はその他の項目で扱う。）

⑪社会教育施設 図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設

被害

⑫社会福祉施設 老人福祉施設、身体障害者（児）福祉施設、知的障害者（児）

被害 福祉施設、児童母子福祉施設、生活保護施設、介護老人保健施設、

精神障害者社会復帰施設をいう。

⑬ 鉄道不通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。

その

他 鉄道施設 線路、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。
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被 害 区 分 判 定 基 準

被害船舶 ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航

(漁船除く) 行不能となったもの及び流出し、所在が不明となったもの、並び

に修理しなければ航行できない程度の被害をいう。

⑬

空 港 空港整備法第２条第１項第３号の規定による空港をいう。

水道(戸数) 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数

そ をいう。

電話(戸数) 災害により通信不能となった電話の回線数をいう。

の 電気(戸数) 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。

ガス(戸数) 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク

時の戸数をいう。

他

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。

都市施設 街路等の都市施設をいう。

そ の 他 上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。



- 42 -

第４章 災害予防計画 第１節

第４章 災害予防計画

災害対策を計画的に推進するため、災害予防に重要な災害危険区域を設定し、必要な施

設の整備及び訓練等の計画について次のとおり定めるものとする。

第１節 防災教育及び訓練計画

災害応急対策を円滑かつ迅速に実施し、並びに防災に関する知識及び技能の向上と住民

に対する防災知識の普及を図ることを目的とした防災訓練は、この計画の定めるところに

よる。

また、防災知識の普及・啓発に当たっては、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者に

十分配慮し、地域において避難行動要支援者を支援する体制が確立されるよう努める。

１ 防災思想の普及

防災関係者及び一般住民に対し、次のような方法により防災思想の普及を図る。

(1) 広報紙による普及

(2) 諸行事及び防災訓練等による普及

(3) ホームページ等による普及

(4) 防災に関する講演会の実施

２ 防災訓練の実施

災害応急対策を円滑に実施するため、防災訓練を次のとおり実施し、防災に関する技

能の向上及び防災知識の普及を図るものとする。

区 分 実施場所 実 施 方 法 所 管

総 合 訓 練 適当な地区 各関係機関と一体となって、想定被害に 町防災会議

より水防、災害救助等の訓練を総合的に

実施する。

水 防 訓 練 水害危険区域 図上又は実施訓練

水防工法、樋門操作、水位雨量観測、一

般住民の動員、水防資材器材の輸送、広

報、通報伝達等のほか、水防計画に掲げ

る訓練を実施する。

避 難 訓 練 適当な地区 図上又は実施訓練 妹背牛町

水防訓練に併せて避難の指示、伝達方法、
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区 分 実施場所 実 施 方 法 所 管

避 難 訓 練 適当な地区 避難の誘導、避難所の防疫、給水給食等 妹背牛町

を折り込んだ訓練を実施する。

災害通信訓 適当な地区 図上又は実施訓練 妹背牛町

練 主通信及び副通信をそれぞれ組合せ、あ

らゆる想定の下に訓練を実施する。

防 災 演 習 全町 災害図上訓練 妹背牛町

適当な地区 地図を利用し、災害時における被害想定

に応じて対処方法を検討する。

第２節 災害危険区域及び整備計画

災害が予想される災害危険区域の実情を調査し、容易に応急対策が講じられるようにす

るとともに、その地域に対する施設の整備計画を明らかにする。

１ 水防危険区域及び浸水想定区域

1 妹背牛鉄道上流 0.4 111.3 石狩川 石狩川 越水 35 田　10.08ha － － －

2 千秋下流 2.4 7 石狩川 雨竜川 越水 120 田　448.7ha － － －

3 千秋 0.4 12.2 石狩川 雨竜川 越水 － － －

4 千秋 0.6 13 石狩川 雨竜川 越水 － － －

5 ６丁目半樋門 － 2.68 石狩川 大鳳川（右岸） 漏水 31 田　132.6ha
小藤地区コミュ

ニティセンター
20 －

6 下２号樋門 － 4.27 石狩川 大鳳川（左岸） 漏水 30 田　100.8ha － － －

7 ４丁目樋門 － 4.61 石狩川 大鳳川（右岸） 漏水 2 田　 24.2ha － － －

交通量
孤立集
落等

住　　　　家

その他人口 施設名
収容人
員等

公 共 施 設 道　路

延長

警戒区 水  系  河  川  等

地　　区　　名

田　275.3ha56

災害の
種別

番号

予想される被害被害発生予想箇所

河川名水　 系流心距離
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（平成 14年 7月 5日調査）

水防危険区域及び浸水想定区域
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２ 危険物貯蔵所等所在一覧

屋外タンク 屋内タンク 地下タンク 移動タンク 給油取扱所 一般取扱所

中田商事(株) ②３
①１０．５
②２０
③１．８

ホクレン包材(株) ③３０
①１．８
④２．４
①１．９

③６
③６
③５

三社石炭販売 ②３ ②１０

(有)高橋商店
③１５
②２０

②３
②４

①６
②２４
③１．８

②５

資源サービス(株) ②３
①１０
②４０

佐藤鋳工(株) ③１０
①１
②０．１

妹背牛排水機場
③１０
③１０

札幌開発建設部滝川河川事務所 ②１．９
(有)太成 ②２

妹背牛町役場
③１２
③３

北空知衛生施設組合 ②５
森川鉄工(株) ②１．４

北いぶき農協 ③２８
③３．８
②３．８
②３．９

①２４
②２４．４
③１．８

③６

妹背牛町総合体育館 ③８
妹背牛温泉ペペル ③１０
妹背牛石炭販売 ②３
農業集落排水処理施設 ②１．９
老人保健施設りぶれ ③１０
妹背牛排水機場（新千代） ③７
妹背牛排水機場（北大鳳） ③１０
妹背牛排水機場（８丁目） ③１０
深川地区消防組合妹背牛支署 ③４
妹背牛排水機場（メム） ③６０
妹背牛町農産加工施設 ②１．９
妹背牛小学校 ②５
妹背牛中学校 ②５
妹背牛町米穀乾燥調製貯蔵施設 ②１０
妹背牛町民会館 ②３
山本幸男 ②１．５

国兼　博
②１．５
②１．５
②１．５

川田信義 ②１．５
堀田昌俊 ②１．５

貯蔵所（単位：ｷﾛﾘｯﾄﾙ） 取扱所（単位： ）
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第３節 雪害対策計画

異常降雪等により、予想される雪害の予防対策及び応急対策は、本計画の定めるところ

によるものである。

１ 除雪路線の実施分担

除雪路線は、次の区分により実施分担する。

ア 国道路線の除雪は、北海道開発局が行う。

イ 道道路線の除雪は、北海道が行う。

ウ 町道路線の除雪は、町が行う。

エ 鉄道路線の除雪は、北海道旅客鉄道(株)旭川保線所が行う。

２ 異常降雪時における除雪

異常降雪時においては、交通量、消防対策等を十分に考慮し、関係機関の除（排）雪

計画に基づいて主要幹線より順次除（排）雪を実施するものとする。

３ 通信施設の雪害対策

通信施設の雪害防止については、電話回線故障の復旧の迅速化を図るため、東日本電

信電話(株)北海道支店設備災害対策室は施設の改善、応急対策の強化等を図るものとす

る。

４ 電力施設の雪害防止対策

電力施設の雪害防止のため、北海道電力(株)深川営業所は、送電線の冠雪、着氷雪対

策を樹立し、必要に応じて特別巡視等を行うものとする。

５ 警戒体制

各関係機関は、札幌管区気象台の発表する気象予報（注意報を含む）、警報、並びに

情報及び現地情報を勘案し、必要と認めるときは、それぞれの定める警戒体制に入るも

のとする。

(1) 町長は、本部設置基準により次の状況を勘案し、必要があると認めるときは、本部
を設置する。

ア 大規模な雪害の発生するおそれがあり、その対策を要するとき。

イ 雪害による交通麻痺、交通渋滞等によって人命にかかわる事態が発生し、その規

模及び範囲から緊急・応急措置を要するとき。

(2) 雪害による孤立車については、努めて機械力で救出するが、これが不可能な場合は、
車内の被害者を救出して避難収容するものとする。
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第 4節 融雪災害予防計画

融雪による河川の出水災害に対処するための予防計画は、この計画の定めるところによ

る。

１ 気象情報の把握

融雪期においては、札幌管区気象台等の情報により地域内の降雪状況を的確に把握す

るとともに、低気圧の発生及び経路の状況又は降雨及び気温の上昇等気象状況に留意し、

融雪出水の予測に努めるものとする。

２ 水防区域等の警戒

水防区域及びなだれ、地滑り等の懸念のある地域、箇所を事前に察知し、被害の拡大

を防ぐため、次により万全の措置を講ずるものとする。

(1) 町及び消防支署は、住民等の協力を得て既往の被害箇所その他水害危険区域を中心
に巡視警戒を行うものとする。

(2) 町は、関係機関と緊密な連絡をとり、危険区域の水防作業及び避難救出方法等を事
前に検討しておくものとする。

(3) 町は、積雪、捨雪及び結氷等により、河川導水等が著しく狭められ、被害発生が予
想される場合、融雪出水前に河川、導水路内の除雪、結氷の破砕等を行い、流下能力

の確保を図るものとする。

３ 道路の除雪

道路管理者は、積雪、結氷等により道路交通が阻害されるおそれがあるときは、道路の

除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、道路の効率的な活用を図るものとする。

４ 水防資機材の整備、点検

町長及び河川管理者は、水防活動を迅速かつ効率的にするため、融雪出水前に水防資機

材の整備点検を行うとともに、関係機関及び資機材手持ち業者等とも十分な打合せを行い、

資機材の効率的な活用を図るものとする。

５ 住民に対する普及徹底

町長及び河川管理者は、融雪水に際し、住民の十分な協力が得られるよう水防思想の普

及徹底に努めるものとする。
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第５節 水防計画

洪水その他による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減するための組織並

びに活動は、別に定める「妹背牛町水防計画」によるものとする。

第６節 消防計画

この計画は、火災の発生を予防し、また、火災が発生した場合において、その被害を最

小限に防止するため、消防の組織及び火災予防対策、警防計画等に関し必要な事項を定め

るものとする。

１ 消防機関の組織及び機構

消防事務は、地方自治法第２８４条に基づく一部事務組合である深川地区消防組合に

おいて共同処理するものとし、その組織は次のとおりである。

(1) 消防組織図

庶 務 係

妹 背 牛 支 署 長 副 支 署 長 消 防 団 係

深

川

地 警 防 係

区

消

防 予 防 係

組

合

妹背牛消防団長 副 団 長 部 長

班 長

団 員
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２ 火災予防

(1) 火災予防住民運動の促進
ア 火災予防運動

春、秋の全道火災予防運動をはじめとする各種火災予防運動を積極的に推進し、

講習会等の開催、防火資料の配布等により防火思想の普及徹底を図る。

イ 報道等による防火思想の普及

住民に対し、広報紙等により随時防災に関する知識の普及に努める。

(2) 火災予防査察
病院、店舗、学校、工場等の公衆の出入りする場所、又は多数の者が勤務する建物

及び一般家庭からの火災を未然に防止するため、消防職員及び消防団員による火災予

防調査を定期的に実施する。

(3) 危険物の規制
危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所における保安基準の遵守並びに危険物保安監督

者の保安監督業務の徹底を期すため、消防職員による立入検査の実施及び各種研修会

等を開催するとともに、危険物所有者の自主的組織の育成により自衛消防体制の強化

に努める。

３ 警防

(1) 火災警報
管理者は、北海道知事（空知総合振興局長）から気象の状況が火災予防上危険である

旨の通報を受けたとき、又は気象の状況が次に定める火災警報発令条件となり、火災の

予防上危険であると認めるときは、消防法第２２条に基づく火災警報を発令する。

火災警報発令条件

実効湿度６５％以下にして、最小湿度４５％以下となり、最大風速７ｍ/ｓ以上のとき。
実効湿度６０％以下のときは風速７ｍ/ｓ以上のとき。
(2) 火災警報の伝達

火災警報の伝達方法は、次によるものとする。

組合管理者 消防長 消防支署長 住民

消防団長 部長 班長 団員

住民への周知の方法は、サイレン、警鐘の吹打鳴信号及び旗、吹き流しの掲揚、

掲示板の掲示並びに広報車等の運行により行う。

火災警報は、消防法施行規則第３４条の規定による消防信号（サイレン）による。



- 50 -

第４章 災害予防計画 第６節

(3) 招集及び出動
ア 火災等の災害が発生し又は発生のおそれのあるときは、消防長及び消防団長は、

状況を判断し、直ちに必要な消防職（団）員を招集するものとする。

イ 上記の招集は、消防無線、サイレン、電話、放送による拡声伝達により行う。

ウ 火災時における出動区分は、次のとおりとする。

出動区分
警 戒 ・ 調 査 出 動 第 １ 出 動

地域

妹背牛支署 １隊 妹背牛支署 １隊
妹背牛町全域

消防団 １隊 消防団 １隊

４ 相互応援

不測の大規模災害及び境界地域における火災被害を最小限度にとどめるため、隣接市町

村と相互応援並びに北海道広域消防相互応援協定による協力体制の確立を図る。

消防相互応援協定締結相手機関

協定締結機関 締 結 年 月 日 連絡先 構 成 市 町 村

滝 川 市
滝川地区広域消防事務組合 Ｓ５０．１０．１ 0125-23-1252 新十津川町

雨 竜 町

５ 教育訓練

消防職（団）員の体力及び資質の向上並びに消防活動の充実強化については、第１節

の防災教育及び訓練計画に基づき必要な教育訓練を行うものとする。

６ 消防施設

車両

購入

年月 製作所 級別

日野
旭川８００
は １３３１

タンク車 H２１ H２２．２ 380 ニッキ A-２ もせうしタンク１ 水６ t

イスズ
旭川８３１
さ　１１９

付水槽車 H１５ H１５．１０ 370 モリタ B-２ もせうし水槽 水１０ t

トヨタ
旭川８００
さ　２１２２

連絡車 H１３ H１３．７ 200 もせうし１０５

旭川８８
そ ２２１３

H５ H５．１１ 185 もせうし１

旭川８８
そ １３０４

H３ H３．１０ 195 もせうし２

小型ポンプ S５８ S５８．１０ 40 B-２

小型ポンプ H１６ H１６．６ 58 B-３ 予備

A-２

シバウラ

日野

シバウラ

モリタ

支  署

ポンプ車

消防団

名称登録番号車種 備　　考年式 馬力
ポンプ

無線呼出名称

区分

所属
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第７節 避難行動要支援者対策計画

災害発生時における避難行動要支援者の安全の確保について、この計画の定めるところ

による。

１ 安全対策

地震発生時には、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等避難行動要支援者が犠牲にな

る場合が多い。このため、町及び社会福祉施設の管理者は、避難行動要支援者の安全を

確保するため、住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から緊急連絡体制及び

避難誘導等の防災体制の強化を図る。

(1) 町の対策
ア 避難行動要支援者については、本人の同意を得た上で、避難行動要支援者名簿へ

の作成・登録を行い、町の関係部署における要介護高齢者や障がい者等の関連す

る情報を整理し、把握する。

避難行動要支援者名簿作成にあたっては、次の項目について定めるものとする。

（ｱ）避難行動要支援者名簿に記載する者の範囲

①要介護認定者で、居宅で生活する者

②介護保険認定申請をしていない要介護者

③身体障がい者のうち身体障害者手帳を有する者で、居宅で生活する者

④知的障がい者のうち療育手帳を有する者で、居宅で生活する者

⑤精神障がい者のうち精神障害者保健福祉手帳を有する者で、居宅で生活する者

⑥一人暮らしの高齢者

⑦高齢者のみの世帯

⑧妊産婦

⑨ 1歳未満の乳児
⑩他機関、関係部署から情報提供があった者

（ｲ）避難行動要支援者名簿の更新

毎年内容を確認し、避難行動要支援者の死亡や住所変更などの変更がある場合、

その都度更新を行う。

（ｳ）避難行動要支援者名簿を提供する場合の配慮

避難行動要支援者名簿情報の漏えい防止等の管理、個人の権利利益の保護に必要

な措置を講ずること。なお、避難行動要支援者名簿は、災害が発生し、又は発生す

る恐れがある場合において、町長が避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保

護するために、特に必要があると認めるときは、避難支援の実施に必要な限度で、

避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者名簿の情報を提供すること

ができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得

ることを要しない。
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イ 避難行動要支援者に対しては、個別の避難支援プランを作成し、災害時の情報伝

達や避難誘導等を迅速かつ適切に実施する。

ウ 避難行動要支援者が安心して生活できる体制を整備した福祉避難所を設ける。福

祉避難所では、避難行動要支援者の身体状況等に応じて環境の整備を行い、随時、

見守りや健康相談、こころのケア等の支援を実施する。

エ 避難行動要支援者が平常時から避難所や避難経路等を確認できるよう、パンフレ

ットを配布する。

オ 避難行動要支援者施設に対しては、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する

ため、情報伝達や避難誘導等を適切に実施する。なお、避難行動要支援者施設の名

称等は別に定めるものとする。

(2) 社会福祉施設の対策
ア 社会福祉施設の管理者は、利用者や入所者が寝たきりの高齢者や障がい者等のい

わゆる避難行動要支援者であることから、施設の災害に対する安全性を高めること

が重要である。

また、社会福祉施設の管理者は、電気、水道等の供給停止に備えて、施設入所者

が最低限度の生活維持に必要な食糧、飲料水、医薬品等の備蓄に努めるとともに、

施設の機能の応急復旧等に必要な防災資機材の整備に努める。

イ 社会福祉施設の管理者は、災害が発生した場合において迅速かつ的確に対処する

ため、あらかじめ防災組織を整え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制

等を明確にしておく。特に夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘

導体制に十分配慮した組織体制を確保する。

また、社会福祉施設の管理者は、平常時から町との連絡のもとに、施設相互間及

び他の施設、近隣住民及びボランティア組織と入所者の実態等に応じた協力が得ら

れるよう体制の強化を図る。

ウ 社会福祉施設の管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な

非常通報装置を設置するなど、緊急時における情報伝達の手段及び方法を確立する

とともに、施設相互の連携強化に資するため町の指導のもと緊急連絡体制を整える。

エ 社会福祉施設の管理者は、施設の職員や入所者が災害等に関する基礎的な知識や

災害時にとるべき行動等について理解や関心を深めるため、防災教育を定期的に実

施する。

また、社会福祉施設の管理者、施設の職員や入所者が災害時においても適切な行

動がとれるよう、各施設の構造や入所者の判断能力・行動能力等の実態に応じた防

災訓練を定期的に実施する。特に自力避難が困難な者等が入所している施設におい

ては、夜間における防災訓練も定期的に実施するよう努める。

２ 援助活動

町は、避難行動要支援者安否確認を行い、状況に応じた適切な援助活動を行う。

(1) 避難行動要支援者の安否確認
災害発生後、直ちにあらかじめ把握している避難行動要支援者について、安否確認
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を各支援担当者を通じて行う。

(2) 避難所等への移送
避難行動要支援者の所在が確認できた場合には、避難方法についての確認を行い、

避難誘導に介助が必要な場合には、車又は徒歩にて避難所等への誘導を行う。

(3) 応急仮設住宅への優先的入居
応急仮設住宅への入居に当たり、避難行動要支援者の優先的入居に努める。

(4) 在宅者への支援
在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適切な支

援を行う。

(5) 応援依頼
救助活動及び避難行動要支援者の状況を把握し、適宜道や近隣市町等へ応援を要請

する。

３ 外国人に対する対策

町は、言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人をいわゆる避難行動要支援者として

位置づけ、災害発生時に迅速、かつ、的確な行動がとれるよう、次のような条件・環境

づくりに努めるとともに、外国人登録等様々な機会をとらえて防災対策についての周知

を図る。

(1) 多言語による広報の充実
(2) 避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言語化
(3) 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施
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第８節 自主防災組織の育成等に関する計画

災害発生の防止並びに災害発生時の被害軽減を図るため、「自分たちの地域は自分たち

で守る」という精神のもとに地域住民、事業所等における自主防災体制の整備、育成を推

進する。その際、女性の参画の促進に努めるものとする。

１ 地域住民による自主防災組織

町は、地域ごとの自主防災組織の設立及び育成に努め、地域住民が一致団結して、初

期消火活動や救出、救護活動をはじめ、高齢者や障がい者等避難行動要支援者の避難の

誘導等防災活動が効果的に行われるよう協力体制の確立を図る。

２ 事業所等の防災組織

多数の者が利用し、又は従事する施設並びに危険物を取り扱う事業所において、自衛

消防組織が法令により義務づけられている一定の事業所については、消防関係法令の周

知徹底を図るとともに防災要員等の資質の向上に努める。

また、その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置など育成を図り、積極的

な防災体制の整備、強化に努める。

３ 自主防災組織の編成

自主防災組織がその機能を十分に発揮するために、あらかじめ組織内の役割分担を定

めておくこととする。

なお、組織の編成に当たっては、地域の実情に応じて次の点に留意する。

(1) 自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要とされる
ので、住民が連携を持てるよう適正な規模で編成するものとし、大規模な組織にあっ

ては、いくつかのブロックに分ける。

(2) 他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障がないよう組織を編成する。
４ 自主防災組織の活動

(1) 平常時の活動
ア 防災知識の普及

災害の発生を防止し被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの日頃の備え及

び災害時の的確な行動が大切であるので、集会等を利用して防災に対する正しい知

識の普及を図る。

イ 防災訓練の実施

災害が発生したとき、住民の一人ひとりが適切な措置をとることができるように

するため、日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得

する。

訓練は、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練とがあり、個別訓練として次の

ようなものが考えられる。訓練を計画する際には、地域の特性を考慮したものとす

る。
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(ｱ) 情報収集伝達訓練

防災関係機関から情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、地域における被害

状況等を関係機関へ通報するための訓練を実施する。

(ｲ) 消火訓練

火災の拡大・延焼を防ぐため、消火設備を使用して消火に必要な技術等を習得

する。

(ｳ) 避難訓練

避難の要領を熟知し、避難所まで迅速かつ安全に避難できるよう実施する。

(ｴ) 救出救護訓練

家屋の倒壊等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応急手当

の方法等を習得する。

(ｵ) 図上訓練

市町村の一定の区域内における図面を活用して、想定される被害に対し、地区

の防災上の弱点等を見いだし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践す

る。地元住民の立場に立った図上訓練を実施する。

ウ 防災点検の実施

家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが

多く考えられるので、住民各自が点検を実施するほか、自主防災組織としては、期

日を定めて一斉に防災点検を行う。

エ 防災用資機材等の整備・点検

自主防災組織は、活動に必要な資機材の整備に努めるとともに、これら資機材は

災害時に速やかな応急措置をとることができるように日頃から点検を行う。

(2) 非常時及び災害時の活動
ア 情報の収集伝達

自主防災組織は、災害時には地域内に発生した被害の状況を迅速かつ正確に把握

して町へ報告するとともに、防災関係機関の提供する情報を伝達して住民の不安を

解消し、的確な応急活動を実施する。

また、あらかじめ次の事項を決めておくようにする。

(ｱ) 連絡を取る防災関係機関

(ｲ) 防災関係機関との連絡のための手段

(ｳ) 防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート

また、避難所へ避難した後についても、地域の被害状況、救助活動の状況等に

応じて報告し、混乱、流言飛語の防止に努める。

イ 出火防止及び初期消火

家庭に対しては、火の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びかけると

ともに、火災が発生した場合、消火器などを使い初期消火に努めるようにする。

ウ 救出救護活動の実施

建物の倒壊などにより下敷きになった者を発見したときは、町に通報するととも
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に、二次災害に十分注意し、救出活動に努めるようにする。

また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とす

るものがあるときは、救護所等へ搬送する。

エ 避難の実施

町長等から避難勧告、避難指示や避難行動に時間を要する避難行動要支援者など

に対する避難準備情報が出された場合には、住民に対して周知徹底を図り、火災、

地滑り等に注意しながら迅速かつ円滑に避難所へ誘導する。なお、高齢者、幼児、

病人その他自力で避難することが困難な者に対しては、地域住民の協力のもとに避

難させる。

オ 給食・救援物資の配布及びその協力

被害の状況により避難が長期間にわたり被災者に対する炊き出しや救援物資の配

布が必要な場合、配布活動に協力する。
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第５章 災害応急対策計画

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、これを防ぎょし又は応急的救助を行

うなど、機能を有効適切に発揮して住民の安全と被災者の保護を図ることを目的とする応

急対策は、この計画の定めるところによる。

第１節 応急措置実施計画

町の区域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、関係法令及び本計画の定

めるところにより町長、消防団長及び防災に関係のある施設の管理者は、所要の措置を講

じ、また、町長は必要により道及び他の市町村、関係機関等の協力を求め応急措置を実施

する。

１ 応急措置の実施責任者

法令上実施責任者として定められている者は、次のとおりである。

(1) 北海道知事 （基本法第 70 条）

(2) 警察官等 （基本法第 63 条第 2 項）

(3) 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長 （基本法第 77 条）

(4) 指定公共機関及び指定地方公共機関 （基本法第 80 条）

(5) 町長、町の委員会又は委員、公共的団体及び （基本法第 62 条）

防災上重要な施設の管理者等

(6) 水防管理者（町長）、消防機関の長等 （水防法第 3 条及び第 17 条）

(7) 消防長又は消防署長等 （消防法第 29 条）

(8) 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 （基本法第 63 条第 3 項）

２ 町の実施する応急措置

町長は災害が発生し又は発生しようとしているときは、その拡大を防止するため次に

掲げる必要な応急措置を速やかに実施するものとする。

(1) 警戒区域の設定

町長は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、人命又は身

体に対する危険防止のため特に必要があると認めるときは、基本法第 63 条第 1 項の

規定に基づき警戒区域を設定し、当該区域への立入を制限し、若しくは禁止し又は退

去を命ずることができる。

(2) 応急公用負担の実施

町長は、本町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に

おいて、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めたときは、基本法第 64 条

第１項の規定に基づき本町区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し又
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は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。

なお、この場合においては、基本法第 82 条及び基本法施行令第 24 条の規定に基づ

き措置をとらなければならない。

ア 工作物及び物件の占有に対する通知

町長は、当該土地建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件（以下「工作

物等」という。）を使用し、若しくは収用したときは、速やかに当該工作物等の占

有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者に対し、次の事項を通知

しなければならない。この場合、占有者等の氏名及び住所を知ることができないと

きは、その通知事項を妹背牛町公告式条例（昭和 25 年妹背牛町条例第 19 号。以下

「公告式条例」という。）を準用して町役場の掲示板に掲示する等の措置をとらな

ければならない。

（ア）名称又は種類

（イ）形状及び種類

（ウ）所在した場所

（エ）処分の期間又は期日

（オ）その他必要な事項

イ 損失補償

町は、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(3) 支障物件等の除去及び保管

町長は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を

実施するための緊急の必要があると認めるときは、基本法第 64 条第２項の規定に基

づき、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの（以

下「工作物等」という。）の除去その他必要な措置をとることができるものとし、除

去したときは、当該工作物等を保管しなければならない。

なお、工作物等を保管したときは、基本法第 64 条第３項から第６項までの規定に

基づき、それぞれ次の措置をとらなければならない。

ア 町長は、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有す

る者（以下「占有者等」という。）に対し当該工作物等を返還するため、公示する。

イ 町長は、保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき又はそ

の保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該工作物等を売却し、その

売却した代金を保管する。（基本法施行令第 27 条）

ウ 工作物等の保管、売却、公示等に費やした費用は、工作物等の返還を受けるべき

占有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法（昭和 23 年法律

第 43 号）第５条及び第６条の規定を準用する。

エ 保管した工作物等を返還するため公示した日から起算して６月を経過してもなお

返還する事ができないときは、当該工作物等の所有権を町に帰属させる。

(4) 北海道知事に対する応援の要請等

町長は、災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認め
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るときは、北海道知事に対し応援を求め又は応急措置の実施を要請することができる。

（基本法第 68 条）

(5) 他の市町村長等に対する応援の要求等

ア 町長は、災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要がある認め

るときは、他の市町村長等に対し応援を求めることができる。

イ 町長は、他の市町村長等から応援を求められたときは、正当な理由がない限り応

援を拒んではならない。

（基本法第 67 条）

(6) 住民等に対する緊急従事指示等

ア 町長は、本町の地域に係る災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合に

おいて、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、本町地域内の

住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させ

ることができる。（基本法第 65 条）

イ 町長及び消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、本町地域

内に居住する者又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。

（水防法第 24 条）

ウ 消防職員又は消防団員は、緊急の必要があるときは、火災の現場付近に在る者を

消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができ

る。（消防法第 29 条第５項）

エ 救急隊員は、緊急の必要があるときは、事故の現場付近に在る者に対し、緊急業

務に協力することを求めることができる。 （消防法第 35 条の７第１項）

オ 町長は、前各号の応急措置等の業務に強力援助した住民等が、そのため負傷、疾

病、廃疾又は死亡した場合は、別に定める額の補償を行う。

３ 救助法適用の場合

救助法適用の場合は、次のとおりである。

(1) 実施責任者

救助法による救助は、北海道知事が行う。ただし、救助を迅速に行うため必要があ

ると認めるときは、救助の実施に関するその職権の一部を町長に委任することができ

る。（救助法第 22 条及び第 30 条）

(2) 救助法による救助の種類、程度、方法及び期間

ア 救助の種類

(ｧ) 収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与

(ｲ) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

(ｳ) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

(ｴ) 医療及び助産

(ｵ) 被災者の救出

(ｶ) 被災住宅の応急修理
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(ｷ) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

(ｸ) 学用品の給与

(ｹ) 埋葬

(ｺ) 遺体の捜索及び処理

(ｻ) 障害物の除去

(ｼ) 輸送及び人夫雇上

イ 救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において北海道知事がこ

れを定める。（救助法第 23 条）

(3) 救助法の適用手続及び適用基準

町長は、本町の地域に係る災害に関し、その被害が別表の適用基準のいずれかに該

当し、又は該当する見込みがある場合は、直ちに空知総合振興局長を通じ北海道知事

に報告しなければならない。

４ 救助の期間、費用の限度及び帳簿

避難、救出、給水、食糧供給、衣料生活必需品物資供給、応急仮設住宅、住宅応急修

理、助産、輸送、障害物の除去、死体の検索、処理、埋葬及び文教対策計画の救助の実

施期間、費用の限度額は、災害救助法施行細則（昭和 31 年北海道規則第 142 号）の定

めるところによる。

救助法の適用基準

被害区分 町 単 独 の 場 合 被害が相当広範囲な 被害が全道にわたり

場合（全道2,500世帯以上） 12,000 世帯以上の住家

が滅失した場合等

市町村の人口 住 家 滅 失 世 帯 数 住 家 滅 失 世 帯 数

妹背牛町 市町村の被害状況が

〔5,000 人未満〕 ３０ １５ 特に救助を必要とする

状態にあると認められ

たとき

摘要

１ 住家被害の判定基準

(1) 滅失・・・全壊、全焼、流失

住家が全部倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は損害が甚だしく、補修により

再使用することは困難で具体には、損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその

住家の延床面積の 70 ％以上に達したもの、又は住家の主要な要素の経済的被害

を住宅全体に占める損害割合で表し、50 ％以上に達した程度のもの
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(2) 半壊、半焼・・・２世帯で滅失１世帯に換算

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再利用できる程度のもので、具

体的には損壊部分の床面積が、その住宅の延床面積の 20 ～ 70 ％のもの、又は住

家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、20 ％以

上 50 ％未満のもの

(3) 床上浸水・・・３世帯で滅失１世帯に換算

床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった

もの

２ 世帯の判定

(1) 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(2) 寄宿舎、下宿等に宿泊する者で共同生活を営み、各個人の生計の独立性が認め

られないものは、その寄宿舎等の全部をもって１世帯とする。

(3) 旅館の住込女中等単身で他の家族と同居し、その者の生計の独立性が認められ

ないものは、当該家族を同一の世帯員とする。
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第２節 動員計画

災害が発生し、又は災害の発生が予想される応急措置を迅速かつ的確に実施するために

必要な要員の動員は、次に定めるところによる。

１ 平常勤務時の伝達系統及び方法

職員の動員は、本部の配備体制に従って、本部長の決定に基づき総務班長が各班長に

対し、庁内放送、口頭で行うものとする。

伝達系統

本部長 総務課長 各班長 班員

２ 休日又は退庁後の伝達系統

日直者及び夜間警備員は次の情報を察知したときは、総務課長に連絡して指示を仰ぎ、

必要に応じて関係課長、職員に通報するものとする。

(ｱ) 気象情報等が関係機関から通報されるとき。

(ｲ) 災害が発生し、緊急措置を実施する必要があると認められるとき。

(ｳ) 異常現象の通報があったとき。

日直者及び夜間警備員による伝達系統

日直者
総務課長 副町長 町 長

夜間警備員

関係課長 関係職員

３ 職員の非常登庁

職員は、勤務時間外、休日等において登庁の指示を受けたとき、又は災害が発生し若

しくは災害の発生するおそれがある情報を察知したときは、災害の情報により所属の長

と連絡の上、又は自らの判断により登庁するものとする。

なお、本部が設置された場合は、状況に応じて電話、ＦＡＸ、及び広報車等により周

知するものとし、職員がこの旨を知ったときは直ちに登庁するものとする。
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４ 消防機関に対する伝達

本部が設置された場合、その配備体制に係る消防機関への伝達は次のとおり行う。

消防機関への伝達系統

本部長 総務課長 妹背牛支署 消防団長

５ 各班別の動員要請

災害時の状況及び応急措置の推移により、本部長は必要に応じて各班の所属する班員

を他の班に応援させるものとする。災害の状況により応援を必要とする班にあっては、

総務班長を通じて本部長に申し出て、必要数の応援を受けるものとする。



- 64 -

第５章 災害応急対策計画 第３節

第３節 他機関に対する応援出動要請

１ 道及び他市町村等に対する要請

(1) 要請の決定

各班長は、道及び市町村等に応援のため職員の派遣を要請する必要が生じたときは、

総務班長を通じて本部長に報告するものとする。

この場合において、本部長は直ちに本部員会議を招集し、協議の上要請の可否を決

定するものとする。

(2) 要請の手続

要請は、次の事項を明らかにした文書をもって行うものとする。

ア 派遣を要請する理由

イ 派遣を要請する職員の職種別人員数

ウ 派遣を必要とする期間

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件

オ アからエまでに掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

２ 自衛隊に対する要請

第２１節の自衛隊災害派遣要請計画に基づき派遣要請の要求を行うものとする。
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第４節 災害広報計画

災害時における報道機関・関係諸機関及び住民に対する災害情報の提供並びに広報活動

は、本計画の定めるところによる。

１ 災害情報等の収集方法

災害情報等の収集については、第３章の災害情報通信計画によるほか、次の方法による。

(1) 総務班派遣による災害現場の取材及び記録写真の収集

(2) 報道機関その他関係諸機関の取材による写真等の収集

(3) その他災害の状況に応じ職員の派遣による資料の収集

(4) 災害現場における住民懇談会等によって一般住民及び被災者の意見、要望、相談等

を公聴し、災害対策等に反映させるものとする。

２ 災害情報等の発表及び広報の方法

(1) 報道機関に対する情報の発表の方法

収集した被害状況、災害情報等は、状況に応じ報道機関に対し次の事項を発表する

ものとする。

ア 災害の種別（名称）及び発生年月日

イ 災害発生の場所又は被害激甚地域

ウ 被害状況

エ 応急対策の状況

オ 一般住民及び被害者に対する注意及び協力要請

カ 本部の設置又は廃止

キ その他必要な事項

(2) 一般住民等に対する広報の方法

ア 一般住民及び被害者に対する広報活動は、災害状況の推移を見ながら次の方法に

より行うものとする。また、高齢者、障がい者等避難行動要支援者への伝達に十分

配慮する。

(ｱ) 広報車、消防支署放送設備等の利用

(ｲ) 広報紙、チラシ等印刷物の利用

(ｳ) ＦＡＸ、有線放送等

(ｴ)登録制メール及び緊急速報メール、公共コモンズによるテレビのデータ放送

イ 広報事項の内容

(ｱ) 災害に関する情報及び注意事項

(ｲ) 災害応急対策とその状況

(ｳ) 災害復旧対策とその状況

(ｴ) 被災地を中心とした交通に関する状況
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(ｵ) その他必要な事項

ウ 各関係機関に対する周知

総務班は、必要に応じて防災関係機関、公共的団体及び重要な施設の管理者等に

対して災害情報を提供するものとする。

３ 庁内連絡

総務班は、災害情報及び被害状況の推移を庁内放送等を利用して本部職員に周知する。
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第５節 避難救出計画

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、住民の生命又は身体を保護

し災害の拡大を防止するため、町長等避難の実施責任者が必要と認める地域の住民に対し

て、安全地域への避難のため立ち退きを勧告し、あるいは指示し、避難所を開設するため

の計画は次に定めるところによる。

１ 避難計画

(1) 避難実施責任者

ア 町長

災害の危険がある場合に、必要と認める地域の居住者・滞在者・その他の者に対

し避難のための立ち退きを勧告し、若しくは指示し、又は立ち退き先を指示する。

この場合において、本部が設置されているときは、原則として事前に本部員会議

の審議を経て行うものとするが、現に危険が切迫し緊急の事態においては、本部長

が指定する班長が避難のため立ち退きを指示することができる。（その旨を速やか

に空知総合振興局長へ報告する。）

イ 北海道知事

災害の発生により町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと

きは、避難のための立ち退きの勧告及び指示に関し、町長に代わって実施しなけれ

ばならない。

この場合、代行を開始し及び終了したときは、その旨を公示しなければならない。

ウ 警察官

町長が指示することができないと認めるとき、又は町長から要求があったときは、

直接住民等に対し避難のための立ち退きを指示することができる。

この場合、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。（基本法第 61 条及び

警察官職務執行法第４条）

エ 自衛隊

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し又はまさに発生しようと

している場合において、町長（指定する町職員）及び警察官がその場にいない限り、

次の措置をとることができる。

この場合、当該措置をとったときは、直ちにその旨を町長に通知しなければなら

ない。（自衛隊法第９４条）

(ｱ) 避難の指示及び土地建物等への立入

(ｲ) 他人の土地等の一時使用等

(ｳ) 現場の被災工作物等の除去等

(ｴ) 住民等を応急措置の業務に従事させること。

オ 北海道知事又はその命を受けた職員（基本法第 60 条、水防法第 29 条、地すべり



- 68 -

第５章 災害応急対策計画 第５節

等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）第 25 条）

(ｱ) 洪水等による避難の指示

洪水等により著しく危険が切迫していると認められるとき、立ち退きを指示す

る。

(ｲ) 土砂害による避難の指示

土砂害により著しく危険が切迫していると認められるときに、立ち退きを指示

する。

(2) 避難勧告及び指示又は避難準備情報区分の基準

ア 避難準備情報

要支援者等、避難行動に特に時間を要する者が避難行動を開始しなければならな

い段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況のときは、計画された避

難場所へ安全に避難開始を求め、その他の人々にも家族等との連絡、非常用持出品

の用意等避難準備の開始を求めるものをいう。

イ 避難勧告

通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人

的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況のときは、その地域の居住者を拘

束するものではないが、勧告を尊重することを期待して計画された避難場所への避

難行動を勧め促すものをいう。

ウ 避難指示

前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常

に高いと判断されたとき、堤防の隣接地等地域の特性等から人的被害の発生する危

険性が非常に高いと判断されたとき、人的被害が発生したときは、避難勧告の発令

後で避難中の住民は避難場所へ直ちに避難を完了し、未だ避難していない対象住民

は、直ちに避難行動を求めるものをいう。

エ 避難の様態

(ｱ) 事前避難

次の場合に被災危険区域住民に避難所等を示して避難の勧告又は指示を行う。

a 大雨、暴風又は洪水の警報等が発表され、避難を要すると判断されたとき。

b 河川が警戒水位を突破し、なお水位が上昇するとき。

c その他諸般の状況から避難の準備又は避難する必要があると認められるとき。

(ｲ) 緊急避難

事前避難のいとまがない場合（地震、火災、洪水等による被災の危険が目前に

切迫していると判断されるときをいう。）は、至近の安全な場所に緊急避難させ

る。

(ｳ) 収容避難

事前避難として利用した場所に危険が生じ、他の安全な場所に緊急避難させる

とき、又は救出者を安全な場所へ避難させるときは、輸送車両を用意するなどの

手段を講じて避難させる。
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(3) 避難勧告及び指示又は避難準備情報の伝達方法

ア 勧告及び指示事項

(ｱ) 避難準備情報、避難の勧告又は指示の主旨

(ｲ) 避難準備情報、避難勧告・指示が出された地域名

(ｳ) 避難場所（所在地、名称等）

(ｴ) 避難経路

(ｵ) 注意事項

携行品は、限られたものだけにする。（食糧、水筒、タオル、ポケットティッ

シュ、着替え、救急薬品、懐中電灯、携帯用ラジオ等）

イ 伝達方法

(ｱ) 避難信号による伝達

前章第４節の水防計画の９の水防信号の指定に定める危険信号によるものとす

る。

(ｲ) 放送、電話、サイレン等による伝達

ＮＨＫ及び民間放送局に対し、勧告又は指示を行った旨を連絡し、関係住民に

伝達すべき事項を示し、放送するよう協力を求めるとともに、電話、サイレン、

有線放送等を通じ伝達する。

(ｳ) 広報車による伝達

町、消防機関、警察署などの広報車を利用し、関係地区を巡回して伝達する。

(ｴ) 伝達員による個別伝達

避難を勧告し又は指示したときが、夜間、停電時又は風雨が激しい場合で関係

住民に対する完全周知が困難であると予想されるときは、本部職員、消防職（員）

等で班を編成し、個別に伝達する。
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(4) 警戒区域の設定

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命又は身

体に対する危険を防止するため特に必要があると認められるときは、次により警戒区

域を設定するものとする。

ア 町長

必要な警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区

域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることが

できる。

イ 警察官

町長（指定する町職員）が現場にいないとき等において、警察官がアに掲げる職

権を行うことができる。この場合において、直ちにその旨を町長に通知しなければ

ならない。

ウ 自衛官

町長の職権を行うことができる者がいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた自

衛官がアに掲げる職権を行うことができる。この場合においては、直ちにその旨を

町長に通知しなければならない。

(5) 避難場所及び指定緊急避難場所

避難場所は、緊急避難のための一時避難場所と収容避難のための避難所に区分し、

災害の種類、規模、避難人口その他の情勢を判断し、あらかじめ定められている避難

収容施設の中から指定する。

指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険か

ら逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の

一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定する。

また、避難所を開設したときには、直ちに連絡員を派遣して駐在させ、管理に当た

らせる。連絡員は、本部との情報連絡を行うものとする。

(6) 避難所の運営及び指定避難所

避難所の運営は、関係機関の協力のもと適切に行うものとする。また、避難者の状

況を早期に把握し、避難所における生活環境に注意を払うとともに、避難の長期化等

必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮す

るものとする。

指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで

必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させ

るための施設として市町村長が指定する。

必要に応じ避難所の運営に関してボランティア団体等の協力を得るものとする。
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一時避難場所及び指定緊急避難場所

管理責
施 設 名 所 在 地

任者

農業者トレーニングセンター 妹背牛町字妹背牛５２００番地 町 長

妹背牛小学校グラウンド 妹背牛町字妹背牛４３１番地の１ 学校長

妹背牛中学校グラウンド 妹背牛町字妹背牛２５２番地の３ 学校長

小藤地区運動広場 妹背牛町字チクシベツ５２７番地の４ 町 長

新千代地区運動広場 妹背牛町字妹背牛３番地の３５７ 町 長

遊水公園うらら 妹背牛町字妹背牛５２０８番地の４ 町 長

避難所及び指定避難所

避 難 所
施設管理 連絡電話番 備考

名 称 収容人員 責 任 者

老人福祉センター １５０ 町 長 ３２－２４１１

保健センター ２００ 町 長 ３２－２４１１ ※

妹背牛小学校 １，０００ 学校長 ３２－２４５６

妹背牛中学校 ７００ 学校長 ３２－２４４５

認定子ども園妹背牛保育所 ２００ 町 長 ３２－２５０１

総合体育館 ９００ 教育長 ３２－２５２５

カーリングホール １５０ 町 長 ３２－９５１１

妹背牛温泉ペペル ４００ 支配人 ３２－４１４１

小藤地区 ２０ 区 長
コミュニティセンター

新千代地区 ２０ 区 長
コミュニティセンター

大鳳地区 ２０ 区 長
コミュニティセンター

※ 福祉避難所（要支援者優先施設）
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避難先

避 難 所
備 考

施 設 名 対 象 地 区

老人福祉センター ２区

保健センター 16町内 ８町内 ２０町内 １０区 要支援者優先施設

妹背牛小学校 ２町内 ３町内 ４町内 ５町内

15町内 19町内 南21町内 西4町内

北21町内

妹背牛中学校 ６町内 ７町内 ９町内 １１町内

13町内 ８区

認定子ども園妹背牛保育所 17町内 22町内

総合体育館 10町内 12町内 みどり町内 ９区

１１区

カーリングホール ３区

妹背牛温泉ペペル ４区 ５区 ６区 ７区

小藤地区コミュニティセンター
新千代地区コミュニティセンター 災害の状況により別途指定
大鳳地区コミュニティセンター

(7) 避難誘導

(ｧ) 避難誘導者

避難者の誘導は、本部民生班、消防職員、消防団員及び警察官が協力して行うも

のとする。

(ｲ) 避難の順位

避難させる場合には、高齢者、乳幼児、傷病者、妊産婦等の避難行動要支援者を

優先的に避難させる。

(ｳ) 輸送の方法

車両による集団輸送の必要が認められる場合は、本部総務班が行う。

(8) 道（空知総合振興局）に対する報告

ア 避難の勧告・指示・避難準備情報を町長等が発令したときは、次の事項を記録す

るとともに、空知総合振興局長に対し、その旨を報告する。

(ｱ) 発令者

(ｲ) 発令理由

(ｳ) 発令日時

(ｴ) 避難の対象区域

(ｵ) 避難先

イ 避難所を開設したときは、空知総合振興局長に次の事項を報告するものとする。

(ｱ) 避難所開設の日時、場所及び施設名
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(ｲ) 収容状況、収容人員

(ｳ) 炊き出し等の状況

(ｴ) 開設期間の見込み

ウ 避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに、空知総合振

興局長に報告する。

２ 救出計画

(1) 救出実施責任者

町長（救助法の適用を受け、北海道知事の委任を受けた場合を含む。）は警察官、

消防機関等の協力を得て救出を行うが、災害が甚大であり、本部のみで救出の実施が

困難な場合は、第２１節の自衛隊災害派遣要請計画に基づき、北海道知事（空知総合

振興局長）に自衛隊の派遣要請を要求するものとする。

(2) 救出を必要とする者

災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態の者で

おおむね次に該当する場合とする。

ア 火災の災、火中に取り残された場合

イ 台風・地震等により倒壊家屋の下敷きになった場合

ウ 水害の際、家屋とともに流され、又は孤立地点に取り残された場合

エ 地すべり等により生き埋めとなった場合及び自動車等の大事故が発生した場合

オ その他の大事故が発生し、多数の死傷者が生じた場合
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第６節 食糧供給計画

災害時における被災者並びに災害応急対策に従事している者に対する主要食糧及び副食

調味料の供給は、本計画の定めるところによる。

１ 主要食糧供給計画

(1) 実施責任者

供給の責任者は、本部長（町長）であるが、救助法が適用された場合は、北海道知

事又は北海道知事の委任を受けて町長が実施する。

(2) 食糧供給の対策

ア 被災者に対し、炊き出しによる給食を行う必要がある場合

イ 被災により供給機関が通常の供給を行うことができないため、その機関を通じな

いで供給を行う必要がある場合

ウ 災害地における救助作業、急迫した災害の防止及び緊急復旧作業に従事する者に

対して供給を行う必要がある場合

(3) 食糧供給の対象者

ア 避難所に収容された者

イ 住家が被災して、炊事ができない者

ウ 災害応急対策に従事している者

なお、避難行動要支援者(高齢者、乳幼児、障がい者、妊産婦等）に対しては十

分配慮することとする。

(4) 食糧供給の方法及び手続等

ア 品目

供給品目は、米飯、生パン、乾パン、缶詰、インスタント食品等とし、人工栄養

を必要とする乳児は、粉ミルクとする。

イ 調達及び供給方法

(ｱ) 米穀の調達及び供給

米穀の調達は、小売又は卸売業者から購入するものとするが、不足の場合又は

緊急を要する場合は、北海道知事に対し申請し、直接北海道農政事務所第１１課

より供給を受けるものとする。

また、災害地が孤立した場合における災害救助用米穀の緊急引渡し措置として、

町長から当該地区を直轄する北海道農政事務所長に対して、緊急に引渡しを受け

たい旨の要請を行うことができるとともに、北海道農政事務所長に対して連絡が

取れない場合に限り、保管倉庫の責任者に対して直接要請を行うことができる。

なお、米飯給食を行う場合は、町内の飲食店、旅館等を利用することとし、本

部で炊き出しを行う場合は、別表に掲げる施設を利用するほか、給食施設を有す

る民間施設の協力を得るとともに、炊き出し協力団体として第２章第４節に定め
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る住民組織等の協力を求める。

(ｲ) 生パン、インスタント食品等の調達

町内食料品店等を調達先とするが、なお不足する場合は北海道知事を通じて乾

パン類等の供給を依頼するものとする。

(ｳ) 供給輸送の方法

食糧供給の輸送等については、車両等によるものとし、第１３節の輸送計画及

び第１５節の労務供給計画により措置するものとする。

炊き出し施設

施設名 所在地 炊出 電話番号
能力

妹背牛小学校 妹背牛町字妹背牛 食 ３２－２４５６
４３２番地 200

妹背牛中学校 妹背牛町字妹背牛 食 ３２－２４４５
２５２番地 200

認定子ども園妹背牛保育所 妹背牛町字妹背牛 食 ３２－２５０１
４３１３番地の１２ 200

妹背牛町保健センター 妹背牛町字妹背牛 食 ３２－２４１１
５２００番地 300

妹背牛町農産物加工センター 妹背牛町字妹背牛 食 ３２－４２０１
３６１番地の５０ 200

２ 副食調味料供給計画

(1) 実施責任者

災害時における炊き出し、給食のための調味料、副食等は本部長（町長）が調達す

る。

(2) 調達方法

副食、調味料等の調達は、町内の小売業者又は卸売業者から購入するものとする。

なお、町内における調達が不可能であり、又は必要数量を満たし得ない場合にあって

は、空知総合振興局を経由して北海道知事に対してそのあっ旋を要請する。

３ 炊き出し計画

(1) 実施責任者

炊き出しの給与は本部長（町長）が行うが、その業務は、総務班があたり、炊き出

しは必要に応じて各団体の協力を求めて実施する。
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(2) 炊き出しの方法

炊き出しは、日本赤十字社奉仕団、婦人団体等の協力を得て保健センター等を利用

して行うものとする。なお、必要に応じてパン給食を行うものとする。

４ 給与状況の記録

炊き出し等を実施した場合は、次の様式により記録しておかなければならない。

様式第４号

炊 き 出 し 給 与 状 況

妹背牛町

施設名
合 計 実支出額

年月日

朝

昼

晩

朝

昼

晩

朝

計 昼

晩

５ 費用及び期間

救助法の定めに準じ行うものとする。
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第７節 衣料生活必需品等物資供給計画

災害時における被災者に対する被服その他生活必需品の供給確保に関する事項は、この

計画に定めるところによる。

１ 実施責任者

(1) 救助法が適用された場合は、町長が北海道知事の委任により実施するものとする。

(2) 救助法が適用されない場合の被災者に対する被服その他生活必需品の確保供給につ

いて、町長（担当：民生班）が行うものとし、物資の調達が困難なときは北海道知事

にあっ旋及び調達を要請するものとする。

２ 実施の方法

(1) 救助法が実施された場合は、北海道地域防災計画の定めるところによる。

(2) 町長が特に必要と認めるときは、被災状況に応じて次により給与又は貸与を行うも

のとする。

ア 災害により住家が全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水の被害を受けた者

イ 災害により被服、寝具その他生活必需物資を亡失し、日常生活を営むことが困難

と思われる者

３ 給与又は貸与物資の種類

被災者に給与又は貸与する救援物資の品目は、おおむね次のとおりとする。なお、避

難行動要支援者（高齢者、乳幼児、障がい者、妊産婦等）に対する生活必需品の調達に

ついては、十分配慮することとする。

(1) 寝具

(2) 外衣

(3) 肌着

(4) 身の回り品

(5) 炊事道具

(6) 食器

(7) 日用品

(8) 光熱材料

４ 衣料、生活必需品等の調達先

災害の規模に応じて町内の各衣料品店及び日用品取扱店を調達先とする。なお、調達

困難な場合は北海道知事に依頼し、調達するものとする。
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５ 給与又は貸与台帳の整備

(1) 地区取扱責任者

救援物資の給与又は貸与は、区長等の協力を得て迅速かつ的確に行うものとする。

(2) 給与又は貸与台帳の整備

救援物資の給与又は貸与に当たっては、次の簿冊を整え、その経過を明らかにして

処理するものとする。

ア 世帯構成員別被害状況（様式第５号）

イ 物資購入（配分）計画表（様式第６号）

ウ 物資受払簿（様式第７号）

エ 物資給与及び受領簿（様式第８号）

様式第５号

世帯構成員別被害状況

年 月 日 妹背牛町

世帯構成員別 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
人 人 人 人 人 人 人 人
世 世 世 世 世 世 世 世

被害別 帯 帯 帯 帯 帯 帯 帯 帯

全壊（焼）

流失

半壊（焼）

床上浸水

様式第６号

物資購入（配分）計画表

世 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯
計

帯 円 円 円

品 単 区 数 世 所 金 数 世 所 金 数 世 所 金 数 世 所 金
名 価 帯 要 帯 要 帯 要 帯 要

分 量 数 数 額 量 数 数 額 量 数 数 額 量 数 数 額

計

小

学

校

中

学

校

妹背牛町

計
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様式第７号

物 資 受 払 簿

品 名 単位呼称 枚
備 考

年 月 日 摘 要 受 払 残

（注）１「摘要」欄は、購入先、受入先及び払出先を記入すること

２ 最終行欄は、道からの受入分及び町調達分別に受・払・残の計及び金額を明

らかにしておくこと。

様式第８号

物資給与及び受領簿

住宅被害 １ 全壊（焼） ２ 流失 世帯

程度区分 ３ 半壊（焼） ４ 床上（下）浸水 構成員数

災害救助用物資として、次のとおり受領しました。

年 月 日

住 所

世帯主氏名 ○印

給与年月日 品 目 数量 備考 給与年月日 品 目 数量 備考

（注）罹災者の受領年月日は、その世帯に対し最後に給与された物資の受領年月日とす

ること。

６ 費用及び期間

救助法の定めに準じ行うものとする。

妹背牛町

妹背牛町
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第８節 給水計画

災害により給水施設が被災し飲料水の供給が不可能となったとき、又は飲料水が枯渇し

若しくは汚染して飲料水の供給が不可能となったときに、住民に最小限度の飲料水を供給

するための必要な事項は、本計画の定めるところによる。

１ 実施責任者

応急給水は、町長（担当 給水班）が実施する。給水班員は、相互連絡を密にし、浄

水の確保と給水に万全を期するものとする。（救助法が適用され、北海道知事の委任を

受けた場合も同様とする。）

２ 給水方法

(1) 水道施設に被害のない場合

消防水槽車によって給水する。

(2) 水道施設のうち給配水管のみに被害のあった場合

被災地域は直ちに断水し、関係町民に被害状況を周知徹底させ、消防水槽車又は給

水用資器材により搬送給水する。

(3) 水道施設全部が被災した場合

湧水又は表流水のろ過消毒を行い給水するほか、近隣市町に要請して飲料水の供給

を受ける。搬送給水は、消防水槽車・消防タンク車・トラックによるほか、必要に応

じ自衛隊の出動の要請を得て行う。

３ 給水施設の応急復旧

水道施設の復旧については、共用栓、消火栓及び医療施設等緊急を要するものを優先

的に行うものとする。

４ 応援の要請

町長は、自ら飲料水の供給を実施することが困難な場合は、近隣市町又は道へ飲料水

の供給の実施又はこれに要する要員若しくは給水資機材の応援を要請するものとする。

５ 住民への周知

給水に際しては、給水時間又は給水場所を事前に住民に周知する。また、飲料水をは

じめとする生活用水について、災害発生後３日間分程度、個人において準備しておくよ

う、平時から周知啓発に努めるものとする。
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第９節 医療救護計画

災害のため、その地域の医療機関の機能が停止し、混乱し又は医療機関が著しく不足し

たため、被災地の住民が医療の途を失った場合又は集団的に多数の死傷者が発生した場合

に、防災関係機関等が迅速かつ的確な応急的緊急医療措置を実施し、医療救護に関し万全

を期するための対策は、この計画の定めるところによる。

１ 実施責任者

医療救護は、町長（担当 医療班）が行い、救助法が適用された場合は、北海道知事

の委任により町長が実施するほか、北海道知事の委任を受けた日本赤十字社北海道支部

が実施する。

２ 医療救護の対象者

(1) 対象者

医療救護の対象は、医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医療

の途を失った者とする。

(2) 対象者の把握

対象者の把握は、所管の如何を問わず、できる限り正確かつ迅速に把握し町長に通

知するものとする。この場合において通知を受けた町長は、直ちに援護に関し医師、

看護師等の派遣要請、救護所の開設、患者の救急搬送、通信連絡の確保、医療資器材

の確保及び手配その他の必要な措置を講ずるよう関係部・班に指示するものとする。

３ 応急救護所の設置

町長は、災害の規模等に応じて必要があると判断したときは、応急救護所を設置する

ものとする。

応急救護所は、町内医療機関を原則とするが、災害の状況等により、学校、体育館等

の公共施設を使用する。

４ 深川医師会に対する出動要請

町長は、災害の規模等により、応急医療の必要があるときは、「災害時の医療、救護

活動に関する協定書」に基づき深川医師会長に対し、次のとおり救護班の編成及び医療

活動の実施を要請するものとする。なお、救護班の構成は、同医師会長の定めるところ

による。また、災害規模等必要に応じ、北海道知事及び自衛隊に対し救出、搬出及び医

療物資の運送等の応援要請を行うものとする。
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(1) 要請項目

ア 災害発生の日時、場所、原因及び状況

イ 出動の日時及び場所

ウ 出動に要する人員及び資器材

エ その他必要事項

(2) 救護班の業務

ア トリアージ（患者の重症度、緊急度により治療の優先順位を決めること。）

イ 傷病者に対する緊急措置及び医療

ウ 傷病者の医療機関への転送の要否及び転送順位の決定

エ 助産救護

オ 被災住民等の健康管理

カ 死亡の確認

キ その他状況に応じた措置

(3) 医療救護活動の記録

救護班の医療救護活動については、事後速やかに次に掲げる内容を示した報告書を

町長に提出するものとする。

ア 出動場所及び期間

イ 出動者の種類及び人員

ウ 受診者数（死亡、重傷及び軽傷別）

エ 使用した薬剤、治療材料及び医療器具等の消耗、破損等の内容

オ 医療救護活動の概要

カ その他必要事項

５ 医薬品等の確保

医療救護に必要な医薬品及び医療資機材等の確保は、町内医薬品等の取扱業者から調

達するものとするが、町内での調達が困難な場合は、町長は北海道知事に対しあっ旋又

は提供を要請するものとする。

６ 関係機関の応援

町長は、災害規模等必要に応じ、北海道知事に対し次の関係機関の応援要請を行う。

(1) 救護班の支援（赤十字病院、道立病院）

(2) 患者移送（北海道、北海道警察及び陸上自衛隊）

(3) 災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣

７ 災害通信伝達及び傷病者の把握

(1) 災害通信伝達

通信連絡体制及び方法については、第３章 災害情報通信計画に定めるところによ

るものとする。
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なお、各関係機関のもつ専用通信施設及び移動無線等を使用し、有効適切な通信体

制を確保するものとする。

(2) 傷病者の把握

傷病者の把握に当たっては、救急状況調書（様式第９号）を作成の上、記録集計表

（様式第１０号）に記載するものとする。

(3) 傷病者等の搬送系統

災害等

救出者

救護班によるトリ

アージの実施

死亡者 重症者 中等症者 軽症者

遺体安置所 救護所にて 救護所にて
手当 手当

搬送（医師・消防・警察）
（救急車・一般車・バス・徒歩・その他）

医療機関
（後方病院等）

８ 経費の負担及び損害賠償

(1) 医療救護対策に従事した医師等に対する実費弁償及び損害補償の負担は、次の区分

によることを原則とする。

ア 妹背牛町

町が対策を実施する責務を有する災害の場合

イ 北海道

救助法が適用された災害の場合

救出者の傷病等の程度が直ち

に識別できるようそれぞれに

異なるタッグをつける

必要に応じて
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ウ 企業体等

企業体等の施設等において発生した災害の場合及び災害発生の原因が企業体等に

ある場合

(2) 実費弁償

要請に基づき出動した医師等に対する手当は、救助法施行令（昭和 22 年政令第 225
号）第 11 条の規定に基づき、北海道知事が定めた額又は救助法の規定に準じた額に

よる。また、医療救護活動のため使用した薬剤、治療材料及び医療器具の消耗破損に

ついては、その実費を時価で、それぞれ(1)の負担区分により弁償するものとする。

(3) 医療救護活動のため出動した医師等がそのために死亡、負傷若しくは疾病にかかり、

又は廃疾となったときはこれによって受ける損害を、医療救護活動のため出動した医

師に係る物件がそのために損害を受けたときは、その損害の程度に応じた額をそれぞ

れ(1)の負担区分により補償する。

参考

医療機関等の状況

医療期間等の状況 所 在 地 診療科目 電話番号

妹 背 牛 診 療 所 字妹背牛３６１番地の２２ 内科 ３２－２４７５

その他の医院

医療機関名 所 在 地 診療科目 電話番号

定 岡 歯 科 医 院 字妹背牛４１９番地 歯科 ３２－４１１８

杉 澤 歯 科 医 院 字妹背牛３８５番地 歯科 ３２－２８３２

薬品及び衛生材料販売業者

名 称 所 在 地 電話番号 備 考

野 寺 薬 局 字妹背牛３８２番地 ３２－２０４０

垣 野 薬 房 字妹背牛３６９番地の１３ ３２－２０１０
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様式第９号

救 急 状 況 調 書

認識 年 性 住所又は 傷病 収容医療
取扱者 番号 職業 氏 名 傷病者等

No. 齢 別 の住所 程度 機関名

男 死 ･ 重 病院

死 ･ 重 医院

女 診療所

様式第１０号

記 録 集 計 表

月 日現在 死 亡
重傷 中傷 軽傷 合計 収容場所 出動隊名

被 災 状 況 現 場 医療機関

人 人 人 人 人 人

男 男 男 男 男 男

女 女 女 女 女 女

計 計 計 計 計 計
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第１０節 防疫計画

災害時における被災地の感染症の予防及び防疫活動の実施については、本計画の定める

ところによる。

１ 実施責任者

(1) 被災地の防疫は、町長（担当：医療班）が北海道知事の指導及び指示に基づき実施

するものとする。

(2) 被害が甚大で、町長のみで防疫の実施が不可能又は困難なときは、北海道知事の応

援を得て実施するものとする。

２ 防疫の実施組織

災害防疫実施のための各種作業実施組織として、町長は次の班等を編成するものとす

る。

(1) 伝染病予防委員の選任

町長は、北海道知事の指示に従って伝染病予防委員を選任し、防疫活動に従事させ

るものとする。

(2) 防疫班の編成

町長は、被災地における防疫活動を的確に実施するため、次のとおり防疫班を編成

するものとする。

防疫担当班名 担当班長 担当班員

民生班 健康福祉課長 健康グループ

（注）防疫班の活動範囲は、主要箇所の外部消毒を主とし、家屋内部の消毒その他

は被災家族で処理するものとする。

３ 防疫の種別と方法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）

の規定に基づき、被災地の防疫については空知総合振興局保健環境部深川地域保健室の

指導を得て、次の要領により速やかに実施するものとする。

(1) 消毒活動

ア 浸水家屋、下水、その他不潔な場所の消毒は被災後直ちに実施し、特に衛生害虫の

発生するおそれがある場所に対しては、殺虫油剤や乳剤を散布する。

イ 避難所の便所その他不潔な場所の消毒は、逆性石鹸（オスバン、ハイアミン等）を

用い 1 日 1 回以上実施する。
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(2) 各世帯における家屋等の消毒

ア 汚染された台所、浴室及び食器棚は逆性石鹸を用いて拭浄する。また、床下には湿

潤の程度に応じ、所要の石灰を散布するよう指導する。

(3) 検病及び検水調査並びに健康診断

避難所、浸水地域その他の感染症の発生が予想される危険地域については、空知総合

振興局保健環境部深川地域保健室の協力により検病及び検水調査並びに健康診断を実施

し、感染症の予防に万全の措置を講ずるものとする。

(4) 臨時予防接種

災害の状況により、被災地における感染症の発生を予防するため、必要に応じ空知総

合振興局保健環境部深川地域保健室の指導により、種類、対象及び期間を定めて臨時予

防接種を行うものとする。

(5) 集団給食

給食従事者は、原則として健康診断を終了した者をもってあて、できるだけ専従させ

るものとする。また、配膳等の衛生保持及び残廃物等の衛生的処理についても十分徹底

させるものとする。

４ 感染症患者等の発生時における対応

町長は、感染症患者又は病原体保持者が発生したときは、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）に基づき、空知総合振興局

保健環境部深川地域保健室と速やかに連携して対応する。

５ 防疫用資機材の調達

防疫を行うに当たり、消毒器等の防疫用資機材が不足した場合は、空知総合振興局保

健環境部深川地域保健室又は隣接市町等より借用するものとする。

６ 家畜及び畜舎の防疫

被災地における家畜は、畜舎、たい肥場等から発生する病原菌により汚染され、感染

症が集団的に発生するおそれがあるので、危険地区、準危険地区、一般地区等に区分し

て消毒を実施する。
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第１１節 廃棄物処理及び環境保全計画

災害時における被災地のごみの収集処理、し尿の収集処理、死亡獣畜の処理等の清掃業

務については、この計画の定めるところによる。

１ 実施責任者

災害地における清掃は、町長（担当：民生班）が実施するものとするが、被害が甚大

で清掃活動が困難な場合は、道又は近隣市町に応援を要請する。

２ 清掃作業班の編成等

(1) 清掃作業を効果的に実施するため、ごみ処理班及びし尿処理班等清掃作業班を必要

に応じ編成し、処理に当たるものとする。

(2) 作業に当たっては、速やかに被災地の現状把握を行い、収集計画を樹立し、出動体

制を整えるものとする。

(3) 必要に応じて空き地等を利用し、ごみ集積地を設けるとともに避難所等については、

臨時的にごみ入れ容器（50 リットルポリ容器等）を設置する。

３ 清掃の方法

(1) ごみの処理方法

被災地のごみ収集に当たっては、地域住民に協力を要請し、食物の残廃物及び感染

症の源となるものから収集するものとする。また、必要に応じ一般車両の出動を要請

し、収集に万全を期するものとする。なお、処理は北空知衛生センター組合及び北空

知衛生施設組合の処理施設を使用するが、災害の状況により埋め立て又は一時貯蔵し

後日処理するものとする。

(2) し尿の収集処理

被災地域の完全収集に努めるものとするが、処理能力が及ばない場合は、一時的に

便槽内量の２～３割程度の収集を行い、各戸の便所の使用を早急に可能にするととも

に、災害の状況により野外に仮設の便所を設置するものとする。

なお、処理は北空知衛生センター組合のし尿処理場を使用して完全処理に努めるも

のとするが、災害の状況により不可能な場合は、一時貯留して後日処理するものとす

る。

４ 死亡獣畜の処理

死亡獣畜の処理は、所有者が行うものであるが、所有者が判明しないとき、又は所有

者が実施することが困難なときは、町長が実施するものとする。この場合において、空

知総合振興局保健環境部深川地域保健室の指導のもと、移動できるものについては、埋

却又は焼却等の方法で処理し、移動できないものについては臨機の措置を講ずるものと
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する。

なお、埋却する場合は、１ｍ以上覆土するものとする。

５ 飼育動物の取扱い

(1) 動物の管理者は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）及

び北海道動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、災害発生時においても動物の健

康及び安全を保持し、適切に取り扱うものとする。

(2) 災害発生時における動物の避難は、北海道動物の愛護及び管理に関する条例第６条

第１項第４号の規定により、動物の管理者が自己の責任において行うものとする。

(3) 災害発生時において、道及び町は関係団体の協力を得て逸走犬等の保護・収容をす

るなど適切な措置を講ずるとともに、住民等に対し逸走犬等の収容について周知を図

るものとする。
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第１２節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画

災害により行方不明の状態にあり、かつ、周囲の状況によりすでに死亡していると推定

される者の捜索、遺体に関する処理及び埋葬の実施については、この計画の定めるところ

による。

１ 実施責任者

町長（担当：民生班）が行い、救助法が適用された場合は、北海道知事の委任を受け

て町長が行うほか警察官が実施する。なお、死体の処理のうち、洗浄等の処置及び検案

については、知事の委託を受けた日本赤十字社北海道支部が行うものとする。

２ 行方不明者の捜索

(1) 実施の方法

行方不明者の捜索は、町長が警察官と協力し、消防機関及び被災の状況によっては

地域住民の応援を得て捜索班を編制し、実施するものとする。

(2) 応援要請

本町において被災し、行方が不明になった者が流失等により他の市町村に漂着して

いると考えられる場合は、関係市町に対し次の事項を明示して捜索を要請する。

ア 行方不明者が漂着し、又は埋没していると思われる場所

イ 行方不明者数及び氏名、性別、年齢、容ぼう、特徴、着衣等

３ 変死体の届出

変死体については、直ちに警察官に届け出るものとし、検死後その処理に当たるもの

とする。

４ 遺体の収容及び処理

(1) 実施担当

ア 遺体の身元が判明している場合は、原則として遺族に連絡の上引き渡すものとす

る。

イ 災害による社会混乱のため、遺族が遺体の処理を行うことができないときは、町

長が行うものとする。

(2) 遺体の収容及び処理

ア 身元確認

遺体の識別のため、遺体の洗浄、縫合及び消毒をし、並びに遺体の撮影により身

元確認の措置をとるものとする。

イ 一時保存

遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時間に
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埋葬ができない場合は、遺体を特定の場所（町内の寺院、公共建物又は公園その他

の遺体の収容に適当な場所）に安置し埋葬の処理をするまで保存するものとする。

ウ 検案

遺体について、死因その他の医学的検査を行うものとする。

５ 遺体の埋葬

災害の際に死亡した者で町長が必要と認めた場合は、応急的に遺体を埋葬するものと

する。なお、埋葬に当たっては、次の点に留意するものとする。

(1) 事故死等の遺体については、警察関係から引き継ぎを受けた後埋葬する。

(2) 身元不明の遺体については、警察その他関係機関に連絡して、その調査に当たるも

のとする。

(3) 被災地以外の地に漂着した遺体のうち、身元が判明しないものの埋葬は、行旅死亡

人扱いとする。
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第１３節 障害物除去計画

災害により道路、住居又はその周辺に運ばれた土砂、樹木等で住民の生活に著しい支障

を与えると思われる障害物の除去については、この計画の定めるところによる。

１ 実施責任者

(1) 障害物の除去は、町長（担当：土木班）が行い、救助法が適用されたときは、町長

が北海道知事の委任により行うものとする。

(2) 道路及び河川その他公共施設に障害を及ぼしている又は及ぼすおそれがある場合

は、道路法、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）その他関係法令に定めるそれぞれの

施設の管理者がこれを行うものとする。

(3) 軌道等に障害を及ぼしているものの除去は、当該施設の所有者が行うものとする。

２ 除去の対象

災害時における障害物の除去は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 住民の生命、財産等を保護するため、速やかに障害物の排除を必要とするとき。

(2) 障害物の除去が交通の安全と輸送の確保に必要なとき。

(3) 河川における障害物の除去は、河川の流水を良くし、溢水を防止し、又は河川の決

壊を防止するため必要なとき。

(4) その他公共的立場から除去が必要なとき。

３ 除去の方法

(1) 実施責任者は、自ら応急対策器具を使用し、又は状況に応じ自衛隊及び土木業者の

協力及び応援を得て速やかに障害物を除去するものとする。

(2) 障害物の除去の方法は、原状回復ではなく応急的な除去に限るものとする。

４ 障害物の集積場所等

(1) 除去した障害物は、それぞれの実施機関において付近の遊休地又はグラウンド等を

利用し、集積するものとする。

(2) 工作物等の保管は、盗難の危険のない場所に保管し、保管を始めた日から１４日間

その旨を公示するものとする。

(3) 保管した工作物等が滅失・破損するおそれのあるとき、又はその保管に不相当の費

用・手数を要するときは、その工作物を売却し代金は保管する。

５ 費用及び期間

救助法の定めに準じて行うものとする。
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第１４節 輸送計画

災害時において災害応急対策、復旧対策等の万全を期すため住民の避難、災害応急対策

要員の移送及び救援、救出のための資材器具及び物資の輸送（以下「災害時輸送」という。）

を迅速かつ確実に行うための方法、範囲等は、この計画の定めるところによる。

１ 実施責任者

災害時輸送は、災害応急対策を実施する機関の長が行うものとする。（基本法第 50 条

第２項）災害時輸送の統括は、総務班が行うものとする。

２ 輸送の方法

(1) 車両による輸送

災害時輸送は、一時的には自己機関の所有する車両を使用し、被災地までの距離、

災害の状況等により自己機関の所有する台数では不足する場合又は他機関の所有する

輸送施設等を活用した方が効率的である場合は、他機関に応援を要請し、又は民間の

車両の借り上げを行うなど輸送に支障のないように行うものとする。

(2) 人力輸送

災害の状況により車両による輸送が不可能な事態が生じたときは、労務供給計画の

定めるところにより人力による輸送を行うものとする。

(3) 空中輸送

地上輸送の全てにおいて不可能な事態が生じた場合などで緊急輸送の必要がある場

合には、北海道又は北海道を通じて自衛隊若しくは北海道警察に対し航空機輸送の要

請を行うものとする。

(4) 船艇輸送

水害時における水中孤立者に対する食糧の供給等必要がある場合は、消防機関に要

請して船艇により輸送を行うものとする。
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第１５節 消防防災ヘリコプター活用計画

災害時における消防防災ヘリコプターの活用については、この計画の定めるところによ

る。

１ 運航体制

消防防災ヘリコプターの運航は、「北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱」及び

「北海道消防防災ヘリコプター緊急運航要領」の定めるところによるものとする。

２ 緊急運航の要請

町長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合で次の各号のいずれかに該当す

る場合は、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき北海道知事に対し要請す

るものとする。

(1) 災害が隣接する市町に拡大し、又は影響を与えるおそれがある場合

(2) 町の消防力等では災害防止が著しく困難な場合

(3) ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合

３ 要請方法

北海道知事に対する要請は、電話により次の事項を明らかにして行うとともに、速や

かにファクシミリにより北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票（様式１１号）を

提出するものとする。

(1) 災害の種類

(2) 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況

(3) 災害現場の気象状況

(4) 災害現場の最高指揮者の職、氏名及び災害現場との連絡方法

(5) 消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制

(6) 応援に要する資機材の品目及び数量

(7) その他必要な事項

４ 要請先

北海道総務部危機対策局防災消防課防災航空室

TEL ０１１－７８２－３２３３ FAX ０１１－７８２－３２３４

総合行政情報ネットワーク電話 ６－２１０－３９－８９７，８９８
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５ 報告

町長は、災害が収束した場合には、北海道消防防災ヘリコプター緊急運航に係る災害

等状況報告書（様式第１２号）により、総括管理者（北海道総務部危機管理監）に報告

するものとする。

６ 消防防災ヘリコプターの活動内容

消防防災ヘリコプターの活動内容は次のとおりである。

(1) 災害応急対策活動

ア 被災状況の調査などの情報収集活動等

イ 救援物資、人員、資機材等の搬送等

(2) 救急活動・救助活動

ア 傷病者、医師等の搬送等

イ 被災者の救助・救出等

(3) 火災防御活動

ア 空中消火等

イ 消火資機材、人員等の搬送等

(4) 広域航空消防防災応援活動（ヘリコプター等の活用が有効と認める場合）

７ 救急患者の緊急搬送手続等

(1) 応援要請

町長は、北海道知事に対して救急患者の緊急搬送のため消防防災ヘリコプターの運

航を要請する場合は、「北海道消防防災ヘリコプターによる救急患者の緊急搬送手続

要領」に基づき行うものとする。

(2) 救急患者の緊急搬送手続き

ア 町長は、医療機関等から救急患者の緊急搬送のためヘリコプターの出動要請を受

けた場合、又は生命が危険な傷病者を搬送する必要があると認められる場合は、知

事（総務部危機対策局防災消防課防災航空室）に対して消防防災ヘリコプターの出

動を要請し、その後空知総合振興局（地域政策課）及び深川警察署にその旨を連絡

するものとする。

イ 消防防災ヘリコプターの要請は電話により行うとともに、ファクシミリにより緊

急患者の緊急搬送情報伝達票（様式第１３号）を提出するものとする。

ウ 町長は、消防防災ヘリコプターの離着陸場を確保し、その安全対策を講ずるとと

もに、救急車等の手配を行うものとする。

エ 町長は、北海道知事（総務部危機対策局防災消防課防災航空室）から運航の可否、

運航スケジュール等の連絡を受けた場合は、その内容を依頼医療機関等に連絡する

ものとする。

８ ヘリコプターの離着陸可能地

本町におけるヘリコプターの離着陸可能地は、次のとおりである。
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番号 名 称 住 所 冬期間使用 整備状況

１ 妹背牛小学校グラウンド 字妹背牛 431 番地の 1 除雪 無 土

北緯 ４３度４１分２３秒０９ 東経 １４１度５７分５１秒３３

２ 妹背牛中学校グラウンド 字妹背牛 252 番地の 3 除雪 無 土

北緯 ４３度４１分４７秒１９ 東経 １４１度５８分０３秒６７

３ 小藤地区運動広場 字ﾁｸｼﾍﾞﾂ 527 番地の 4 除雪 無 土

北緯 ４３度４２分４８秒８６ 東経 １４２度０９分４９秒４９

４ 新千代地区運動広場 字妹背牛 3 番地の 357 除雪 無 土

北緯 ４３度４３分２４秒５４ 東経 １４１度５８分０１秒６６

９ 安全対策

町長は、ヘリコプター等の災害応援活動の円滑な対応のため、受入体制等の確保を整

えるとともに、活動に係る安全対策を講じるものとする。

(1) 離着陸場の確保

安全対策等の措置が常時なされている場所、または災害発生時において迅速に措置

できる離着陸場を確保する。

(2) 安全対策

ヘリコプターの離着陸に支障が生じないための必要な措置、地上の支援体制等を講

じるものとする。

10 消防防災ヘリコプター運航系統図

消防防災ヘリコプターの緊急運航要請に係る系統図は、次のとおりである。
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消防防災ヘリコプターの運航系統

○消防防災関係業務

連絡調整
消 防 市 町 村

１ 電話
２ FAX（伝達票～別紙）

防災航空室 電話 空知総合振興局
電話 011(782)3233 道（消防防災課） 電話 0126(20)0033

FAX 011(782)3234

札幌市消防局ヘリ 道警（航空隊） 陸上自衛隊
指令情報センター
電話 011(215)2080 航空自衛隊

FAX 011(261)9119
航空隊 海上保安庁
電話 011(784)0119

FAX 011(784)0290

○緊急患者の搬送

医 療 機 関 消 防 離着陸場の
管理者

１電話
２ＦＡＸ（伝達用～別紙）

空知総合振興局

防災航空室 電話
電話 011(782)3233 0126(20)0033
FAX 011(782)3234

医療機関の連絡対応
１．受入病院に連絡

２．消防に連絡 陸 上 自 衛 隊

３．防災航空室に FAX
４．消防に FAX 航 空 自 衛 隊

札幌市消防局ヘリ 道 警 ヘ リ 海 上 保 安 庁

※防災航空室への連絡要請・報告は、深川地区消防組合又は妹背牛支署が行う(原則)

《連絡》

FAX（伝達票～別紙）

〈連絡〉〈要請〉

電 話

要

請

回

答

回

答

要

請

要

請

回

答

要

請

回

答
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様式第１１号
（第○○報）

北海道消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票

要請日時： 年 月 日 時 分
次のとおり、ヘリコプター

の 要 請 機 関 名

出動を要請します。 担 当 者 職 氏 名

連 絡 先

災害 覚 知 年 月 日 時 分

の状 災害発生日時 年 月 日 時 分

況・ 災害発生場所

派遣 災 害 名

理由 災害発生状況
・措置状況

派遣を必要とする 希望する活
区域 動内容

気 象 の 状 況

離 着 陸 場 名

離着陸場周辺の状況 特 記 事 項 （照明・H マーク・吹き流し・離着陸場の状況）

現地での資機材
必要とする資機材 確保状況

特 記 事 項

傷病者の搬送先 救急自動車等の
手配状況

他に応援要請して
いる機関名

他機関の応援状況
現場付近で活動中
の航空機の状況

現地最高指揮者 (機関名) (職氏名)

無 線 連 絡 方 法 （周波数） Hz

その他参考となる
事項

所 属 職 氏 名 年齢 所 属 職 氏 名 年齢
搭

乗

者
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様式第１２号

第 号

年 月 日

北海道消防防災ヘリコプター緊急運航に係る災害等状況報告書

総括管理者

北海道総務部危機管理監 様

妹背牛町長

北海道消防防災ヘリコプター緊急運航要領第８条の規定に基づき、次のとおり報告します。

災 害 発 生 日 時 年 月 日 （ ) 時 分

災 害 発 生 場 所

派 遣 区 域

離 着 陸 場

使用した資機材

傷病者の搬送先

〔地元の活動状況（消防防災ヘリコプター運航に係る分）〕

消防防災ヘリコプ

ターに係る活動内

容等 〔消防防災ヘリコプターによる活動内容〕

災害発生状況措置

状況

その他参考となる

事項

所 属 職 氏 名 年齢 所 属 職 氏 名 年齢

搭

乗

者
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様式第１３号

救急患者の緊急搬送情報伝達票

（第 報）

要請 年月日 年 月 日 時 分

１ 要請市町村名 電話 FAX
担当者 課名 職名 氏名

２ 依頼病院名 電話 FAX
所在地
担当者（医師名） 医師 名

３ 受入医療機関名
所在地
電話 FAX
受入医療機関の了承 有 ・ 無

生年月日 年 月 日生 男・女

４ 患者氏名 体重 kg 職業
ふ り が な

住 所
ふりがな

病 名 現状
ふりがな

経過

５ 付添搭乗者（医師、看護師の所属： 依頼病院 ・ 受入医療機関 ）

医 師 年齢 歳 体重 kg
氏

看 護 師 年齢 歳 体重 kg
名

付 添 人 続柄 年齢 歳 体重 kg

６ 運航上の必要事項

（1）患者に装備されている医療機器の状況

①点滴 （規格 × 、重量 ｇ）

②保育器 （規格 H × W × L 、重量 ｇ）

③酸素吸入器（規格 × 、重量 ｇ）

④その他（名称 、規格 × 、重量 ｇ）

（2）積載される機器の種類、重量、規格

①依頼病院 kg kg kg
②受入医療機関 kg kg kg

現地離着陸場 メモ

注）市町村は、No.１から No.６の項目を記載の上要請すること。
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救急患者の緊急搬送処理簿（北海道防災航空室）

※確認事項
気象 ・ 丘珠空港 ・ 着陸地 （ 管制 ・ CAB ・ 空港施設 ）
救急車（ 現地 ・ 着陸地 ） ・ 給油

７ フライト決定 年 月 日 時 分

運航機関名 機種

８ ヘリコプター等のフライト決定通知
防災航空室から町 年 月 日 時 分

【伝達方法 ： 電話 （伝達先氏名 ） ・ FAX 】

９ ヘリコプター等のフライト情報の伝達
（電話伝達先氏名） 《 TEL 231-4111 内 22-561 》

◎総括管理者（防災消防課） 《 FAX 231-4314 》
（電話伝達先氏名） 《 TEL 0126-20-0033 》

◎空知総合振興局（地域政策課） 《 FAX 0126-25-8144 》
（電話伝達先氏名） 《 TEL 787-0110 》

◎道警察航空隊 《 FAX 787-0121 》
（電話伝達先氏名） 《 TEL 784-0119 》

◎札幌消防航空隊 《 FAX 784-0290 》
◎陸上自衛隊 （電話伝達先氏名） 《 TEL 511-7116 内 2613 》

総監部運用室運用班 《 FAX 511-7116 内 2803 》
◎航空自衛隊第２航空団 （電話伝達先氏名） 《 TEL 0123-23-3101 内 2231 》

防衛班 《 FAX 0123-23-3101 内 2769 》
◎第一管区海上保安本部 （電話伝達先氏名） 《 TEL 0134-27-6172 》

救難課 《 FAX 0143-21-2835 》

10 ヘリコプター等の発着時間

救急車 ヘリコプター

場 所 時 刻 場 所 時 刻

（丘珠） （発） ：

（病院等） （発） ： （給油） （着） ：
現

（発） ：

（ヘリポート） （着） ： （現地） （着） ：
地

（ヘリポート） （発） ： （現地） （発） ：
目

的
（病院等） （着） ： （目的地） （着） ：

地

時刻 ： 上段・予定時刻、下段・実時刻

メモ

注）防災航空室及び市町村は、フライト決定後、No.7 以降の欄に処理内容を記載すること。

様式第１４号
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第１６節 労務供給計画

災害発生時における災害応急対策実施に必要とする場合の労務の提供は、この計画の定

めるところによる。

１ 実施責任者

町が実施する災害応急対策に必要な労務者の雇い上げ及び民間団体への協力依頼につ

いては、町長（担当：総務班）が行う。

２ 民間団体への協力要請

(1) 動員等の順序

災害応急対策の要員を確保する場合の順序として、まず奉仕団の動員、次に被災地

区以外の住民の協力を得るものとし、特に必要な場合に労務者の雇い上げをするもの

とする。

(2) 動員の要請

災害対策本部の各班において奉仕団等の労力を必要とするときは、次の事項を示し

総務班を通じて要請するものとする。

ア 動員を必要とする理由

イ 作業の内容

ウ 作業場所

エ 就労予定期間

オ 所要人員

カ 集合場所

キ その他参考事項

(3) 区長等の要請先及び活動

ア 区長等の要請

「第２章 防災組織 第３節 住民組織等への協力要請」による。

イ 区長等の活動内容

区長等の活動内容は次のとおりとし、作業の種別により適宜協力を求める。

（ア）避難所に収容された被災者の世話

（イ）被災者への炊き出し

（ウ）救援物資の整理、配送及び支給

（エ）被災者への飲料水の供給

（オ）被災者への医療、助産の協力

（カ）避難所の清掃

（キ）町の依頼による被害者状況調査

（ク）その他災害応急措置の応援
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３ 労務者の雇い上げ

活動要員等の人員が不足し、又は特殊作業のため労働力が必要なときは、労務者を雇

い上げるものとする。

(1) 労務者の雇い上げの範囲

ア 被災者の避難誘導のための労務者

イ 医療、助産のための移送労務者

ウ 被災者救出用機械、器具、資材の操作のための労務者

エ 飲料水の運搬、器材操作、浄水用薬品の配布等のための労務者

オ 救援物資支給のための労務者

カ 行方不明者の捜索及び処理のための労務者

(2) 滝川公共職業安定所深川出張所長への要請

町において労務者の雇い上げができないときは、次の事項を明らかにして滝川公共

職業安定所長に求人の申込をするものとする。

ア 職業別所要労務者数

イ 作業場所及び作業内容

ウ 期間及び賃金等の労働条件

エ 宿泊施設等の状況

オ その他必要な事項

(3) 賃金及びその他費用負担

ア 労務員に対する費用は、その求人を行った者が負担するものとする。

イ 労務員に対する賃金は、当町における同種の業務及び同程度の技能に係る水準を

基本とする。
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第１７節 文教対策計画

災害の発生に伴い、学校施設に被害があり、児童生徒等の安全の確保や被害により通常

の教育に支障を来した場合の応急対策は、この計画の定めるところによる。

１ 実施責任者

(1) 小・中学校における応急教育及び町立文教施設の応急復旧対策は、教育委員会が行

う。

救助法が適用された場合は、北海道知事の委任を受けて町長（担当：教育班）が行

う。

(2) 学校ごとの災害発生に伴う適切な措置については、学校長が具体的な応急計画を立

てて行うものとする。

２ 応急教育対策

(1) 休校措置

ア 休校の基準

災害が発生し、又は発生が予想される気象条件となったときは、学校長は教育委

員会と協議し、必要に応じて休校措置をとるものとする。

イ 授業開始後の措置

授業開始後において休校措置を決定し、児童又は生徒を帰宅させる場合において

は、注意事項を十分に徹底させ、低学年児童にあっては、教師が地区別に付き添う

などの措置を講ずるものとする。

ウ 周知の方法

休校措置を登校前に決定したときは、直ちにその旨を広報車、その他確実な方法

で各児童又は生徒に周知徹底させるものとする。

(2) 学校施設の確保

授業実施のための校舎等施設の確保は、災害の規模、被害の程度によって、おおむ

ね次の方法によるものとする。

ア 校舎の一部が使用できない場合

特別教室、屋内体育施設等を利用し、なお不足するときは二部授業等の方法をと

るものとする。

イ 校舎の全部又は大部分が使用不能の場合

最寄りの学校又は公共施設を利用するものとする。

利用する施設がないときは、応急仮校舎を建設する等の対策を講じ、又は空知教

育局を通じて北海道教育委員会に対し施設のあっ旋を要請する。

(3) 教職員の確保

教育委員会は、教職員の被災状況を把握するとともに、北海道教育委員会と緊密な
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連絡をとり教職員の確保に努める。

３ 教育の要領

(1) 被災した児童生徒の心のケアを行うため、カウンセラー等の派遣を要請する。

(2) 災害の状況に応じ特別教育計画を立て、できるだけ授業の確保に努める。授業が不

可能な場合にあっても家庭学習の方法等について指導し、学力の低下を防ぐように努

める。

(3) 特別教育計画による授業の実施に当たっては、次の点に留意する。

ア 教科書又は学用品の損失状況又は支給状況を考慮し、学習の内容程度が児童又は

生徒の過度の負担にならないようにする。

イ 教育の場所が町民会館等学校以外の施設を利用する場合は、授業の効率化及び児

童又は生徒の安全確保等に留意する。

ウ 通学道路その他の被害状況に応じ、通学の安全について遺漏のないよう指導する。

エ 学校が避難所に充てられた場合には、特に児童又は生徒の管理に注意するととも

に収容による授業の効率低下にならないように留意する。

オ 教育活動の実施にあたっては、被災による精神的な打撃によって児童生徒に生じ

やすい心理的な障害に十分配慮する。

(4) 災害復旧については、教育に支障がない限り可能な協力をするものとする。

４ 学校給食等の措置

(1) 給食施設又は設備が被災したときは、できる限り応急修理を行い、給食の継続を図

るものとする。

(2) 給食用物資が被災したときは、米穀、小麦及び牛乳については関係機関と連絡の上

緊急確保を図るものとし、その物資についても応急調達に努めるものとする。

(3) 衛生管理には、特に留意し食中毒などの事故防止に努めるものとする。

５ 衛生管理対策

学校が被災者収容施設として使用される場合は、次の点に留意をして保健管理をする

ものとする。

(1) 校舎内（特に水飲場及び便所）は常に清潔にして、必要に応じ消毒を実施すること。

(2) 校舎の一部に被災者を収容して授業を継続する場合は、収容場所との間をできるだ

け隔絶すること。

(3) 収容施設としての使用が終わったときは、校舎全体の清掃及び消毒を行うこと。

(4) 必要に応じて、児童又は生徒の健康診断を実施すること。
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６ 教科書及び学用品の調達並びに支給

(1) 支給対象者

住家が全焼・全壊・流失・半焼・半壊又は床上浸水により学用品を喪失し、又はき

損し、就学に支障のある小学校児童及び中学校生徒に対して支給する。

(2) 支給品名

ア 教科書

イ 文房具

ウ 通学用品

(3) 調達方法

ア 教科書の調達

被災学校別、学年別使用教科書別にその数量を速やかに調査し、北海道教育委員

会に報告するとともに、教科書供給書店に連絡して供給を受けるものとする。また、

他の市町村に対し、使用済みの教科書の供与を依頼する。

イ 学用品の調達

学用品の調達は町長（担当：教育班）が行うものとし、調達が困難なときは、北

海道知事に要請する。

(4) 支給方法

教育委員会は、学校長と緊密な連絡を保ち、支給の対象となる児童・生徒を調査把

握し、各学校長を通じて対象者に支給する。

(5) 救助法が適用されない場合

被災の状況により、救助法が適用された場合に準じて行うものとする。

７ 文化財等に対する措置

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、北海道文化財保護条例（昭和 30 年北海道

条例第 83 号）及び妹背牛町文化財保護条例（昭和 47 年妹背牛町条例第 14 号）による

文化財は、教育委員会においてその保全及び保護に当たるものとする。
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第１８節 住宅対策計画

災害により住宅を失い、又は破損のため居住できなくなった世帯に対する応急仮設住宅

の建設、住宅の応急修理は、この計画の定めるところによる。

１ 実施責任者

(1) 救助法を適用し、応急仮設住宅が必要な場合、その設置は原則として北海道知事が

行う。

(2) 町長（担当：土木班）は、災害のため住宅に被害を受け、自己の資金により住宅の

応急修理をすることのできない被害者に対しては、大工あるいは技術者を動員して応

急修理を実施するものとする。

なお、救助法が適用された場合、避難所の設置及び住宅の修理を実施する。

(3) 町長（担当：土木班）が仮設住宅を設置しようとする場合、事前に北海道知事の委

任を受けて実施することができる。

２ 実施の方法

(1) 避難所の設置

町長は、必要により住家が被害を受け、居住の場所を失った者を収容保護するため、

本章第５節の避難救出計画の定めるところにより、避難所を開設するものとする。

(2) 公営住宅等のあっせん

町長は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空家等の把握

に努め、災害時にあっせんできるようあらかじめ体制を整備するものとする。

(3) 応急仮設住宅

ア 入居対象者

次のいずれにも該当する者であること。

(ｱ)住家が全壊、全焼又は流失した者

(ｲ)居住する住家がない者

(ｳ)自己の資金では住宅を確保できない者で次に該当する者

a 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の被保護者及び要保護者

b 特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、高齢者、病弱者、障がい者、勤労者、

小企業者等

イ 入居者の選定

町長は、入居者の選考に当たっては、被災者の資力その他の生活条件を十分調査

の上、決定するものとする。

ウ 応急仮設住宅の建設

原則として応急仮設住宅の設置は、北海道知事が行う。また、建設場所について

は、原則として町有地とする。ただし、町有地で適当な場所がない場合は、適当な
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公有地及び私有地とする。

エ 建設戸数

道は町長からの要請に基づき設置戸数（借上げを含む。）を決定する。

オ 規模及び構造、存続期間

(ｱ)応急仮設住宅の標準規模は、１戸(室)につき 29.7 平方メートルを基準とする。

(ｲ)構造は、原則として軽量鉄骨組立方式による５連戸以下の連続建て若しくは共

同建てとし、その仕様は、「応急仮設住宅仕様基準」のとおりとする。ただし、

被害の程度その他必要と認めた場合は、１戸建て又は木造住宅により実施する。

(ｳ)応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事又は、借り上げに係る契約の締結を

完了した後３箇月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて２年以内とすること

ができる。ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律に基づき、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅について

は、更に期間を延長することができる。

(ｴ)維持管理

北海道知事が設置した場合、その維持管理は知事から委任を受けた町長が管理

する。

(ｵ)費用

費用は、救助法及び関係法令の定めるところとする。

カ 着工時期

救助法が適用された場合、災害発生の日から２０日以内に着工しなければなら

ない。また、同法が適用されない場合においても、適用の場合に準ずるものとす

る。

(4) 住宅の応急修理

ア 応急修理を受ける者

災害により住家が半壊又は半焼し、当面日常生活を営むことができない者で、

自らの資力では応急修理ができない者

イ 応急修理実施の方法

応急修理は、応急仮設住宅の建設に準じて行う。

ウ 修理の範囲と費用

(ｱ)実施期間

救助法が適用された場合は、災害発生の日から１月以内に完了するものとする。

(ｲ)修理の範囲

応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない部分で必要

最小限とする。

(ｳ)費用

費用は、救助法及び関係法令の定めるところとする。
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３ 施工及び資材の調達

施工及び資材の調達は、原則として町の指定登録業者から選定して行うものとする。

この場合において、町は建築資材等の調達が困難な場合は、道にあっ旋を依頼するも

のとする。

４ 応急仮設住宅及び住宅応急修理の記録

応急仮設住宅の建設及び住宅応急修理を実施した場合は、次によりその状況を記録し

ておくものとする。

（１）応急仮設住宅台帳(別記第１号様式）

（２）住宅応急修理記録簿（別記第２号様式）
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別記第１号様式

応急仮設住宅台帳

妹背牛町

応急仮設 世帯主 家 構造 敷地 着工 竣工 入居
族 所在地 面積 実支出額

住宅番号 氏 名 数 区分 区分 区分 月日 月日

人 円

計 世帯

注１ 「応急仮設住宅番号」欄は、応急仮設住宅に付した番号とし、設置箇所を明らか

にした簡単な図面を作成し添付すること。

２ 「家族数」欄は、入居時における世帯主を含めての人員数を記入すること。

３ 「所在地」欄は、応急仮設住宅を建設したところの住所を記入すること。

４ 「構造区分」欄は、木造住宅、プレハブ住宅の別を記入すること。

５ 「敷地区分」欄は、公・私有別とし、有・無償の別を明らかにすること。

６ 本様式は、救助法の適用時にはその事務のために用いること。
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別記第２号様式

住宅応急修理記録簿

妹背牛町

世帯主氏名 修理箇所概要 完了月日 実支出額 適 用

注 本様式は、救助法の適用時にはその事務のために用いること。
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第１９節 被災宅地安全対策計画

町の区域内において災害対策本部が設置されることとなる規模の地震又は降雨等の災害

により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士（以下「宅地

判定士」という。）を活用して、被災宅地危険度判定（以下「危険度判定」という。）を

実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害を軽減、防止し住民の安全を

図るために必要な事項についてはこの計画の定めるところによる。

１ 危険度判定の実施の決定

町長は、災害の発生による宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を決

定したときは、危険度判定実施本部を設置するとともに、北海道知事に対し宅地判定士

の派遣等の支援を要請する。

２ 判定対象宅地

宅地造成等規制法第２条第１号に規定する、宅地(農地、採草放牧地及び森林並びに

道路、公園、河川その他公共の用に供する施設の用に供せられる土地以外の土地）のう

ち、住居である建築物の敷地及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める建

築物の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地を対象とする。

３ 判定士の業務

判定士は、次により被災宅地の危険度判定を行い、判定結果を表示させる。

（１）「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地ごとに調査表へ記入

し判定を行う。

（２）宅地の被害程度に応じて、「危険宅地」、「要注意宅地」「調査済宅地」の３区分

に判定する。

（３）判定結果は、当該宅地の見やすい場所（擁壁、のり面等）に判定ステッカーを表

示する。

区 分 表 示 方 法

危 険 宅 地 赤のステッカーを表示する

要注意宅地 黄のステッカーを表示する

調査済宅地 青のステッカーを表示する

４ 危険度判定実施本部の業務

危険度判定実施本部は土木班に置き次の業務を行う。

(1) 宅地に係る被害情報の収集
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(2) 判定実施計画の策定

(3) 宅地判定士・判定調査員の受入及び組織編成

(4) 判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応

(5) 判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告

５ 事前準備

町は災害の発生に備え、道と連絡体制を整備するとともに、道と協力して危険度判定

に使用する資機材の備蓄を行う。
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第２０節 被災建築物安全対策計画

被災建築物による二次災害を防止するため、地震により被災した建築物等の当面の使用

の可否を判定し、所有者等に知らせる応急危険度判定の実施に関する計画は、次のとおり

である。

１ 応急危険度判定の活動体制

道及び町は、「北海道震災建築物応急危険度判定要綱」に基づき、建築関係団体等の

協力を得て、応急危険度判定士による被災建築物の応急危険度判定活動を行う。

判定活動の体制は、次のとおりとする。

２ 応急危険度判定の基本的事項

(1) 判定対象建築物

原則として、全ての被災建築物を対象とするが、被害の状況により判定対象を限定

することができる。

(2) 判定開始時期、調査方法

地震発生後、できる限り早い時期に、主として目視により、被災建築物の危険性に

ついて、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の構造種別ごとに調査表により行う。

(3) 判定の内容、判定結果の表示

被災建築物の構造躯体等の危険性を調査し、「危険」、「要注意」、「調査済」の３段

階で判定を行い、３色の判定ステッカー（赤「危険」、黄「要注意」、緑「調査済」）

に対処方法等の所要事項を記入し、当該建築物の出入り口等の見やすい場所に貼付す

る。

北海道

支 援 地 方 本 部 派遣要請

判 定 結 果 報 告

本庁

震 災 建 築 物

支 援 本 部

国 ・都府県

他
都
府
県

地
元
判
定
士

総合振興局

（災害対策地方本部内）

（北海道災害対策本部内）

判
定
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必
要
な
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置
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険

度
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（
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興

局

）
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議

会

参集要請

参集要請 当
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総

合
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興

局

他

総

合

振

興

局

実施本部

（市町村災害対策本部内）

震 災 建 築 物

応急危険度判定
派遣要請

北
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判定士等の派遣要請
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- 115 -

第５章 災害応急対策計画 第２０節

なお、３段階の判定の内容については、次のとおりである。

(4) 判定の効力

行政機関による情報の提供である。

(5) 判定の変更

応急危険度判定は応急的な調査であること、また、余震などで被害が進んだ場合あ

るいは適切な応急補強が行われた場合には、判定結果が変更されることがある。

区　分 表　示　方　法 判　　定　　内　　容

危　険 赤色のステッカー 建築物の損傷が著しく、倒壊などの危険性が

高い場合であり、使用及び立入ができない。

要注意 黄色のステッカー 建築物の損傷は認められるが、注意事項に留

意することにより立入が可能である。

調査済 緑色のステッカー 建築物の損傷が少ない場合である。



- 116 -

第５章 災害応急対策計画 第２１節

第２１節 災害警備計画

災害に関し、深川警察署（以下「警察署」という。）が行う防災業務は、北海道地域防

災計画によるほか、この計画に定めるところによる。

１ 災害に関する警察の任務

警察は、災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合において、災害の発生を

防御し又は被害の拡大を防止するために、住民の避難誘導及び救助、犯罪の予防、交通

の規制等の応急対策を実施して、住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被災地

における社会秩序の維持に当たることを任務とする。

２ 災害の予防及び警報の伝達に関する事項

(1) 警察が行う災害に関する予報及び警報の伝達等は次により行うものとする。

深川警察署 各関係機関、住民への連
連絡責任者 絡は、「第３章 第３節

妹背牛警察官 災害情報等の報告・収集及
総務課長 び伝達計画」に定めるとこ

駐在所 ろによる

(2) 警察官は基本法第５４条の規定に基づき、災害が発生するおそれがある異常な現象

を発見した旨の通報を受けたときは、速やかに町長に通報するものとする。

３ 事前措置に関する事項

(1) 町長（担当：総務班）が基本法第５８条に基づき、警察官の出動を求め応急措置の

実施に必要な準備を要請する場合は、次の事項を記載した文書（緊急を要する場合は

電話等で要請し、その後速やかに文書を提出する。）により警察署長を経て方面本部

長に対して行うものとする。

ア 派遣を要する理由

イ 派遣を要請する職員の職種別及び人員数

ウ 派遣を必要とする期間

エ その他派遣についての必要事項

(2) 町長の要求により行う事前措置

警察署長は、町長からの要求により基本法第５９条に基づき事前措置について指示

を行ったときは、直ちにその旨を町長に通知するものとする。この場合にあっては、

町長が当該措置の事前処理を行うものとする。

４ 避難に関する事項

ア 警察官が基本法第６１条又は警察官職務執行法第４条により避難の指示又は警告を
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行う場合は、「本章 第５節 避難救出計画」に定める避難先を示すものとする。た

だし、災害の種別、規模、態様、現場の状況等により本計画によりがたい場合は、適宜

の措置を講ずるものとする。この場合において、当該避難先の借り上げ、給食等は町長

が行うものとする。

イ 警察官は避難の誘導に当たっては、町、消防機関等と協力し安全な経路を選定して

誘導するとともに、被災後の無人化した住宅街、商店街等のパトロールを行い、犯罪

の予防及び取締りに当たるものとする。

５ 救助に関する事項

警察署長は、防災関係機関と協力し被災者の救出並びに負傷者及び病気にかかった者

の応急的擁護並びに遺体の検分に当たるものとする。

６ 応急措置に関する事項

(1) 警察官が基本法第６３条に基づき警戒区域の設定を行った場合は、直ちにその旨を

町長に通知するものとする。この場合にあっては、町長は当該措置の事後処理を行う

ものとする。

(2) 応急公用負担等

警察官が基本法第６４条及び６５条に基づき、応急公用負担（人的物的公用負担）

を行った場合は、直ちにその旨を町長に通知するものとする。

７ 災害時における広報

警察署長は、地域住民に対して必要と認める場合は、災害の状況及びその見通し並び

に避難措置、犯罪の予防、交通の規制、その他警察活動について警備措置上必要と認め

られる事項の広報を行うものとする。

８ 災害時における通信計画に関する事項

警察署長は、災害が発生し、しかも孤立が予想される地域、その他必要と認められる

地域に対して移動無線局、携帯無線機等を配備する計画については、町長とも打合せを

行うものとする。

９ 交通規制に関する事項

ア 北海道公安委員会（深川警察署）

（ア）災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、道路（高速道路

を含む。）における危険を防止し、交通の安全と円滑化を図るため必要があると認

めるとき、又は災害応急対策上緊急輸送を行うため必要があると認められるときは、

区域及び道路の区間を指定し、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止

し、又は制限する。
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（イ）通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることに

より、災害応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、当該車両その

他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件の移転等の措

置をとることを命ずることができる。

（ウ）（イ）による措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令の相

手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自

らその措置をとることができる。この場合において、当該措置をとるためにやむを

得ない限度において車両その他の物件を破壊することができる。

イ 道路の交通規制

（ア）道路交通網の把握

災害が発生したときは、道路管理者及び北海道公安委員会（深川警察署）は相互に

綿密な連携を図るとともに、関係機関の協力を得て次の事項を中心に被災地内の道路

及び交通の状況について、その実態を把握する。

a 破損し、又は通行不能となった道路名及び区間

b 迂回路を設定し得る場合はその路線名、分岐点及び合流点

c 緊急に通行禁止又は制限を実施する必要の有無

（イ）交通規制の実施

道路管理者及び北海道公安委員会は、次の方法により交通規制を実施するものと

する。

a 交通規制を実施するときは、道路標識等を設置する。

b 緊急を要し道路標識等を設置するいとまがないとき、又は道路標識等を設置し

て行うことが困難なときは、現場警察官等の指示によりこれを行う。

（ウ）関係機関との連絡

道路管理者及び北海道公安委員会が交通規制により通行禁止又は制限を行った場

合には、関係機関に連絡するとともに、あらゆる広報媒体を通して広報の徹底を図

る。

ウ 緊急輸送のための交通規制

災害が発生し、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸

送その他応急措置を実施するための緊急輸送を確保する必要があると認めるときは、

区域又は区間を指定し、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する。
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第２２節 広域応援派遣計画

大規模災害が発生した場合において、災害応急対策を円滑に実施するための広域応援対

策は、この計画に定めるところによる。

１ 実施機関

町及び消防機関

２ 実施内容

(1) 町の措置

ア 町は、地震などによる大規模災害が発生し、単独では十分に被災者の救援等の災

害応急対策を実施できない場合は、「災害時等における北海道及び市町村相互の応

援に関する協定」等に基づき、道及び他の市町村の応援を要請するものとする。

イ 町は、他の市町村等の応援が円滑に行われるよう、日頃から災害対策上必要な資

料の交換を行うほか、他の市町村等の応援の受入体制を確立しておく。

(2) 消防機関

ア 消防機関は、地震などによる大規模災害が発生し、単独では十分に被災者の救援

等の災害応急対策を実施できない場合は、道等に応援を要請するほか、「北海道広

域消防相互応援協定」に基づき、他の消防機関に応援を要請する。また、必要に応

じ、町長を通じ道に対して広域航空消防応援（ヘリコプター）、他都府県の緊急消

防援助隊による応援等を要請するよう依頼する。

イ 消防機関は、他の消防機関等の応援が円滑に行われるよう、日頃から災害対策上

必要な資料の交換を行うほか、他の消防機関等の応援の受入体制を確立しておく。

３ 応援協定等

協 定 名 協 定 先 協 定 概 要

災害時における北海道及び市 北海道 食料、飲料水及び生活必需品並びに
町村相互の応援に関する協定 北海道内市町 供給に必要な資機材の提供とあっ旋
（H ２０．６．１０締結） 村

北海道広域消防相互応援協定 北海道内７２ 〈陸上応援〉
（H ３．２．１３締結） 消防本部 消防隊、救援隊、救助隊又は支援隊

（情報収集、伝達、広報等の活動を
行う隊による応援活動）
〈航空応援〉
回転翼航空機を装備した消防吏員の
隊による応援活動

北海道消防防災ヘリコプター 北海道 被害状況の偵察、情報収集活動及び
応援協定 救援物資、人員、資機材等の搬送
（H ８．６．２５締結）
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第２３節 自衛隊災害派遣要請計画

災害時における人命又は財産の保護のための自衛隊の派遣要請の要求及び派遣間の活動

については、この計画の定めるところによる。

１ 災害派遣要請要求基準

(1) 人命救助のための応援を必要とするため。

(2) 災害の発生が予想され、緊急措置のため応援を必要とするとき。

(3) 大規模な災害が発生し、応急措置のため応援を必要とするとき。

(4) 救助物資の輸送のため応援を必要とするとき。

(5) 主要道路の応急復旧のため応援を必要とするとき。

(6) 応急措置のための医療、防疫、給水、通信等に応援を必要とするとき。

２ 災害派遣要請の要領

(1) 要請方法

町長は、自衛隊の災害派遣要請の必要があると認めるときは、次の事項を明らかに

した文書（様式第１５号）をもって北海道知事（空知総合振興局長）に要求するもの

とする。ただし、緊急を要する場合は電話等で要求し、その後速やかに文書を提出す

るものとする。なお、通信の途絶等により北海道知事（空知総合振興局長）への要求

ができないときは、直接自衛隊に通知するものとする。

ア 災害の状況及び派遣を要請する理由

イ 派遣を必要とする期間

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容

エ 派遣部隊が展開できる場所

オ 派遣部隊との連絡方法、その他参考事項（作業用資材、宿舎の準備状況、現地の

連絡責任者等）

(2) 担当班及び要請先

災害派遣要請は、総務班が担当する。関係書類の提出先は、空知総合振興局地域政

策部地域政策課とし、自衛隊の連絡先は、陸上自衛隊旭川駐屯地（第２特科連隊）と

する。

３ 災害派遣部隊の受入態勢等

(1) 受入準備の確立

北海道知事、空知総合振興局長から災害派遣の通知を受けたときは、次により措置

する。

ア 宿泊所等の準備

派遣部隊の宿泊所及び車両、器財等の保管場所の準備その他、受入のために必要
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な措置をとる。

イ 連絡職員の氏名

派遣部隊及び空知総合振興局との連絡職員を指名し、連絡に当たらせる。

ウ 応援を求める作業の内容、所要人員、器材等の確保その他について計画を立て、

派遣部隊の到着と同時に作業ができるよう準備する。

(2) 派遣部隊到着後の措置

ア 派遣部隊との作業計画等の協議

派遣部隊が到着したときは、目的地に誘導するとともに、責任者と応援作業計画

等について協議し、調整のうえ必要な措置をとる。

イ 北海道知事（空知総合振興局長）への報告

総務班は派遣部隊到着後及び必要に応じて、次の事項を北海道知事（空知総合振

興局長）に報告する。

(ｱ)派遣部隊の長の官職氏名

(ｲ)隊員数

(ｳ)到着日時

(ｴ)従事している作業の内容及び進捗状況

(ｵ)その他参考となる事項

４ 派遣部隊の撤収要請

町長は、災害派遣の目的を達成したとき又はその必要がなくなったと認めるときは、

速やかに文書（様式第１６号）をもって北海道知事(空知総合振興局長）に要求するも

のとする。ただし、文書による報告に日時を要するときは、電話等で要請し、その後文

書を提出するものとする。

５ 経費等

(1) 次の費用は、本町が負担するものとする。

ア 資材費及び機器借上料

イ 電話料及びその施設費

ウ 電気料

エ 水道料

オ し尿処理手数料

(2) その他必要な経費については、自衛隊及び本町において協議の上定めるものとする。

(3) 派遣部隊は、関係機関又は民間から宿泊、給食の施設、設備等の提供を受けた場合

は、これを利用することができる。
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様式第１５号

妹防災第 号

年 月 日

空知総合振興局長 様

妹背牛町長 ○印

自衛隊災害派遣要請の要求について

このことについて、次のとおり緊急措置が必要なので、自衛隊の災害派遣の要請を

要求します。

記

１ 災害の状況及び派遣を要請する事由

２ 派遣を希望する期間

３ 派遣を希望する区域及び活動内容

４ 派遣部隊が展開できる場所

５ 派遣部隊との連絡方法その他参考となる事項
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様式第１６号

妹防災第 号

年 月 日

空知総合振興局長 様

妹背牛町長 ○印

自衛隊災害派遣撤収要請の要求について

年 月 日付け妹防災第 号で要求した災害派遣については、

所期の目的を達成したので、次の時刻をもって撤収要請されるよう要求します。

記

１ 派遣を必要とした理由

２ 撤収要請日時 年 月 日 時 分

３ 撤収区域
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第２４節 防災ボランティアとの連携計画

大規模な災害が発生したときに、災害応急対策を迅速かつ的確に実施する上で必要な人

員を確保するための奉仕団及び各種ボランティア団体等との連携については、この計画に

定めるところによる。

１ ボランティア団体等の協力

町及び防災関係機関等は、奉仕団又は各種ボランティア団体等からの協力申し入れ等

により、災害応急対策の実施について労務の協力を受ける。

２ ボランティアの受入

町及び関係団体は、相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努

めるとともに、ボランティアの受入れ、調整等その受入体制を確保するように努める。

また、町及び関係団体は、ボランティアの受入に当たって、高齢者介護や外国人との

会話力等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応

じてボランティア活動の拠点を提供するなど、ボランティア活動の円滑な実施が図られ

るよう支援に努める。

３ ボランティア団体等の活動

ボランティア団体等に依頼する活動の内容は、主として次のとおりとする。

(1) 災害・安否・生活情報の収集及び伝達

(2) 炊き出しその他の災害救助活動

(3) 高齢者、障がい者等の介護及び看護補助

(4) 清掃及び防疫

(5) 災害応急対策物資及び資材の輸送及び配分

(6) 被災建築物の応急危険度判定

(7) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業

(8) 災害応急対策事務の補助

４ ボランティア活動の環境整備

町は、社会福祉協議会及びボランティア団体等との連携を図り、災害時においてボラ

ンティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図るため、平常時の登録及

び研修制度、災害時におけるボランティア活動の調整を行う体制、ボランティア活動の

拠点の確保等に努める。
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第６章 地震災害対策計画

第１節 総則

１ 計画の目的

この計画は、基本法第４２条の規定に基づき、妹背牛町内における地震災害の防災対

策に関し、防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱を定め、これにより地震防災

対策を総合的かつ計画的に推進し、町民の生命、身体及び財産を地震災害から保護する

ことを目的とする。

２ 基本方針

この計画は、地震防災対策を推進するための基本的事項を定めるものであり、その実

施細目については、防災関係機関ごとに具体的な活動計画等を定めるものとする。
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第２節 妹背牛町付近の断層帯

平成７年７月、全国にわたる総合的地震防災対策を推進するため、地震防災対策特別措

置法(平成７年法律第 111号）が制定され、同法に基づき総理府(現在は文部科学省）に政
府の特別機関として地震調査研究推進本部が設置された。

この推進本部の地震調査委員会が調査研究した結果に基づき、妹背牛町を含む「沼田－

砂川付近の断層帯」の諸特性を次のように評価した。（以下本節は、文部科学省地質調査

研究推進本部が平成１５年に公表した資料の抜粋）

１ 断層帯の位置及び形態

沼田－砂川付近の断層帯は、沼田町から砂川市に至る断層帯である。全体として長さ

は約３８ km（長さ１０㎞未満の複数の断層線からなり、これらは相互の隔たりが５㎞
未満）で、東側が西側に対して相対的に隆起する逆断層である。

２ 断層帯の過去の活動

沼田－砂川付近の断層帯の最新活動時期を含めた最近の活動履歴については、不明で

ある。

３ 断層帯の将来の活動

沼田－砂川付近の断層帯は、全体が一つの活動区間として活動した場合、マグニチュ

ード 7.5 程度の地震が発生する可能性がある。その際、断層の近傍の地表面では、東側
が西側に対して相対的に３ｍ程度高まる段差やたわみが生ずる可能性がある。

なお、将来の地震発生については、関係する資料が整っていないため検討できない。

４ 今後に向けて

沼田－砂川付近の断層帯は、最近その存在が指摘されたものであり、活断層としての

諸側面については未調査の段階にある。将来の活動性を明確にするためには、構成する

断層の性状や地下構造を精査して最新の活動時期、１回の活動におけるずれの量及び平

均的なずれの速度を精度良く求めるとともに、活動間隔を明らかにする必要がある。
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沼田－砂川付近の断層帯の活断層位置と主な調査地点
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沼田ー砂川付近の断層帯の特性

項 目 特 性 信頼度 根 拠

１ 断層帯の位置・

形態

(1)断層帯を構成 沼田町－砂川市付近に分布する断層

する断層

(2)断層帯の位置 ◎地表における断層帯の位置・形状・ 文献による。

・形状等 断層帯の位置 数値は別図から計測

（北端）北緯 43度 50分 ○ 形状は別図を参照

東経 141度 55分
（南端）北緯 43度 30分 △

東経 141度 55分
・長さ～約 38km △

・一般走向～ N－ S △ 一般走向は、断層帯の

北端と南端を直線で結

んだ方向

◎地下における断層帯の位置・形状・

長さ及び上端の位置～地表での長さ △ 上端の深さが 0km であ
・位置と同じ ることから推定

・一般走向～ N－ S △

・上端の深さ～０ km ◎

・傾斜～東傾斜 ◎ 傾斜は、文献に示され

た地形の特徴から推定

地震発生層の下限の深

・幅～不明 さは 20km程度

(3)断層のずれの 東側隆起の逆断層 ◎ 文献に示された地形の

向きと種類 特徴から推定

２ 断層帯の過去の

活動

(1)平均的なずれ 不明

の速度

(2)過去の活動時期 不明

(3)1 回のずれの量 1回のずれの量～不明
と平均活動間隔 平均活動間隔～不明

(4)過去の活動 不明

注１ 信頼度は、特性欄に記載されたデータの相対的な信頼性を表し、「◎」は「高い」

を、「○」は「中程度」を、「△」は「低い」を表す。

２ 「文献」とは、池田安隆、今泉俊文、東郷正美ほか著書「第四紀逆断層アトラス」254
ページをいう。
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第３節 火災予防計画

地震に起因して発生する多発火災及び大規模災害の拡大を防止するため、地震時におけ

る出火の未然防止、初期消火の徹底など火災予防のための指導の徹底及び消防力の整備に

ついては、次の計画の定めるところによる。

１ 地震による火災の防止

地震時の火災発生は、使用中の火気設備等によるものが多いことから、深川地区消防

組合妹背牛支署は、地震時の火の取扱いについて指導啓発するとともに、家具等の固定

及び火気使用器具の取扱い並びに石油ストーブの場合に、耐震自動消火装置付きのもの

を使用するよう指導を強化する。

２ 火災予防の徹底

火災による被害を最小限に食い止めるには、初期消火が重要であるので、町及び深川

地区消防組合妹背牛支署は、地域ぐるみ及び職場ぐるみの協力体制と強力な消防体制の

確立を図る。

(1) 一般家庭に対し、火災予防思想の啓発に努め、消火器及び住宅用火災警報器の設置
促進及び消防用水の確保を図るとともに、これらの器具等の取扱方法を指導し、地震

時における火災の防止と初期消火の徹底を図る。

(2) 防災思想の啓発や災害の未然防止に着実な成果をあげるため、地域の自主防災組織、
少年防火クラブ等の設置及び育成指導を強化する。

(3) ホテル、集合住宅、病院等一定規模以上の防火対象物に対し、法令の基準による消
防用設備等の設置を促進するとともに、保守点検の実施及び適正な維持管理の指導を

強化する。

３ 消防査察の強化指導

深川地区消防組合は、消防法に規定する立入検査を実施し、火災発生危険の排除に努

め、常に当該区域の防火対象物の状況を把握し、万全な消防対策の指導を図る。

(1) 防火対象物の用途・地域等に応じ、計画的に立入検査を実施する。
(2) 消防用設備等の自主点検の充実及び適正な維持管理の指導を強化する。

４ 消防力の整備

深川地区消防組合妹背牛支署は、防火水槽、防火井戸、耐震性貯水槽その他の耐震火

災対策施設の整備を図るとともに、人工水利と自然水利の適切な組合せによる水利の多

元化を推進するとともに、消防技術の向上と消防体制の強化を図る。

また、地域防災の中核となる消防団員の確保、育成の強化及び整備等の充実を図り、

消防団活動の活性化を推進する。
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５ 消防計画の整備強化

深川地区消防組合妹背牛支署は、防災活動の万全を期すため次の事項に重点を置き、

消防計画を整備強化する。

(1) 消防力等の整備
(2) 災害に対処する消防危険区域等の調査
(3) 災害による被害の拡大を防止するための災害応急対策
(4) 火災の発生及び拡大を防止するための措置
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第４節 危険物等災害予防計画

地震時の危険物製造所、貯蔵所、取扱所及び販売店（以下「危険物事業所等」という。）

における危険物、火薬類、高圧ガスの爆発、飛散、火災などによる災害の発生の予防につ

いては、この計画の定めるところによる。

１ 危険物事業所等に対する指導の強化

危険物等による災害の予防を推進するため、深川地区消防組合及び関係機関は、危険

物事業所等に対し、次の事項について指導に努める。

(1) 危険物事業所等に対する設備及び保安基準遵守事項の監督及び指導の強化
(2) 危険物事業所等の監督及び指導における防災関係機関の連携強化
(3) 危険物等保安責任者制度の効果的活用による保安対策の強化
(4) 危険物事業所等における自主保安体制の確立強化
(5) 危険物事業所等における従業員に対する安全教育の徹底指導
(6) 危険物事業所等の間における防災についての協力体制の確立強化
(7) 危険物保管施設の耐震性の確保に関する事業所への指導強化

２ 危険物保安対策

(1) 深川警察署
危険物事業所等の実態を把握し、防災対策における措置体制の確立を図る。

(2) 深川地区消防組合
ア 危険物事業所等に対し随時立入検査を実施し、設備基準の維持及び保安基準の遵

守の徹底を指導し、必要のあるものについては、基準適合のための措置命令又は是

正指導を行う。

イ 危険物事業所等における従業員に対する安全教育の徹底並びに各事業所内におけ

る自主保安体制の確立及び危険物事業所等内における協力体制の確立について指導

する。

ウ 石油等危険物の流出に用いる防除資材等の配備状況を把握し、その整備を促進す

るよう指導する。

３ 火薬類保安対策

(1) 深川警察署
ア 危険物事業所等に対し、必要の都度立入検査を実施するなど、その実態を把握し

危険物資事業所等に必要な措置の指導に当たるほか、防災対策における措置体制の

確立を図る。

イ 火薬類運搬の届出があった場合で、災害の発生防止及び公共の安全維持のため必

要があると認められるときは、運搬日時及び経路、火薬類の性状及び積載方法並び
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に非常時の連絡方法等について必要な指示をする。

(2) 深川地区消防組合妹背牛支署
危険物事業所等に対し立入検査を実施し、防火設備の保守管理について指導するほ

か、防火管理者等による自主保安体制の確立及び危険物等事業所間の協力体制の確立

を指導する。

４ 高圧ガス保安対策

(1) 深川警察署
ア 危険物事業所等の実態を把握し、防災対策における措置体制の確立を図る。

イ 危険の発生が予想され、又は災害の発生等により施設から届出があったときは、

速やかに北海道知事に通知する。

(2) 深川地区消防組合妹背牛支署
危険物事業所等に対し立入検査を実施し、防火設備の保守管理について指導するほ

か、防火管理者等による自主保安体制の確立及び危険物事業所等間の協力体制の確立

を指導する。
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第５節 建築物等災害予防計画

地震災害からの建築物等の防御については、この計画の定めるところによる。

１ 建築物の防災対策

(1) 木造建築物の防災対策の推進
町は、住宅が木造建築物を主体に構成されている現状にかんがみ、これら木造建築

物について延焼のおそれがある外壁等の不燃化の促進を図る。

(2) 既存建築物の耐震化の促進
町は、現行の建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に規定される耐震性能を有さ

ない既存建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するため、耐震診断講習会を開催し技

術者を育成するとともに、ハンドブック等を活用して耐震改修の必要性について普及

啓発を図るほか、建築関係団体と連携して住民の問い合わせに応じられる体制を整備

する。

また、町は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123号）に基づ
き、指導及び助言等を行う。

(3) ブロック塀等の倒壊防止
町は、地震動によるブロック塀、石塀、自動販売機等の倒壊を防止するため、市街

地で主要道路に面する既存のブロック塀等にあっては点検及び補強の指導を行うとと

もに、新たに施工し又は設置する場合には、施工・設置基準の遵守をさせるなど、安

全性の確保について指導を徹底する。

(4) 窓ガラス等の落下物対策
町は、地震動による落下物からの危害を防止するため、市街地で主要道路に面する

地上３階以上の建築物の窓ガラス、外壁材、屋外広告物等で落下のおそれのあるもの

について、その実態を調査し必要な改善指導を行う。

(5) 被災建築物の安全対策
町は、応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するために体制を整備する。

(6) 公共施設の耐震性の向上
町は、地震などの大規模な災害が発生した場合に、災害応急対策の実施拠点や避難

所となる公立学校施設等の防災拠点となる公共施設の耐震性向上に積極的に取り組む

ものとする。
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第６節 液状化災害予防計画

地震に起因する地盤の液状化による災害の予防については、この計画の定めるところに

よる。

１ 基本的な考え方

町は、防災関係機関との連携のもと地盤の液状化による被害を最小限に食い止めるた

め、「北海道地盤液状化予想地質図」を参考として調査研究を行うなど、液状化対策を

推進する。

２ 液状化対策の推進

地盤の液状化の対策としては、大別して地盤自体の改良等により液状化の発生を防ぐ

対策、発生した液状化に対して施設の被害を防止・軽減する構造的対策及び施設のネッ

トワーク化等による代替機能を確保する対策が考えられる。

対策工法の選定においては、現地の地盤を調査し、発生する液状化現象を的確に予測

することにより、現場の施工条件と効果の確実性、経済性等を検討し、総合的に判断し

て液状化対策を推進する必要がある。
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第７節 地震に関する防災知識の普及

町及び防災関係機関は、地震災害を予測しその拡大を防止するため、防災関係職員に対

して地震防災に関する教育、研修及び訓練を行うとともに、町民に対して地震に対する防

災意識の普及及び啓発を図り、防災活動の的確かつ円滑な実施に努める。

また、防災知識の普及及び啓発に当たっては、高齢者、一人暮らしの高齢者、障がい者

等の避難行動要支援者に十分配慮し、地域において避難行動要支援者を支援する体制の確

立に努める。

１ 町職員に対する防災教育

町職員の地震時における適正な判断力を養成し、積極的に地震防災対策を推進し、同

時に地域における防災活動を率先して実施するため、次により防災教育の普及徹底を図

る。

(1) 教育の方法
ア 防災訓練の実施

イ 災害時職員活動マニュアルの作成

(2) 教育の内容
ア 地震に関する基礎知識

イ 本町における過去の地震知識

ウ 地震が発生したとき、職員がとるべき具体的行動に関する知識及び果たすべき役

割（動員体制、事務分掌等）

エ その他地震災害対策上必要な事項

２ 町民に対する防災知識の普及

町及び防災関係機関は、地震発生時に町民が的確な判断に基づき行動ができるよう、

町民に対して地震についての正しい知識、平常時の備えなど、防災対策について啓発し、

防災知識の普及徹底を図る。

(1) 一般的な普及
ア 方法

(ｱ)広報紙、パンフレット等の配布

(ｲ)防災訓練の実施

イ 内容

(ｱ)地震に関する基礎知識

(ｲ)地震発生時の行動指針

(ｳ)防災関係機関等が講じる防災応急対策

(ｴ)危険予想地域等に関する知識

(ｵ)避難場所、避難路その他避難対策に関する知識
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(ｶ)平常時の準備

a 住宅耐震診断と補強
b 家具の固定及びガラスの飛散防止
c 火災予防
d 非常持出品の準備
e 応急手当等に関する知識

(2) 社会教育を通じての防災知識の普及
町民がそれぞれの立場から社会の一員としての自覚を持ち、地域における地震防災

に寄与する意識と行動力を高めるため、婦人団体、PTA 等を対象とした各種研修会
・集会等の機会を活用し、地震防災に関する知識の普及・啓発を図る。

ア 方法

各種講座、学級、集会、大会、学習会、研修会等において実施する。

イ 内容

町民に対する一般的な普及の内容に準ずる。

３ 学校教育における防災教育

(1) 特別活動における防災教育
ア 学級活動及びホームルーム活動

「震度に関する安全指導資料」や「安全指導の手引」等を参考に、地震のときに

起こりやすい危険な状況を理解させ、的確で安全な行動ができる教育を行う。

（ア）地震時の危険の理解と安全な行動の仕方

（イ）様々な場面での避難行動等

イ 学校行事等

防災意識の全校的な盛り上がりを図るため、防災専門家による講演や道及び町が

実施する防災訓練等にも積極的に参加するなど体験学習を行う。
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第８節 町民の心構え

町民は、自らの身の安全は自らが守るのが基本であるとの自覚を持ち、平常時から災害

に対する備えを心がけるとともに、災害時には自らの身の安全を守るよう行動することが

重要である。

町民は、地震発生時、家庭や職場において個人又は共同で人命の安全を第一として混乱

の防止に留意しつつ、地震災害による被害の発生を最小限に食い止めるために必要な措置

を講ずるものとする。

１ 家庭における措置

(1) 平常時の心得
ア 地域の避難場所、避難経路及び家庭との連絡方法を確認する。

イ 建物の補強及び家具の固定をする。

ウ 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。

エ 飲料水や消火器の用意をする。

オ 非常用食糧、救急用品及び非常持出用品を準備する。

カ 防災訓練に進んで参加する。

キ 隣近所と地震時の協力について話し合う。

(2) 地震発生時の心得
ア まずわが身の安全を図る。

イ すばやく火の始末をする。

ウ 火が出たらまず消火する。

エ あわてて戸外に飛び出さず出口を確保する。

オ 狭い路地、塀のわき、がけ及び川べりには近寄らない。

カ 避難は徒歩で、持ち物は最小限にする。

キ 皆が協力し合って、応急救護を行う。

ク 流言飛語に惑わされず、正しい情報を確認する。

ケ 秩序を守り、衛生に注意する。

２ 職場における措置

(1) 平常時の心得
ア 消防計画、予防規程などを整備し、各自の役割分担を明確にすること。

イ 消防計画により避難訓練を実施すること。

ウ とりあえず身を置く場所を確保し、ロッカー等重量物の転倒防止措置をとること。

エ 重要書類等の非常持出品を確保すること。

オ 不特定多数の者が出入する職場では、入場者の安全確保を第一に考えること。
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(2) 地震発生時の心得
ア すばやく火の始末をすること。

イ 職場の消防計画に基づき行動すること。

ウ 職場の条件と状況に応じ、安全な場所に避難すること。

エ 正確な情報を入手すること。

オ 近くの職場同士で協力し合うこと。

カ エレベーターの使用は避けること。

キ マイカーによる出勤、帰宅等は自粛すること。

ク 危険物車両等の運行は自粛すること。

３ 運転者のとるべき措置

(1) 走行中のとき
ア 急ハンドル及び急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により、道路の

左側に停止させること。

イ 停止後は、ラジオで地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて

行動すること。

ウ 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむ

を得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切

り、エンジンキーを付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車す

るときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐

車しないこと。

(2) 避難するとき
被災地域では、道路の破壊、物件の散乱等のほか、幹線道路等に車が集中すること

から交通が混乱するので、避難のための車を使用しないこと。
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第９節 応急対策計画

地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、又は災害が発生した場合の

応急対策については、この計画の定めるところによる。

１ 応急対策活動

地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、第２章第３節の本部の

配備体制の定めるところにより本部を設置し、また状況によっては他の市町村、道及び

防災関係機関の協力を得て、応急活動を実施するものとする。

２ 通信連絡の対策

(1) 防災関係の通信施設の活用
通信連絡は、第３章第２節の災害通信計画に定めるもののほか、関係機関の通信施

設を最大限に活用するものとする。

(2) 報道関係機関の協力活用
放送局、新聞社等と情報連絡体制を緊密にするものとし、報道関係機関は、町長が

特別緊急の必要があると認めるときは、災害に関する通知、要請、伝達等についても

最も有効かつ適切な方法で地域住民に周知徹底するよう努めるものとする。

(3) 機動力による連絡体制の確立
ア 全通信機関が使用できないときは、航空機、ヘリコプター、オートバイ等の機動

力を動員し、連絡体制を図るものとする。

イ ヘリコプターの派遣は、北海道知事（空知総合振興局長）に要請するものとする。

３ 広報活動

(1) 広報の準備
広報車等は、災害発生等突発時においても直ちに出動できるよう平常時からの点検

整備に万全を期すものとする。

(2) 広報内容
災害の規模に応じ内容等を周知するものとするが、主なものは次のとおりとする。

ア 地震に関する情報

イ 避難場所について(避難場所の位置、経路等）

ウ 交通通信状況(交通機関運行状況、不通場所、開通見込日時等）

エ 火災状況（発生場所）

オ 電気、水道、ガス等公益事業施設状況（被害状況、復旧状況、注意事項等）

カ 医療救護所の状況、場所

キ 給食・給水実施状況（供給日時、場所、種類、量、対象者等）

ク 衣料、生活必需品等供給状況（供給日時、場所、量、対象者等）
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ケ 河川・土木施設状況

コ 住民の心得等人身の安全及び社会秩序保持のための必要事項

(3) 広報の方法
前章第４節の災害広報計画に定めるところによるほか、あらゆる広報媒体（ラジオ、

テレビ、新聞、広報車等）を利用して迅速かつ適切な広報を行うものとする。

４ 消火対策

(1) 消火活動
地震時の被害が大規模となるのは、火災の同時多発及び延焼並びに石油貯蔵タンク

等の危険物施設の火災発生等による場合が多く、その被害を最小限度に食い止めるた

めには、初期消火活動が迅速に行われることが重要である。消火作業上必要な第１次

的措置については、第４章第５節の消防計画に定めるところにより町が実施するほか、

これが困難な場合は、国、道、自衛隊、近隣市町及び関係機関の協力を得て行うもの

とする。

(2) 町の活動
ア 消火活動に関する情報を収集し、関係機関へ提供すること。

イ 道、他市町及び関係機関等に対して消防隊、消防ポンプ車及び科学消防車等の派

遣要請をすること。

ウ 町内事業所等に緊急消火剤、資器材等の提供要請すること。

エ 道に対し、消火対策指導のための危険物担当者の派遣を要請すること。

(3) 危険物の保安活動
ア 石油、薬品及び火薬類等の対策

(ｱ) 町長は、石油、ガス、ガソリン、薬品及び火薬工品等の製造取扱者、販売業者

及び消費者に対し、一時その製造取扱い、販売、貯蔵、運搬消費等を禁止し、又

は制限する。

(ｲ) 町長は、被害が広範囲にわたり引火し、若しくは爆発し、又はそのおそれがあ

ると判断した場合は、施設関係者及び関係機関と連絡をとり、立入禁止区域を設

定するとともに、区域内住民に避難又は立ち退きの勧告又は指示をする。

イ 放射性物質の対策

(ｱ) 火災等により放射線障害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、医療機関

と緊密な連絡をとり危険のある場所の認知及び放射線量の測定を併せて行い、ま

た、延焼防止を主眼として汚染区域の拡大を防止する。

(ｲ) 大量放出又はそのおそれがある場合は、危険区域内の者の避難誘導に当たると

ともに、立入禁止区域を設定する。

５ 避難対策

(1) 町長は、地震の発生に伴う火災等の発生により、住民に危険が切迫していると認め
るときは、危険地域の住民に対して速やかに避難先を明示して立ち退きの勧告又は指
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示をする。（前章第５節の避難救出計画参照）

(2) 避難勧告又は指示の徹底
ア 周知の方法

(ｱ) 最も適切な方法により、関係機関と連絡をとり周知させる。

(ｲ) 広報車を危険区域に出動させる。

(ｳ) 放送機関に周知のための放送を、場合によっては依頼する。

イ 勧告又は指示の内容

(ｱ) 避難対象地区

(ｲ) 避難理由

(ｳ) 避難先（場所）

(ｴ) 避難経路その他注意事項

(3) 避難場所の設定等
震災時における避難場所の設定に当たっては、次の設定基準を勘案して、前章第５

節の避難救出計画に定める避難場所の中から設定するものとするが、状況によっては

他の場所を臨機に設定する。

ア 公園、広場等相当の広さを有し、かつ、防火に役立つ樹木、貯水槽などが存在す

ること。

イ 周囲に延焼の媒介となる建造物、多量の可燃物品又は崩壊のおそれがある石垣や

がけ等がないこと。

ウ 地割れ、崩落等のない耐震的土質の土地及び耐震耐火性の建築物で安全性がある

こと。また、延焼等危険が迫ったときは更に他の場所へ避難移動ができること。

(4) 避難誘導
避難誘導は、前章第５節の避難救出計画に定める避難方法等に準ずるものとするが、

被災地が広域で大規模な立ち退きや移転を要し、町において処置できないときは、道

に対し応援を求めて実施する。

６ 救出対策

救出対策は、前章第５節の避難救出計画によるほか、次の事項に留意して実施する。

(1) 住民等による救出、救助活動
地震発生時においては、広範囲にわたり火災が発生することも予想され、消防職員

等による救助活動は困難が予想されることから、住民等による自主的救助活動の実施

を促進するものとする。

(2) 消防職員及び消防団員並びに警察官による救出及び救助活動の実施
町長は、震災による緊急に救出及び救助を必要とする住民がいることを察知したと

きは、火災発生状況等を勘案して消防機関及び警察官と協力して救出、救助及び活動

を実施するものとする。

７ その他応急対策

前章の災害応急対策計画に基づき対策を講ずるものとする。



- 142 -

第６章 地震災害対策計画 第９節

気象庁震度階級表関連解説表

◎計測震度…計測震度とは、その地点における揺れの強さの程度を数値化したもので、

震度計により計測されます。一般に発表される震度階級は、計測震度から換算されます

耐震性が高い 耐震性が低い 耐震性が高い 耐震性が低い

0～0.4 ０
人は揺れを感じないが、
地震計には記録される。

0.5～1.4 １

屋内で静かにしている人
の中には、揺れをわずか
に感じる人がいる。

1.5～2.4 ２

屋内で静かにしている人
の大半が、揺れを感じる。

眠っている人の中には、
目を覚ます人もいる。

電灯などのつり下げ物
が、わずかに揺れる。

2.5～3.4 ３

屋内にいる人のほとんど
が、揺れを感じる。歩いて

いる人の中には、揺れを
感じる人もいる。眠ってい
る人のほとんどが目を覚

ます。

棚にある食器類が、音を
立てることがある。

電線が少し揺れる。

3.5～4.4 ４

ほとんどの人が驚く。歩い

ている人のほとんどが、揺
れを感じる。眠っている人
のほとんどが、目を覚ま

す。

電灯などのつり下げ物は

大きく揺れ、棚にある食
器類は音を立てる。座り
の悪い置物が、倒れるこ

とがある。

電線が大きく揺れる。自

転車を運転していて、揺
れに気づく人がいる。

4.5～4.9 ５弱

大半の人が、恐怖を覚

え、物につかまりたいと感
じる。

電灯などのつり下げ物は

激しく揺れ、棚にある食
器類、書棚の本が落ちる

ことがある。座りの悪い
置物の大半が倒れる。固
定していない家具が移動

することがあり、不安定
なものは倒れることがあ

る。

まれに窓ガラスが割れ

て落ちることがある。電
柱が揺れるのがわかる。

道路に被害が生じること
がある。

壁などのに軽微なひび

割れ・亀裂がみられるこ
とがある。

5.0～5.4 ５強

大半の人が、物につかま
らないと歩くことが難しい

など、行動に支障を感じ
る。

棚にある食器類や書棚
の本で落ちるものが多く

なる。テレビが台から落
ちることがある。固定して

いない家具が倒れること
がある。

窓ガラスが割れて落ちる
ことがある。補強されて

いないブロック塀が崩れ
ることがある。据え付け

が不十分な自動販売機
が倒れることがある。自

転車の運転が困難とな
り、停止する車もある。

壁などにひび割れ・亀裂
がみられることがある。

壁、梁（はり）、柱などの
部材に、ひび割れ・亀裂

が入ることがある。

5.5～5.9 ６弱

立っていることが困難にな

る。

固定していない家具の大

半が移動し、倒れる物が
ある。ドアが開かなくなる

ことがある。

壁のタイルや窓ガラスが

破損、落下することがあ
る。

壁などに軽微なひび割

れ・亀裂がみられること
がある。

壁などのひび割れ・亀

裂が見られることがあ
る。壁などに大きなひび

割れ・亀裂が入ることが
ある。瓦が落下したり、
建物が傾いたりすること

がある。倒れるものもあ
る。

壁、梁（はり）、柱などの

部材に、ひび割れ・亀
裂が入ることがある。

壁、梁（はり）、柱などの

部材に、ひび割れ・亀裂
が多くなる。

6.0～6.4 ６強

固定していない家具のほ
とんどが移動し、倒れる

ものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが
破損、落下する建物が

多くなる。補強されてい
ないブロック塀のほとん
どが崩れる。

壁などにひび割れ・亀
裂がみられることがあ

る。

壁などに大きなひび割
れ・亀裂が入るものが多

くなる。傾くものや倒れる
ものが多くなる。

壁、梁（はり）、柱などの
部材に、ひび割れ・亀

裂が多くなる。

壁、梁（はり）、柱などの
部材に、斜めや×状の

のひび割れ・亀裂がみら
れることがある。１階ある
いは中間階の柱が崩

れ、倒れるものがある。

6.5～ ７

固定していない家具のほ

とんどが移動したり倒れ
たりし、飛ぶこともある。

壁のタイルや窓ガラスが

破損、落下する建物がさ
らに多くなる。補強され
ていないブロック塀も破

損するものがある。

壁などのひび割れ・亀

裂が多くなる。まれに傾
くことがある。

傾くものや、倒れるもの

がさらに多くなる。

壁、梁（はり）、柱などの

部材に、ひび割れ・亀
裂がさらに多くなる。１
階あるいは中間階が変

形し、まれに傾くものが
ある。

壁、梁（はり）、柱などの

部材に斜めや×状のひ
び割れ・亀裂が多くなる。
１階あるいは中間階の柱

が崩れ、倒れるものが多
くなる。

鉄筋コンクリート構造物震度
階級

計測
震度

木造建物

立っていることができず、
はわないと動くことができ

ない。揺れにほんろうさ
れ、動くこともできず、飛
ばされることもある。

屋外の状況家屋の状況人　　　　間

ガス供給の停止 安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が

動作し、ガスの供給を停止する。

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガスの供給が止まることがある。

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある。
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第 7章 事故災害対策計画

社会・産業の高度化、複雑化、多様化に伴い、高度な交通・輸送体系の形成、多様な危

険物等の利用の増大、トンネル、橋梁など道路構造の大規模化等が進展している。

このような社会構造の変化により、鉄道災害、道路災害、危険物等災害、火事災害など

大規模な事故による被害（事故災害）についての防災対策の一層の充実強化を図ることを

目的とする事故災害対策はこの計画の定めるところによる。

第１節 鉄道災害対策計画

鉄軌道における列車の衝突等により多数の死傷者を伴う大規模な災害（以下「鉄道災害」

という。）が発生した場合に、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制

を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため実施する応急対策は、この計画の定

めるところによる。

１ 災害予防

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、鉄道被害を未然に防止するため

必要な予防対策を実施するものとする。

２ 災害応急対策

(1) 情報通信連絡系統
鉄道災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、次のとお

りとする。

北 海 道 運 輸 局 北海道（総務部） 国（消防庁）

空知総合振興局

（地域政策部）

深川地区消防組合 妹 背 牛 町

深 川 警 察 署 北海道警察本部

鉄
軌
道
事
業
者

情
報
交
換
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(2) 実施事項
ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するもの

とする。

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他

の関係機関に連絡するものとする。

ウ 関係機関は、相互の緊密な情報交換を行うとともに情報の確認、共有化、応急対

策の調整等を行うものとする。

３ 災害広報

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を

図るため、被災者の家族、旅客及び地域住民等に対して行う災害広報は、第５章第４節

の災害広報計画の定めるもののほか、次により実施するものとする。

(1) 鉄道災害の状況
(2) 旅客及び乗務員等の安否情報
(3) 医療機関等の情報
(4) 関係機関の災害応急対策に関する情報
(5) 施設等の復旧状況
(6) 避難の必要性、地域に与える影響
(7) その他必要な事項

４ 応急活動体制

(1) 町長は、鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その状況に応じて
応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施するものとする。

(2) 災害対策現地合同本部の設置
関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現

地合同本部を設置し、災害応急対策を行うものとする。

５ 救助救出活動

救助救出活動については、鉄軌道事業者が行う発生直後の救助救出活動のほか、第５

章第５節「避難救出計画」の定めるところにより実施するものとする。

６ 医療救護活動

医療救護活動については、第５章第９節の医療救護計画の定めるところによるものの

ほか、鉄軌道事業者は、災害発生直後における救護活動に努めるとともに、関係機関に

よる迅速、かつ的確な救護が行われるよう協力するものとする。
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７ 消防活動

消防活動は、第４章第６節の消防計画の定めるところによるもののほか、鉄軌道事業

者は、災害発生直後の初期消火活動を行うよう努めるとともに、消防活動を実施する関

係機関に可能な限り協力するよう努めるものとする。

８ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等

町及び関係機関は、第５章第１２節の行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画

に定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実施するものとする。

９ 交通規制

深川警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第５章第２１節の災害警備計

画の定めるところにより、必要な交通規制を実施するものとする。

10 危険物流出対策

鉄道災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、本章第３節の危険物

等災害対策計画の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に

努めるものとする。

11 自衛隊派遣要請

町長は、災害の規模や収集した被害情報の状況から判断し、必要がある場合には、第

５章第２３節の自衛隊派遣要請計画の定めるところにより、北海道知事（空知総合振興

局長）へ自衛隊の派遣要請を要求するものとする。

12 広域応援

町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施

できない場合は、第５章第２２節の広域応援派遣計画の定めるところにより、他の消防

機関、他の市町村、北海道へ応援を要請するものとする。
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第２節 道路災害対策計画

道路構造物の被災により、大規模な救急救助活動や消火活動が必要とされている災害(以

下「道路災害」という。）が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初

動体制を確立して、その拡大を防御し、被害の軽減を図るため実施する応急対策は、この

計画の定めるところによる。

１ 災害予防

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、道路災害を未然に防止するため

必要な予防対策を実施するものとする。

２ 災害応急対策

(1) 情報通信連絡系統
道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、次のとお

りとする。

ア 道の管理する道路の場合

空知総合振興局 空知総合振興局

札幌開発建設部 札幌開発建設部

深川出張所

北海道開発局 北海道(総務部) 国(消防庁)

空知総合振興局 （情報交換）

(地域政策部）

深川地区消防組合

妹背牛町

深川警察署 北海道警察本部

北海道(建設部) 北海道運輸局
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イ 町の管理する道路の場合

北海道運輸局

妹背牛町 北海道(総務部) 国(消防庁)

空知総合振興局

(地域政策部） （情報交換）

深川地区消防組合

深川警察署 北海道警察本部

(2) 実施事項
ア 実施機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するもの

とする。

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他

の関係機関に連絡するものとする。

ウ 関係機関は、相互に緊密な情報交換を行うとともに情報の確認、共有化、応急対

策の調整等を行うものとする。

３ 災害広報

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を

図るため、被災者の家族、道路利用者及び地域住民等に対して行う災害広報は、第５章

第４節の災害広報計画の定めるもののほか、次により実施するものとする。

この場合において、町、道路管理者及び関係機関は、被災者の家族、道路利用者及び

地域住民等に対し、次の情報を正確にきめ細かく適切に提供するものとする。

(1) 道路災害の状況
(2) 被災者の安否情報
(3) 医療機関等の情報
(4) 関係機関の災害応急対策に関する情報
(5) 施設等の復旧状況
(6) 避難の必要性、地域に与える影響
(7) その他必要な事項
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４ 応急活動体制

(1) 町長は、道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その状況に応じて
応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施するものとする。

(2) 災害対策現地合同本部の設置
関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現

地合同本部を設置し、災害応急対策を行うものとする。

５ 救助救出活動

救助救出活動については、道路管理者が行う発生直後の救助救出活動のほか、第５章

第５節の避難救出計画の定めるところにより実施するものとする。

６ 医療救護活動

医療救護活動については、第５章第９節の医療救護計画の定めるところによるものの

ほか、道路管理者は、災害発生直後における救護活動に努めるとともに、関係機関によ

る迅速、かつ的確な救護が行われるよう協力するものとする。

７ 消防活動

消防活動は、第４章第６節の消防計画の定めるところによるもののほか、道路管理者

は、災害発生直後の初期消火活動を行うよう努めるとともに、消防活動を実施する関係

機関に可能な限り協力するよう努めるものとする。

８ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等

町及び関係機関は、第５章第１２節の行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画

の定めるところにより行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実施するものとする。

９ 交通規制

(1) 深川警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第５章第２１節の災害警備
計画の定めるところにより、必要な交通規制を実施するものとする。

(2) 道路管理者は、自己の管理する道路において、災害の拡大防止及び交通の確保のた
め必要な交通規制を行うものとする。

10 危険物流出対策

道路災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、本章第３節の危険物

等災害対策計画の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に

努めるものとする。
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11 自衛隊派遣要請

町長は、災害の規模や収集した被害情報の状況から判断し、必要がある場合には、第

５章第２３節の自衛隊災害派遣要請計画の定めるところにより、北海道知事（空知総合

振興局長）へ自衛隊の派遣要請を要求するものとする。

12 広域応援

町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施

できない場合は、第５章第２２節の広域応援派遣計画の定めるところにより、他の消防

機関、他の市町村、北海道へ応援を要請するものとする。
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第３節 危険物等災害対策計画

危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒劇物、放射性物質）の漏洩、流出、火災、爆

発等により死傷者が多数発生する等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し、被害の軽減を図るため予防、応急

対策は、この計画の定めるところによる。

１ 危険物等の定義

(1) 危険物
消防法(昭和 23年７月 24日法律第 186号）第２条第７項に規定されているもの
〔例〕石油類（ガソリン、灯油、軽油、重油）など

(2) 火薬類
火薬類取締法（昭和 25年５月４日法律第 149号）第２条に規定されているもの
〔例〕火薬、爆薬、火工品（工業雷管、電気雷管等）など

（3）高圧ガス
高圧ガス保安法（昭和 26年６月７日法律第 204号）第２条に規定されているもの
〔例〕液化石油ガス（LPG)、アセチレン、アンモニアなど

(4) 毒物及び劇物
毒物及び劇物取締法（昭和 25 年 12 月 28 日法律第 303 号）第２条に規定されてい

るもの

〔例〕毒物（シアン化水素、シアン化ナトリウム等）、劇物（ホルムアルデヒド、

塩素等）など

(5) 放射性物質
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律〔昭和 32年６月 10日法律

第 167号）等によりそれぞれ規定されている放射性同位元素、核燃料物質、核原料物
質を総称したもの

２ 災害予防

危険物等災害の発生を未然に防ぐため、危険物等の貯蔵、取扱い等を行う事業者（以

下「事業者」という。）及び関係機関は、必要な予防対策を実施するものとする。

３ 災害応急対策

(1) 情報通信連絡系統
危険物等災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、次の

とおりとする。
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(2) 実施事項
ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するもの

とする。

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他

の関係機関に連絡するものとする。

ウ 関係機関は、相互に緊密な情報交換を行うとともに情報の確認、共有化、応急対

策の調整等を行うものとする。

４ 災害広報

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を

図るため、被災者の家族及び地域住民等に対して行う災害広報は、第５章第４節の災害

広報計画の定めるもののほか、次により実施するものとする。

この場合において、町、事業所及び危険物等取扱規制担当機関は、被災者の家族及び

地域住民等に対し、次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供するものとする。

(1) 災害の状況
(2) 被災者の安否情報
(3) 危険物等の種類、性状など人体、環境に与える影響
(4) 医療機関等の情報
(5) 関係機関の災害応急対策に関する情報
(6) 避難の必要性、地域に与える影響
(7) その他必要な事項

国(消防庁）北海道(総務部）
空知総合振興局
（地域政策部）

発
生
事
業
所
等

北海道(経済部）
空知総合振興局
（産業振興部）

深川地区消防組合
深川消防署
妹背牛支署

北海道警察本部深川警察署
深川警察署
妹背牛駐在所

北海道(保健福祉部）
空知総合振興局

保健環境部深川地域保健室
（深川保健所）

妹背牛町

深川地区
消防組合

毒物・劇物のみ

火薬類・高圧ガスのみ
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５ 応急活動体制

(1) 町長は、危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その状況に応
じて応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施するものとする。

(2) 災害対策現地合同本部の設置
関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現

地合同本部を設置し、災害応急対策を行うものとする。

６ 災害拡大防止

事業者及び危険物等の取扱規制担当機関は、危険物等による災害の拡大防止を図るた

め、爆発性・引火性・有毒性等の危険物等の性状を十分に把握し、適切な応急対策を講

じるものとする。

７ 消防活動

(1) 消防活動は、第４章第６節の消防計画の定めるところによるほか、事業者との緊密
な連携を図り、危険物等の性状にあった適切な消防活動を実施するものとする。

(2) 消防機関の職（団）員は、消防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区
域を設定するものとする。

(3) 事業者は、消防機関が現場到着までの間に、自衛消防組織等によりその延焼拡大を
最小限に抑える等消防活動に努めるものとする。

８ 避難措置

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、第５章第５節の避難救出計画の定め

るところにより、爆発性・引火性・有毒性といった危険物等の特殊性を考慮し、必要な

避難措置を実施するものとする。

９ 救助救出及び医療救護活動等

町及び関係機関は、第５章第５節の避難救出計画及び第５章第９節の医療救護計画の

定めるところにより、被災者の救助救出及び医療救護活動を実施するものとする。

また、町及び関係機関は、第５章第１２節の行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋

葬計画の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実施するもの

とする。

10 交通規制

深川警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第５章第２１節の災害警備計

画の定めることろにより必要な交通規制を実施するものとする。

11 自衛隊派遣要請
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町長は、災害の規模や収集した被害状況から判断し、必要がある場合には、第５章第

第７章 事故災害対策計画 第３節

２３節の自衛隊災害派遣要請計画の定めるところにより北海道知事（空知総合振興局

長）へ自衛隊の派遣要請を要求するものとする。

12 広域応援

町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施

できない場合は、第５章第２２節の広域応援派遣計画の定めるところにより、他の消防

機関、他の市町村、北海道へ応援を要請するものとする。
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第４節 大規模な火事災害対策計画

死傷者が多数発生する等大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るための予防、応

急対策は、この計画の定めるところによる。

１ 災害予防

町及び深川地区消防組合妹背牛支署は、大規模な火事災害の発生を未然に防止するた

め、大規模な火事災害に強いまちづくり、防火思想の普及、自主防災組織の育成強化等

必要な予防対策を実施するものとする。

２ 災害応急対策

(1) 情報通信連絡系統
大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、

次のとおりとする。

(2) 実施事項
ア 関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するもの

とする。

イ 関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について、迅速に

他の関係機関に連絡するものとする。

ウ 関係機関は、相互に緊密な情報交換を行うとともに、情報の確認、共有化、応急

対策の調整等を行うものとする。

３ 災害広報

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を

図るため、被災者の家族及び地域住民等に対して行う災害広報は、第５章第４節の災害

広報計画の定めるもののほか、次により実施するものとする。

発見者

国(消防庁）
北海道
（総務部）

空知総合振興局
（地域政策部）

妹背牛町

北海道警察本部深川警察署
深川警察署
妹背牛駐在所

深川地区
消防組合

深川地区消防組合
深川消防署
妹背牛支署

（情報交換）
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(1) 災害の状況
(2) 被災者の安否状況
(3) 危険物等の種類、性状など人体、環境に与える影響
(4) 医療機関等の情報
(5) 関係機関の災害応急対策に関する情報
(6) 避難の必要性、地域に与える影響
(7) その他必要な事項

４ 応急活動体制

(1) 町長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その状況
に応じて応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施するものとする。

(2) 災害対策現地合同本部の設置
関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現

地合同本部を設置し、災害応急対策を行うものとする。

５ 消防活動

消防活動は、第４章第６節の消防計画の定めるところによるほか、人命の安全確保と

延焼防止を基本として、速やかに火災の状況を把握し、避難場所及び避難通路の確保並

びに重要かつ危険度の高い箇所、地域を優先しながら消防活動を実施するものとする。

また、消防機関が現場到着までの間に、自衛消防組織等によりその延焼拡大を最小限

度に抑える等消防活動に努めるものとする。

６ 避難措置

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、第５章第５節の避難救出計画の定め

るところにより、必要な避難措置を実施するものとする。

７ 救助救出及び医療救護活動等

町及び関係機関は、第５章第５節の避難救出計画及び第５章第９節の医療救護計画の

定めるところにより、被災者の救助救出及び医療救護活動を実施するものとする。

また、町及び関係機関は、第５章第１２節行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬

計画の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実施するものと

する。

８ 交通規制

深川警察署妹背牛駐在所は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第５章第２１節

災害警備計画の定めるところにより、必要な交通規制を実施するものとする。
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９ 自衛隊派遣要請

町長は、災害の規模や収集した被害情報の状況から判断し、必要がある場合には、第

５章第２３節の自衛隊派遣要請計画の定めるところにより、北海道知事(空知総合振興

局長）へ自衛隊の派遣要請を要求するものとする。

10 広域応援

町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施

できない場合は、第５章第２２節の広域応援派遣計画の定めるところにより、他の消防

機関、他の市町村、北海道へ応援を要請するものとする。
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第５節 航空災害対策計画

航空機の墜落炎上等により多数の死傷者を伴う大規模な事故(以下「航空災害」という。）

が発生し、又はまさに発生しようとしている場合は、早期に初動体制を確立して、その拡

大を防御し被害の軽減を図るため、各種予防及び応急対策は、この計画に定めるところに

よる。

１ 災害予防

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、航空災害を未然に防止するため

必要な予防対策を実施するものとする。

２ 災害応急対策

(1) 情報通信連絡系統
航空災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は、次のとお

りとする。

３ 災害広報

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を

図るため、被災者の家族、旅客及び地域住民等に対して行う災害広報は、第５章第４節

の災害広報計画の定めるもののほか、次により実施するものとする。

(1) 航空災害の状況
(2) 旅客及び乗務員等の安否情報
(3) 医療機関等の情報
(4) 関係機関の災害応急対策に関する情報
(5) 避難の必要性、地域に与える影響
(6) その他必要な事項

深川地区消防組合
深川消防署妹背牛支署

国（消防庁）

発見者

北海道

北海道警察本部

（地域政策部）
空知総合振興局

深川警察署

妹　背　牛　町

深川地区消防組合

（情報交換）

空港管理事務所

空港事務所
東京航空局

近隣消防機関

当該航空運送事業者
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４ 応急活動体制

(1) 町長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応
急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施するものとする。

(2) 災害対策現地合同本部の設置
関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、現

地合同本部を設置し、災害応急対策を行うものとする。

５ 救助救出活動

救助救出活動については、東京航空局空港事務所等が行う発生直後の救助救出活動の

ほか、第５章第５節の避難救出計画の定めるところにより実施するものとする。

６ 医療救護活動

医療救護活動については、第５章第９節の医療救護計画の定めるところによるものの

ほ か、関係機関による迅速、かつ的確な救護が行われるよう協力するものとする。

７ 消防活動

消防活動は、第４章第６節の消防計画の定めるところによるもののほか、消防活動を

実施する関係機関に可能な限り協力するよう努めるものとする。

８ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等

町及び関係機関は、第５章第１２節の行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画

の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実施するものとする。

９ 交通規制

深川警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第５章第２１節の災害警備計

画の定めるところにより、必要な交通規制を実施するものとする。

10 防疫及び廃棄物処理等

航空災害時における防疫及び廃棄物処理等は、第５章第１０節の防疫計画及び第５章

第１１節の廃棄物処理及び環境保全計画の定めるところにより、実施するものとする。

11 自衛隊派遣要請

町長は、災害の規模や収集した被害情報の状況から判断し、必要がある場合には、第

５章第２３節の自衛隊派遣要請計画の定めるところにより、北海道知事（空知総合振興

局長）へ自衛隊の派遣要請を要求するものとする。

12 広域応援

町及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施
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できない場合は、第５章第２２節の広域応援派遣計画の定めるところにより、他の消防

機関、他の市町村、北海道へ応援を要請するものとする。
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第８章 災害復旧計画

災害復旧に当たっては、災害の再発生を防止するため、公共施設等の復旧は、単なる原

形復旧にとどまらず、必要な改良復旧を行う等将来の災害に備える計画とし、第５章の災

害応急対策計画に基づき、応急復旧終了後被害の程度を十分検討して計画をたて、早期復

旧を目標にその実施を図るものとする。

１ 実施責任者

町長その他の執行機関、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、指定公共機関及

び指定地方公共機関その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者

は、被災した施設及び設備等について迅速かつ的確にその被害状況を調査し、これに基

づき復旧計画を作成し、実施するものとする。

２ 復旧事業計画の概要

公共施設の災害復旧事業計画は、おおむね次の計画とする。

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画
ア 河川公共土木施設災害復旧事業計画

イ 道路公共土木施設災害復旧事業計画

ウ 下水道災害復旧事業計画

エ 公園災害復旧計画

(2) 農林水産施設災害復旧事業計画
(3) 上水道災害復旧事業計画
(4) 住宅災害復旧事業計画
(5) 社会福祉施設災害復旧事業計画
(6) 病院等災害復旧事業計画
(7) 学校教育施設災害復旧事業計画
(8) 社会教育施設災害復旧事業計画
(9) その他の災害復旧事業計画

３ 災害復旧予算措置

災害復旧事業その他の関係事業に要する費用は、別に法律の定めるところにより予算

の範囲内において、国及び道が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる。なお、

事業別国庫負担及び補助率は、道地域防災計画に定める基準による。

４ 激甚災害に係る財政援助措置

著しく激甚である災害が発生した場合には、町は被害の状況を速やかに調査把握し、

早期に激甚災害の指定が受けられるよう措置して、公共施設の災害復旧事業が円滑に行
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われるよう努めるものとする。

５ 応急金融対策

(1) 農林業応援融資
ア 天災による被害農業者に対する資金の融資は、天災による被害農林漁業者等に対

する資金の融通に関する暫定措置法（昭和３０年法律第１３６号）を適用し、低利

の経営資金の融資を円滑にして、農業経営の維持安定を図るよう推進する。

イ 農林漁業金融公庫資金の活用を図り、更に自作農維持資金の長期低利資金の導入

を行い、農業経営の維持安定を図る。

ウ 農地等の災害復旧資金として、土地改良資金、農業者の共同利用施設復旧資金等

長期低利資金の導入を図る。

(2) 生活確保資金融資
災害を受けた低所得者に対する資金の融資、貸付金等の対策は、次によるものとす

る。

ア 生業資金の貸し付け

町は、被災した生活困窮者等の再起に必要な事業資金その他少額融資の貸付資金

を確保するため、次の資金等の導入に努める。

(ｱ)救助法による生業に必要な資金

(ｲ)災害援助資金

(ｳ)母子福祉資金

(ｴ)応急援護資金

(ｵ)国民金融公庫資金

イ 被災世帯に対する住宅融資

低所得世帯又は母子世帯で災害により住宅を失い、又は破損等のために居住する

ことができなくなった場合は、住宅を補償し、又は非住宅を住家に改造する等のた

めの資金を必要とする世帯に対して、次の資金の導入に努めるものとする。

(ｱ)災害援護資金又は災害復興住宅資金

(ｲ)母子福祉資金の住宅資金

(3) 応急金融の大要
応急金融の融資の名称、取扱期間等の大要は、北海道地域防災計画の災害応急金融

計画に定めるところによる。
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○妹背牛町防災会議条例

昭和 40年 5月 15日

条例第 22号

(目的)

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第１６条第６項の規定に

基づき、妹背牛町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるこ

とを目的とする。

(所掌事務)

第 2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 妹背牛町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集するこ

と。

(3) 水防法(昭和 24年法律第 193号)第２５条の水防計画その他水防に関し重要な事項

を調査審議すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に関する事

務

(会長及び委員)

第 3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関のうちから町長が任命する者

(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) その他防災に関する学識経験を有する者のうちから町長が任命する者

6 前項各号の委員の定数は、30人以内とする。

7 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間と

する。

8 前項の委員は、再任することができる。

(専門委員)

第 4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関

の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
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3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任するものとする。

(議事等)

第 5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要

な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和４０年４月１日から適用する。

附 則(平成 12年 3月 6日条例第 2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。



- 164 -

資料

妹背牛町災害対策本部条例

昭和 38年 4月 1日

条例第 16号

(目的)

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第２３条第６項の規定に

基づき、妹背牛町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定

めることを目的とする。

(組織)

第 2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理す

る。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第 3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属する災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する本部員がこれに当る。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第 4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部

長が定める。

附 則

この条例は、昭和３８年４月１日から施行する。
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災害発生時における妹背牛町と妹背牛郵便局の協力に関する協定

北海道 妹背牛町（以下「甲」という。）と妹背牛郵便局（以下「乙」という。）は、妹

背牛町内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な

対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定する。

（定義）

第１条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第

２条第１号に定める被害をいう。

（協力要請）

第２条 甲及び乙は、妹背牛町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、

相互に協力を要請することができる。

（１）緊急車両等としての車両の提供

（車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。）

（２）地方公共団体又は当社が収集した被災者の避難所開設状況及び（同意の上で作成

した）避難者リスト等の情報の相互提供

（３）郵便局ネットワークを活用した広報活動

（４）災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策

ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除

ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除

エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除

（５）乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の地方公共団体等への

情報提供

（６）避難所における臨時の郵便差出箱の設置

（７）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについ

て、各社から要請があった場合の取扱い

（８）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項

（協力の実施）

第３条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に

支障のない範囲内において協力するものとする。

（経費の負担）

第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令

その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請し

た者が負担する。
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２ 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協

議の上、決定するものとする。

（災害情報等連絡体制の整備）

第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議する

ものとする。

（情報の交換）

第６条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交

換を行う。

（連絡責任者）

第７条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。

甲 妹背牛町 防災担当課長

乙 妹背牛郵便局長

（協議）

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議

し決定する。

（有効期間）

第９条 この協定の有効期間は、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までとす

る。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から

起算して、さらに１年間効力を有するものとし、以後も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が押印のうえ、各自１通を

保有する。

平成２６年 ３月 ７日

甲 住所

妹背牛町

代表 妹背牛町長 寺 崎 一 郎 □印

乙 住所

雨竜郡妹背牛町字妹背牛４１９番地の２

妹背牛郵便局

代表 日本郵便株式会社 北海道支社長 佐藤 恭市 □印
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災害時の応急措置に関する協定書

妹背牛町長（以下「甲」という。）と妹背牛建設業協会長（以下「乙」という。）とは、

妹背牛町内において風雪水害、地震、その他による災害（以下「災害」という。）が発生

し、又は災害が発生する恐れがある場合における、応急措置（以下「応急措置」という。）

について次のとおり協定する。

（協定の趣旨）

第１条 この協定は、妹背牛町防災計画に基づき、甲が乙に対し、災害による応急措置を

円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第２条 甲は災害が発生し妹背牛町のみでは十分な応急措置を実施することができない場

合において、状況により乙に対し、協力を要請することができる。

２ 甲は、前項の協力を要請する場合において、次の各号に掲げる事項を明らかにした文

書により乙に協力を要請するものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な

場合は、電話等により要請し、事後文書を提出する。

（１）災害の状況及び協力を要請する事由

（２）必要とする人員

（３）必要とする資材及び機材の種類並びに数量

（４）必要とする活動場所、活動内容及び期間

（５）その他必要事項

（協力の実施）

第３条 乙は、甲からの応急措置の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ない

理由のない限りこれを受託し、甲の現地責任者の指示を受け要請に従って応急措置に従

事するものとする。

（報告）

第４条 乙は、前条の規定に基づき応急措置に従事した場合は、随時その活動内容等の経

過について報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる

事項を記載した文書をもって、甲に報告するものとする。

（１）応急措置に従事した人員及び名簿

（２）応急措置に使用した機械類の種別及び台数

（３）応急措置に従事した人員のそれぞれの応急措置に従事した期間

（４）応急措置に使用した機械類の使用時間数

（５）その他必要な事項

２ 甲は、前項による応急措置の完了報告を受けたときは、乙に対し速やかに協力要請の

解除を勧告するものとする。
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（連絡責任者）

第５条 応急措置に関する伝達並びにこれに関する連絡の確実及び円滑を図るため、あら

かじめ甲乙共に連絡責任者を定めておくものとする。

（経費の負担）

第６条 この協定に基づく応急措置のために要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲

が負担する。

（第三者に対する損害賠償）

第７条 応急措置中に、第三者に対し及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額

は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

（費用等の請求）

第８条 乙は、第６条に規定する費用等を請求するときは、甲の定めるところにより行う。

（支払）

第９条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、その費用を速やかに支払うものとする。

（協議）

第 10条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、

甲乙協議して定めるものとする。

（協定期間）

第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２６年３月３１日までとする。

ただし、この協定の有効期間満了１ヶ月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がない

ときは、更に期間満了の日の翌日から１年間この協定の有効期間が延長されたものとし、

以後の期間についてもまた同様とする。

この協定の締結の証として、本書２通を作成し、各自１通を保有するものとする。

平成２５年 ４月２４日

甲 雨竜郡妹背牛町字妹背牛５２００番地

妹背牛町長 寺 崎 一 郎

乙 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４９９番地の５

妹背牛建設業協会 会長 石 井 喜久男
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震度情報ネットワークシステムに係る協定書

北海道（以下「甲」という。）は、妹背牛町（以下「乙」という。）と震度情報ネット

ワークシステムに係る機器の設置及び維持管理について、次の条項のとおり協定を締結す

る。

（趣 旨）

第１条 この協定は、市町村、北海道及び消防庁が公衆回線でネットワークすることによ

り、震度情報を早期に把握し、防災対策の初期活動を迅速に実施するため、甲が乙の施

設に設置する計測震度計（計測部、処理部及び発信部）等に係る設置・運用、維持管理

及び経費負担について、必要な事項を定める。

（機器の設置）

第２条 乙の庁舎等に設置する機器（以下「機器」という。）は計測振動計、ケーブル、

電源設備等とする。

（庁舎施設の使用）

第３条 乙は、機器の設置に必要な庁舎施設等を無償で甲に使用させるものとする。土地

の使用に関しては、別途行政財産の使用許可を受けるか、または賃貸借契約を締結し、

有償で甲に使用させるものとする。

（機器の維持管理）

第４条 機器の維持管理は、甲が行うものとし、乙は、善良な管理者としての設置機器等

の管理義務を負うものとする。

２ 機器に故障等障害が発生したときは、乙は速やかに甲に通報するものとする。

（経費負担）

第５条 機器の維持管理に要する経費の負担は次のとおりとする。

（１）甲が負担する経費

ア 機器の設置及び保守点検に要する経費

イ 機器の故障復旧に要する経費

ウ 機器に要する通信回線等経費

（２）乙が負担する経費

ア 機器に要する電気料

イ その他日常の機器利用に関し必要な経費

ウ 乙の都合により設置機器等の変更工事をする場合の当該工事に要する経費
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（設置場所の変更等）

第６条 乙は、庁舎の移転、改築等による機器の設置場所の変更、又は、乙の都合による

設置機器の変更を行う場合、あらかじめ甲に協議するものとする。

また、甲の都合により変更を行う場合についても、あらかじめ乙に協議するものとする。

（補 則）

第７条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、各１

通を保有するものとする。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有するも

のとする。

平成９年４月１日

甲 北海道

北海道知事 堀 達 也

乙 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛５２００番地

妹背牛町役場

妹背牛町長 加 藤 榮 一
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災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定

北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道

町村会長は、災害時等における北海道（以下「道」という。）及び市町村相互の応援に関

し、次のとおり協定する。

（趣旨）

第１条 この協定は、道内において災害時又は武力攻撃事態、武力攻撃予測事態若しくは

緊急対処事態（以下「災害時等」という。）において、被災市町村（災害時に被災した

市町村又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある市

町村のみでは避難、救助等の応急措置を又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処

保護措置（以下「緊急措置等」という。）を十分に実施できない場合に、災害対策基本

法（昭和 36 年法律第 223 号）第 67 条第 1 項及び第 68 条第 1 項 又は武力攻撃事態等

における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第 112 号）第 17 条第 1
項及び第 18 条第 1 項若しくは同法第 183 条において準用する第 17 条第 1 項及び第 18
条第 1 項の規定に基づく道及び市町村相互の応援（以下「応援」という。）を円滑に遂
行するために必要な事項を定めるものとする。

（応援の種類）

第２条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。

（１）食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっ

せん

（２）被災者等（避難住民並びに災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の被

災者をいう。以下同じ。）の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、

物資の提供及びあっせん

（３）避難、救援及び救出活動等に必要な車両等の提供及びあっせん

（４）避難、救援、救護、救助活動及び応急措置に必要な職員の派遣

（５）被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん

（６）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

（地域区分）

第３条 応援の円滑な実施を図るため、市町村を別表の支庁地域に区分するものとする。

（道の役割）

第４条 道は、市町村の処理する防災及び国民保護に関する事務又は業務の実施を支援す

るとともに、市町村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。
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（連絡担当部局）

第５条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援の円滑な実

施を図るため、予め連絡担当部局を定めるものとする。

（応援の要請の区分）

第６条 応援の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模

等に応じて次に掲げる区分により行うものとする。

（１）第１要請 被災市町村の長が当該支庁地域内の市町村の長に対して行う応援の要請

（２）第２要請 被災市町村の長が他の支庁地域の市町村の長に対して行う応援の要請

（３）第３要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援の要請

（応援の要請の手続）

第７条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、

知事又は他の市町村の長に対し応援の要請を行うものとする。

（１）被害の種類及び状況

（２）第２条第１号及び第２号に掲げるものの品名、数量等

（３）第２条第３号に掲げる車両等の種類、規格及び台数

（４）第２条第４号に掲げる職員の職種別人員

（５）応援場所及び応援場所への経路

（６）応援の期間

（７）前各号に定めるもののほか、応援の実施に関し必要な事項

２ 応援の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援の要請に応じる場合にあってはその

応援の内容を、応援の要請に応じることができない場合にあっては、その旨を当該被災

市町村の長に通知するものとする。

３ 前２項に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報は、第１要請及び第２要請

にあっては、原則として道を経由して行うものとする。

（応援の経費の負担）

第８条 応援に要した経費は、応援を受けた被災市町村において負担するものとする。

２ 応援を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまが

ない場合には、応援を受けた被災市町村の定めにより、応援を行った道及び市町村は、

当該経費を一時繰替（国民保護に関しては「立替え」と読みかえる。以下同じ。）支弁

するものとする。

３ 前２項の規定により難い場合については、その都度、応援を受けた被災市町村と応援

を行った道及び市町村とが協議して定めるものとする。

（自主応援）

第９条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場
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合であって必要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情

報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援を行うものとする。

２ 自主応援については、第７条第１項の規定による被災市町村の長からの要請があった

ものとみなす。

３ 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町

村の情報収集に要する経費は、応援を行った道及び市町村において負担するものとする。

（他の協定との関係）

第１０条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援

協定、北海道消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨

げるものではない。

（その他）

第１１条 この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

２ この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町

村が協議して定めるものとする。

附 則

この協定は、平成２０年６月１０日から施行する。

平成９年１１月５日に締結された協定は、これを廃止する。

この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記

名押印の上、各自１通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村に対し、

その写しを交付するものとする。

平成２０年６月１０日

北海道

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道市長会

北海道市長会長 新 宮 政 志

北海道町村会

北海道町村会長 寺 島 光一郎
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別表

地域区分 構 成 市 町 村 地域区分 構 成 市 町 村

石狩支庁 石狩支庁管内の市町村 宗谷支庁 宗谷支庁管内の市町村

渡島支庁 渡島支庁管内の市町 網走支庁 網走支庁管内の市町村

檜山支庁 檜山支庁管内の町 胆振支庁 胆振支庁管内の市町

後志支庁 後志支庁管内の市町村 日高支庁 日高支庁管内の町

空知支庁 空知支庁管内の市町 十勝支庁 十勝支庁管内の市町村

上川支庁 上川支庁管内の市町村 釧路支庁 釧路支庁管内の市町村

留萌支庁 留萌支庁管内の市町村 根室支庁 根室支庁管内の市町



- 175 -

資料

災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定実施細目

（趣旨）

第１条 この実施細目は、災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定（以

下「協定」という。）第１１条第１項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を

定めるものとする。

（連絡担当部局）

第２条 協定第５条に規定する連絡担当部局は、別表第１のとおりとする。

（応援の要請の方法）

第３条 協定第７条第１項に規定する応援の要請は、電話、電信等により行うものとし、

後日速やかに応援を行った道及び市町村に要請文書を提出するものとする。

（応援の要請等の連絡系統）

第４条 協定第７条に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報の連絡系統は、別

表第２のとおりとする。

（経費負担の内容等）

第５条 協定第８条第１項に規定する応援を受けた被災市町村（以下「要請市町村」とい

う。）が負担する経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

（１）応援職員の派遣 応援を行った道及び市町村が別に定める規定に基づき算定した当

該応援職員に係る旅費及び諸手当の合計額の範囲内の額

（２）備蓄物資 当該物資の時価評価額及び輸送費

（３）調達物資 当該物資の購入費及び輸送費

（４）車両、船艇、機械器具等借上料 燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の

修理費

（５）施設の提供 借上料

（６）協定第２条第６号に規定する事項 その実施に要した額

２ 協定第８条第２項の規定により応援に要した経費を一時繰替支弁した場合には、応援

を行った道及び市町村は、当該経費の額を、知事及び市町村の長名による請求書により

関係書類を添付の上、要請市町村に請求するものとする。

３ 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、地方公務

員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の規定に基づき、必要な補償を行うものとす

る。

４ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合には、その損害が応援業務中に生じたも

のにあっては要請市町村が、要請市町村への往復の途中において生じたものにあっては
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応援を行った道及び市町村が、当該損害を賠償するものとする。

５ 前各項の規定により難い場合については、要請市町村と応援を行った道及び市町村と

が協議して定めるものとする。

（その他）

第６条 この実施細目に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、道

及び市町村が協議して定めるものとする。

附 則

この実施細目は、平成２０年６月１０日から施行する。

平成９年１１月５日に締結された実施細目は、これを廃止する。

この実施細目の締結を証するため、実施細目に知事、北海道市長会長及び北海道町村会

長が記名押印の上、各自１通保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の

長に対し、その写しを交付するものとする。

平成２０年６月１０日

北海道

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道市長会

北海道市長会長 新 宮 正 志

北海道町村会

北海道町村会長 寺 島 光一郎
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滝川地区・深川地区消防相互応援協定書

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２１条の規定に基づき、滝川地区広域消防

事務組合と深川地区消防組合（以下「両組合」という。）は、管轄区域の消防の相互応援

に関し、次のとおり協定するものとする。

第１条 両組合において、火災その他の災害の防除鎮圧又は人命救助等につき、非常事態

が発生したときは、両組合の消防長又は消防署長（以下「消防機関の長」という。）は、

消防任務を遂行するため、相互に応援を要請することができる。

２ 相互の応援隊を派遣する地域は次による。

（１）滝川地区広域消防事務組合

滝川市江部乙町の区域、雨竜町の区域

（２）深川地区消防組合

深川市音江町稲田、向陽、豊泉の区域

妹背牛町の区域、北竜町の区域

３ 第１項の規定により要請を受けた消防機関の長（以下「受請者」という。）は、応援

を要請した消防機関の長（以下「要請者」という。）の要請事項に基づき、応援するも

のとする。

４ 前３項の規定にかかわらず、両組合の管轄区域内に火災を認知したときは、自己管轄

区域と同様に処置を講ずるものとする。

５ 火災が拡大し、受援地の消防機関の長より更に増援の要請があった場合は、応援地の

消防機関の長は、管轄内の消防体制に支障を生じない範囲において増援隊を派遣する。

第２条 応援を要請する場合は、要請者に対し、罹災地における災害の状況並びに所要消

防機材の種類数量及び人員、その他必要な事項を具して行うものとする。

２ 受請者は、前項の規定による要請については、特別な事由がない限りその求めに応ず

るものとする。

第３条 応援隊の指揮は、次に掲げる方法によるものとする。

（１）受援地の消防署長若しくはその代理者とする。

（２）前号の指揮は、応援隊の隊長に対して行うものとする。
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第４条 応援に要した費用の支弁は、次に掲げる基準によるものとする。

（１）出動職団員に対する諸手当、被服に関する諸費用、機械燃料費、機関器具の破損

修理費及び出動隊員の死傷に伴う補償療養賠償費等は、すべて応援隊の所属する組

合において負担する。

（２）出動途中の事故による建築物損壊の補修費その他一般人の死傷に伴う療養費、賠

償費等の支弁は、相互の組合がその金額を折半して負担する。

（３）応援消防活動が長時間にわたる場合の食糧、自動車燃料その他消防資材を要請者

の了承をうけて補給又は消費したものは、受援地組合の負担とする。

（４）特殊火災の消火に消費した化学消火剤は、受援地組合の負担とする。

（５）消防法第２７条ないし第３０条に定める規定は、消防活動上当然に応援隊に適用

あるものとし、特に同法第２９条第３項に定める損失補償の必要が生じたときは、

同条第４項の規定により受援地組合の負担とする。

第５条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、その都度当事者間の協議により決定す

るものとする。

第６条 本協定締結の証として本書２通を作成し、署名捺印のうえ、各１通を所持する。

昭和５０年１０月１日

滝川地区広域消防事務組合

組合長 吉 岡 清 栄

深川地区消防組合

管理者 真 鍋 政 之
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災害時における応急対策業務に関する協定書

妹背牛町（以下「甲」という。）と道北電気工事業協同組合深川支部（以下「乙」とい

う。）は、妹背牛町内で災害が発生すると予測され、又は発生した場合（以下「災害時」

という。）において、災害応急対策を迅速かつ円滑に行うため、甲の応急対策業務に関す

る乙の協力について次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時等における甲が所有する公共建築物の機能の確保及び回復の

ほ

か、甲が必要と認める災害応急対策活動について、甲と乙が協力し、迅速かつ的確に対

応することを目的とする。

（協力要請）

第２条 甲は、前条の目的を達成するために、乙の協力が必要と認めたときは、乙に対し

次に掲げる事項について協力を要請するものとする。

(1)被災する恐れがある又は被災した甲が所有する施設の設備等の応急措置及び復旧

に関すること。

(2)前号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた業務に関すること。

（要請）

第３条 前条の協定による要請は、次の各号に掲げる事項を明確にした災害応急対策業務

協力要請書（様式第１号）により要請するものとする。

ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法により要請し、事後に災害応急対策

業務協力要請書を提出するものとする。

(1)出動場所

(2)災害の状況

(3)応急対策業務の内容

(4)その他必要な事項

（協力）

第４条 乙は､前条の要請を受けた場合は、やむを得ない事情がない限り、他の業務に優

先

して当該要請に応じるものとする。

（報告）

第５条 乙は、甲の要請した応急対策業務を実施したときは、次に掲げる事項を明確にし
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た災害応急対策業務報告書（様式第２号）により報告するものとする。

(1)従事期間

(2)従事者数

(3)使用資機材の種類及び数量

(4)その他必要な事項

（費用負担）

第６条 乙が甲の要請による応急対策業務に要した費用は、甲が負担するものとする。

２ 甲が負担する費用は、災害発生直前における適正価格を基準として甲乙協議の上で決

定するものとする。

（情報交換）

第７条 甲乙は、定期的にこの協定に係る各種情報を交換し、災害時に円滑な運用ができ

るよう努めるものとする。

（有効期間）

第８条 この協定の有効期間は、平成２０年３月１日から平成２１年３月３１日までとす

る。

ただし、有効期間満了の１か月前までに、甲乙いずれからも何らかの意思表示がない

ときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間効力を有するものとし、以後同様とす

る。

（協議）

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義が生じた場合は、甲乙協議

の上定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その

１通を保有する。

平成２０年３月１日

妹背牛町字妹背牛５２００番地

甲 妹背牛町長 加 藤 榮 一

深川市７条５番３８号

乙 道北電気工事業協同組合深川支部

支 部 長 坪 田 邦 光
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災害時における郵便事業株式会社旭川東支店、妹背牛町間の協力に関する協定書

郵便事業株式会社旭川東支店（以下「甲」という。）及び妹背牛町（以下「乙」という。）

は、妹背牛町内に発生した地震その他による災害時において、災害対策基本法、災害救助

法その他の関係法令に定めるもののほか、必要とする対応を甲と乙が相互に協力して、円

滑に遂行するため、次のとおり協定書を締結する。

（用語の定義）

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号)第

２条第１号に定める被害をいう。

(協力要請）

第２条 甲及び乙は、妹背牛町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、

相互に協力を要請することができる。

(1) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策

(2) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び避難者リスト等の情報の相互提供

(3) 甲が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の乙への情報提供

(4) 避難所における臨時の郵便差出箱（郵便ポスト）の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項

（協力の実施）

第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性を考慮し、協力

するよう努めなければならない。

（経費の負担）

第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力をした者が要した経費については、法

令その他に特段の定めがあるものを除くほか、それぞれ協力要請した者が、適正な方法

により算出した金額を負担する。

２ 前項の負担について疑義が生じたときは、甲乙両者が協議の上、負担すべき額を決定

する。

（災害対策本部への参加）

第５条 甲は、妹背牛町災害対策本部の構成員に加わることができる。

（災害情報等連絡体制の整備）

第６条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議する

ものとする。
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(防災会議への参加）

第７条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲内で、乙が開催する防災会議に出席する。

（防災訓練等への参加）

第８条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲内で、乙が行う防災訓練等に参加する。

（情報の交換）

第９条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の

交換を行うものとする。

（連絡責任者）

第１０条 この協定書に関する連絡責任者は、甲においては郵便事業株式会社旭川東支店

長、乙においては妹背牛町防災担当課長とする。

（協議）

第１１条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に疑義が生じたときは、甲乙協議

の上、決定するものとする。

附 則

本協定は調印の日から施行し、甲又は乙が文書をもって終了を通告しない限り、その効

力を有する。

この協定書の締結を証するため、この書面２通を作成し、甲乙両者は記名押印の上、各

自その１通を保有する。

平成２０年１０月１０日

甲 郵便事業株式会社旭川東支店

代表者 旭川東支店長 篠 原 篤 印

乙 妹背牛町

代表者 妹背牛町長 加 藤 榮 一 印
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災害等の発生時における妹背牛町と北海道エルピーガス災害対策協議会の

応急・復旧活動の支援に関する協定

妹背牛町（以下「甲」という。）と北海道エルピーガス災害対策協議会（以下「乙」と

いう。）は、妹背牛町の区域内に災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下

「災害等の発生時」という。）における応急・復旧活動の支援に関して必要な事項を定め、

次のとおり協定を締結する。

（用語の定義）

第１条 この協定における「災害時」とは、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 2

条第 1項に定める災害、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律（平

成 16 年法律第 112 号）第 2 条第 4 項に定める武力攻撃災害及び緊急対応事態（武力攻

撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平

成 15年法律第 79号）第 25条第 1項に規定する緊急対処事態をいう。）により直接又は

間接に生じる人的又は物的災害をいう。

（協力体制の確保）

第２条 災害等の発生時に必要な応急、復旧活動を行うため、甲は、乙に対し情報提供及

び第 4条の規定による要請を行うこととし、乙は、それを受け乙の会員事業者に対して

必要な指示を行うものとする。

（応急・復旧活動支援の範囲）

第３条 この協定の対象となる応急・復旧活動支援とは、次に掲げるものとする。

（１）被災場所におけるＬＰガスの被害状況及び復旧状況の情報提供

（２）被災場所における応急措置及び復旧工事

（３）避難場所へのＬＰガス供給及び供給に必要な関連機器の設置工事

（４）ＬＰガス供給停止が長期となった場合の簡易コンロ等の手配

（５）大規模火災現場におけるＬＰガス設備の撤去等の安全対策

（６）その他甲が必要とする要請事項

（応急・復旧活動の支援要請）

第４条 甲は、災害等の発生時に必要があると認めるときは、乙に対し応急・復旧活動の

支援を要請できるものとする。要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊

急を要する場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
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（災害対策本部会議等への参加）

第５条 乙は、甲の申請があった場合、甲が設置する妹背牛町災害対策本部会議、妹背牛

町国民保護対策本部会議若しくは妹背牛町緊急対処事態対策本部会議又は防災関係機関

情報連絡室等にその職員を出席させ、又は派遣するものとする。

（応急・復旧活動支援の実施）

第６条 乙は、甲の要請により応急・復旧活動の支援を行う場合、積極的な協力に努める

ものとする。

（費用の負担）

第７条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援に要した費用（人件費は除く。）は、

原則として甲が負担する。

２ 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議のうえ

決定するものとする。

３ 乙が要した費用の支払い方法等は、甲乙協議によるものとし、甲はその支払いに責任

を負うものとする。

（災害補償）

第８条 甲の要請により応急・復旧活動の支援業務に従事した者が、その業務により負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の会員事業者が

使用責任において行うものとする。

（損害の負担）

第９条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援を行ったことにより生じた物的損害の

負担について、その割合は、その都度、甲乙協議し定めるものとする。

（防災意識の向上等）

第１０条 乙は、その協議会活動を通じて、ＬＰガスの備蓄、緊急時対応設備の整備を日

常的に行うほか、甲が行う防災訓練に参加するなど、会員の防災意識の向上に努めること

とし、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。

（協議事項）

第１１条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が

生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
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（有効期限）

第１２条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書を

もって協定終了の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有す

る。

平成２２年 ８月 ３日

甲 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛５２００番地

妹背牛町長 寺 崎 一 郎

乙 岩見沢市７条東１丁目

北海道エルピーガス災害対策協議会

現地本部長 三 品 優 次

災害対策現地本部長 加 藤 昭 義



- 186 -

資料

災害時協力協定書

妹背牛町（以下「甲」という。）と一般財団法人北海道電気保安協会（以下「乙」とい

う。）とは、災害時における応急対策活動の実施に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、妹背牛町において自然災害や重大事故が発生した場合、及び、発生

するおそれがある場合の、甲の電気使用設備の安全点検・検査の実施について定め、妹

背牛町における迅速かつ円滑な災害復旧活動に資することを目的とする。

（対象とする災害）

第２条 この協定の対象となる災害は、台風、地震等の自然災害及び大規模停電、大規模

火災・爆発等の重大事故が発生した場合、及び、発生するおそれがある場合で、甲が乙

に対して協力を要請する必要があると認めた災害とする。

（応急対策活動の内容）

第３条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策活動は、次のとおりとする。

（１）公共施設の電力復旧のために必要な調査等の応急対策活動

（２）公共施設の電力復旧工事の監督、指導及び検査

（３）その他、甲が必要と認める応急対策活動

（協力要請）

第４条 甲は、前条の応急対策活動の実施について、乙に対し、次に掲げる事項を記載し

た文書をもって協力を要請するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で要請し、その

後速やかに文書を提出するものとする。

（１）応急対策活動の実施期間及び場所

（２）応急対策活動の内容

（３）その他必要な事項

２ 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、甲に協力するものとする。

（実施報告）

第５条 乙は、前条の規定により応急対策活動を実施した場合は、甲に対し、次に掲げる

事項を文書により報告するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で報告し、その後速

やかに文書を提出するものとする。

（１）応急対策活動の実施期間及び場所

（２）応急対策活動の内容

（３）その他必要な事項
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（費用負担）

第６条 乙が応急対策活動に要した費用は、乙が負担する。ただし、資材等の材料費は甲

の負担とする。

（公務災害補償）

第７条 乙は、応急対策活動の実施にあたっては、職員が労働者災害補償保険法（昭和２

２年法律第５０号）の適用を受けるための必要な手続きをあらかじめ実施する。

（協定の有効期限）

第８条 この協定の有効期限は、締結の日から平成２７年３月３１日までとする。

ただし、期間満了の日の３０日前までに、甲又は乙から文書をもって協定終了の意思表

示をしない限り、期間満了の日の翌日から１年間延長するものとし、その後においても

同様とする。

（その他）

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、

甲乙協議して決定する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通

を保有する。

平成２６年 ５月２８日

雨竜郡妹背牛町字妹背牛５２００番地

甲 妹背牛町長 寺 崎 一 郎

札幌市西区発寒６条１２丁目６番１１号

乙 一般財団法人北海道電気保安協会

理 事 長 大 内 全
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妹背牛町避難行動要支援者施設（連絡先）一覧

○乳幼児等施設

No 施 設 名 所 在 地 TEL FAX

１ 認定子ども園妹背牛保育所 妹背牛町字妹背牛 32-2501 －
4313番地の 12

○児童施設

No 施 設 名 所 在 地 TEL FAX

１ 妹背牛小学校（学童保育） 妹背牛町字妹背牛 32-2456 －
432番地

○老人保健施設

No 施 設 名 所 在 地 TEL FAX

１ 妹背牛町老人保健施設りぶれ 妹背牛町字妹背牛 32-3232 32-2677
361番地の 22

○介護保険施設

No 施 設 名 所 在 地 TEL FAX

１ デイサービスセンター 妹背牛町字妹背牛 32-3230 32-2675
361番地の 22

○病院

No 施 設 名 所 在 地 TEL FAX

１ 妹背牛診療所 妹背牛町字妹背牛 32-2475 32-2474
361番地の 22

○ 地域密着型サービス事業所

No 施 設 名 所 在 地 TEL FAX

１ グループホームべにばら 妹背牛町字妹背牛 32-2399 32-2399
406番地の 7

２ 居宅介護事業所レラ 妹背牛町字妹背牛 32-2555 －
482番地の 22

○その他

No 施 設 名 所 在 地 TEL FAX

１ 生活支援ハウスすまい・ル 妹背牛町字妹背牛 32-3132 －
361番地の 22


